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１．概要

 本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第 19 条  使用済燃料の

貯蔵施設等」に関して、基本設計方針に記載する事項、添付書類に記載す

べき事項、補足説明すべき事項について整理した結果を示すものである。 

 整理にあたっては、「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付

書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施した。

２．本資料の構成

 「共通 06：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、

添付図面で記載すべき事項」及び「共通 07：添付書類等を踏まえた補足

説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を別紙と

して示し、別紙を以下の通り構成する。

 別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較

事業変更許可  本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。

 別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。

 別紙３：基本設計方針の添付書類への展開

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。

 別紙４：添付書類の発電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない。（概要などは比較対象

外）

 別紙５：補足説明すべき項目の抽出

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。

 別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。
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別紙 
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:商業機密の観点から公開できない箇所



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和５年１月５日　R2

(1/1)

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/5 2

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/5 2

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 1/5 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 1/5 0

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 1/5 0

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 1/5 1

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 1/5 1

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 1/5 0

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 1/5 0

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 1/5 0

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 1/5 0

貯蔵00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（貯蔵）】

別紙　第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第１項
備考

別紙　第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第２項
備考
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別紙 

第 19条 使用済燃料の貯蔵施設等 

第１項 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（1 / 32） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 個別項目 
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の設計に係る共通的な設計方針について
は，第 1章 共通項目の「1. 核燃料物
質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 
自然現象等」，「4. 閉じ込めの機
能」，「5. 火災等による損傷の防
止」，「6. 再処理施設内における溢水
による損傷の防止」，「7. 再処理施設
内における化学薬品の漏えいによる損傷
の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備
に対する要求」に基づくものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロ．再処理施設の一般構造 
(７) その他の主要な構造 
(ⅰ) 安全機能を有する施設 
(ｉ) 使用済燃料の貯蔵施設等 
使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納される
【燃⑥-1】使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設は，使用済燃料を受け入れ，又
は貯蔵するために必要な容量を有する設
計とする。燃①-1,2 
また，使用済燃料の冷却のための適切

な措置を講ずる設計とする。燃②-1 
 
各施設に対する冷却に係る設計方針に

ついては，以下のとおりである。燃□2  
 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

のうち，燃料貯蔵プール・ピット等につ
いては，１系統で必要な崩壊熱除去機能
を有する使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済
燃料貯蔵設備のプール水浄化・冷却設備
のプール水冷却系（以下「プール水冷却
系」という。）を２系統設ける設計とす
る。【燃②-2】 
 

また，使用済燃料を取り出すまでの間，
使用済燃料を収納した使用済燃料輸送容
器（以下「キャスク」という。）を保管
する使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫は，冷却空気の流路を確保し，キ
ャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱
を自然冷却により除去し，構造物の健全
性を維持できる設計とする。燃②-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.9.17 使用済燃料の貯蔵施設等 

 
適合のための設計方針  
第１項について 
 使用済燃料の貯蔵容量は， 大再処理
能力 800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対し
て受け入れた使用済燃料を３年間以上貯
蔵できる【燃①-2】3,000ｔ・ ＵＰｒと
し，【燃◇4 】燃料貯蔵プール・ピット等
では，使用済燃料の崩壊熱による過度な
温度上昇を防ぐため，１系統で必要な崩
壊熱除去機能を有するプール水冷却系を
２系統設ける設計とする。燃◇1  

 
また，使用済燃料を取り出すまでの

間，キャスクを保管する使用済燃料収納
使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気
の流路を確保し，キャスクに収納された
使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除
去し，構造物の健全性を維持できる設計
とする。燃◇1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 
第十七条 再処理施設には、次に掲げ
るところにより、使用済燃料の受入れ
施設（安全機能を有する施設に属する
ものに限る。）及び貯蔵施設（安全機
能を有する施設に属するものに限
る。）を設けなければならない。 
一 使用済燃料を受け入れ、又は貯蔵
するために必要な容量を有するものと
すること。 
二 冷却のための適切な措置が講じら
れているものであること。 
２ 再処理施設には、次に掲げるとこ
ろにより、製品貯蔵施設（安全機能を
有する施設に属するものに限る。）を
設けなければならない。 
一 製品を貯蔵するために必要な容量
を有するものとすること。 
二 冷却のための適切な措置が講じら
れているものであること。 

第１章 共通項目 
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の

共通項目である「1. 地盤等，2. 自然現
象，3. 火災，4. 溢水等，5. 設備に対
する要求（5.5 安全弁等，5.6 逆止め
弁，5.7 内燃機関を除く。），6. その
他」の基本設計方針については，原子炉
冷却系統施設の基本設計方針「第１章 
共通項目」に基づく設計とする。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
燃⑥-1（p5 へ） 
燃①-1（p3 へ） 
燃①-2（p3 へ） 
燃②-1（p3,4 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-2（p4 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-3（p3 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が 

一致する箇所 

紫字：ＳＡ設備に関する記載（比較対象外箇所） 

  ：発電炉との差異の理由   ：許可からの変更点等 

【凡例】 

①P3 へ 
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（2 / 32） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3  使用済燃料輸送容器管理建屋 
 使用済燃料輸送容器管理建屋は，使用
済燃料の受入れ施設の使用済燃料輸送容
器受入れ・保管設備及び使用済燃料輸送
容器保守設備，液体廃棄物の廃棄施設の
低レベル廃液処理設備の一部等を収納す
る。燃◇8  
 
 主要構造は，鉄筋コンクリート造（一
部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造)
で，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫，空使用済燃料輸送容器保管庫及
びトレーラエリアが地上１階（地上高さ
約 26ｍ），除染エリアが地上３階（地上
高さ約 16ｍ），地下１階，並びに保守エ
リアが地上２階（地上高さ約 21ｍ），地
下１階，平面が約 68ｍ（南北方向）×約
180ｍ（東西方向）の建物であり，堅固
な基礎版上に設置する。燃◇10  
 
 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置
図を第 2.3－１図～第 2.3－５図に示
す。燃◇2  
 
2.3.4  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 
  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，「使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設」の
使用済燃料貯蔵設備，燃料取出し準備設
備，燃料取出し設備及び使用済燃料輸送
容器返却準備設備，「液体廃棄物の廃棄
施設｣の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設廃液処理系(洗濯廃液ろ過装置を
除く)，｢固体廃棄物の廃棄施設」のチャ
ンネルボックス・バーナブルポイズン処
理系の一部，廃樹脂貯蔵系(使用済燃料
の受入れ及び貯蔵に係る廃樹脂の貯蔵)
及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベ
ル廃棄物貯蔵系，「計測制御系統施設」
の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
の制御室，「その他再処理設備の附属施
設」の第１非常用ディーゼル発電機等を
収納する。燃◇8  
 
  主要構造は，鉄筋コンクリート造（一
部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）
で，地上３階（地上高さ約 21ｍ），地下
３階，平面が約 130ｍ（南北方向）×約
86ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な
基礎版上に設置する。燃◇4  
  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置
図を第 2.3－６図～第 2.3－12 図に示
す。燃◇2  
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別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（3 / 32） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第十九条 
使用済燃料の受入施設及び貯蔵
施設は、次に掲げるところによ
るものでなければならない。 
 一 使用済燃料の崩壊熱を安

全に除去し得るものであ
ること。燃② 

 

 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成する。燃⑥-2,3 
 
使用済燃料の受入れ施設は，キャスク

に収納され再処理施設に輸送された使用
済燃料集合体の受入れ及びキャスクから
の使用済燃料集合体の取出しを行う設計

とする。燃⑦-1 
 
 
 
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料

集合体を再処理するまでの期間の貯蔵及
びせん断処理施設への送出しを行う設計
とする。燃⑧-1 
 
 
 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃
料取出し装置を用いて１日 大ＢＷＲ燃
料 15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料 12.9
ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け
入れることができ，年間の 大受入れ量
は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。燃
①-1 
 
使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プー

ルは， 大再処理能力 800ｔ・ＵＰｒ／ｙ
での再処理に対して受け入れた燃料を３
年間以上貯蔵することができる設計とす
る。燃①-2 
 
 
 
 
 
使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料

収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却
空気の流路を確保し，キャスクに収納さ
れた使用済燃料の崩壊熱を自然冷却によ
り除去し，本保管庫の構造物の健全性を
維持する設計とする。燃②-1,3,6 
 
 

四、再処理施設の位置，構造及び設備並
びに再処理の方法 
 
Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 
ハ．使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設
の構造及び設備 
(１) 構  造 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成する。燃⑥-2 
(ⅰ) 設計基準対象の施設 
 (ａ) 使用済燃料の受入れ施設 
 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク
に収納され再処理施設に輸送された使用
済燃料集合体を受け入れる【燃⑦-1】使
用済燃料受入れ設備２系列（一部１系
列）で構成する。 
 
(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 

 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料
集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ移送
する【燃⑧-1】使用済燃料貯蔵設備１系
列（一部２系列）で構成する。 
 
 
 
(ⅱ) 大受入能力及び 大貯蔵能力 
  (ａ) 大受入能力  
15.2ｔ･ＵＰｒ／ｄ（ＢＷＲ使用済燃料受
入れ時）又は 12.9ｔ･ＵＰｒ／ｄ（ＰＷＲ
使用済燃料受入れ時） 
 年間の 大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰ

ｒとする。燃①-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料受入れ設備の使用済燃料収納

使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気

の流路を確保し，キャスクに収納された

使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除

去し，本保管庫の構造物の健全性を維持

する設計とする。燃②-6  
 
 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設 
3.1 設計基準対象の施設 
3.1.1 概  要 
 
 
 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成する。燃◇1  
 
 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク
の受入れ及びキャスクからの使用済燃料
集合体の取出しを行う使用済燃料受入れ
設備である。燃◇1  
 
 
 
 
 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料
集合体を再処理するまでの期間の貯蔵及
びせん断処理施設への送出しを行う使用
済燃料貯蔵設備である。燃◇1  
 
 
 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ

ーン及び燃料取出し装置を用いて１日
大ＢＷＲ燃料 15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷ
Ｒ燃料 12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料
集合体を受け入れることができる。燃①
-1 
 
 
適合のための設計方針  
第１項について 
 使用済燃料の貯蔵容量は， 大再処理
能力 800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対し
て受け入れた使用済燃料を３年間以上貯
蔵できる【燃①-2】3,000ｔ・ ＵＰｒと
し，【燃◇4 】燃料貯蔵プール・ピット等
では，使用済燃料の崩壊熱による過度な
温度上昇を防ぐため，１系統で必要な崩
壊熱除去機能を有するプール水冷却系を
２系統設ける設計とする。燃◇1  
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 個別項目 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料プールは，約 290 ％炉心

分の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放
射化された機器等の貯蔵及び取扱いがで
きるスペースを確保した設計とする。な
お，通常運転中，全炉心の燃料体等を貯
蔵できる容量を確保できる設計とする。 
 
 
 
 

 使用済燃料乾式貯蔵設備は，自然冷却
によって使用済燃料からの崩壊熱を外部
に放出できる構造とし，適切に熱を除去
できる設計とする。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑥-3（p5 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃①-1（p1 から） 
 
 
 
 
 
 
燃①-2（p1 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-1（p1 から） 
燃②-3（p1 から） 
 

事業指定基準規則 

使用済燃料の貯蔵施設等 

第十七条 再処理施設に

は、次に掲げるところによ

り、使用済燃料の受入れ施

設（安全機能を有する施設

に属するものに限る。）及

び貯蔵施設（安全機能を有

する施設に属するものに限

る。）を設けなければなら

ない。 

一 使用済燃料を受け入

れ、又は貯蔵するために必

要な容量を有するものとす

ること。燃① 

二 冷却のための適切な措

置が講じられているもので

あること。燃② 

【許可からの変更点】 
施設区分の明確化。 
以下同じ。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の機能として、

許可に使用済燃料の受け入れ能

力を示しているため。 

②P12 から 

①P7 から 
①P1 から 

④P8 から 

②P8 から 

⑤P9 から 

【許可からの変更点】 
記載の適正化。 
以下同じ。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

冷却の目的を明確化しているため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

施設の設計が異なるため貯

蔵容量も異なる。 

⑤P16 から 

⑧P20 から 

9



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（4 / 32） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 二 使用済燃料を受け入れ、

又は貯蔵する水槽は、次
に掲げるところによるも
のであること。 

  イ 水があふれ、又は漏え
いするおそれがないも
のであること。燃③ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出し
ピット及び燃料仮置きピット並びに使用
済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チ
ャンネルボックス・バーナブル ポイズ
ン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送
出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピ
ット等」という。）については，プール
水をその他再処理設備の附属施設の安全
冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱
交換することにより【燃②-7】，１系統
で使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去
し，燃料貯蔵プール・ピット等の構造物
の健全性を維持できるプール水冷却系を
２系統設ける設計とする。燃②-1,2,4,8 
プール水の冷却に必要な安全冷却水系

（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
用）については，第２章 個別項目の
「7.4 冷却水設備」に基づくものとす
る。燃②-7 
 
使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備

は，プール水を適切に供給できる設計と
する。燃②-1,5 
 
燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，

漏水を防止するためステンレス鋼を内張
りしたライニング構造とし，【燃③-1～
3,7】下部に排水口を設けない構造とす
るとともに，【燃③-4,8】燃料貯蔵プー
ル・ピット等に接続された配管が破損し
てもプール水が流出しないように逆止弁
を設置する設計とする。燃③-5,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等の

ライニングは，万一の使用済燃料集合体
の落下時にもプール水の保持機能を失う
ような著しい損傷を生じないようにする
設計とする。燃③-6,10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料集合体を取り扱う燃料取出し
ピット及び燃料仮置きピットはライニン
グ構造とし，【燃③-1】使用済燃料から
の崩壊熱を適切に除去し，【燃②-4】プ
ール水は補給水設備から適切に供給でき
る設計とする。燃②-5  
 

その主要な設備である燃料貯蔵プール
はライニング構造とし，【燃③-2】使用
済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，
【燃②-4】プール水は補給水設備から適
切に供給できる設計とする。燃②-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プール水は，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系からプール水冷却系

に供給する冷却水と熱交換器を介して熱

交換し，冷却される。燃②-7 

 プール水冷却系は，通常は２系列を運
転するが，１系列の運転でも年間 1,000
ｔ・ＵＰｒの使用済燃料集合体（冷却期
間：１年，燃焼度：平均 45,000ＭＷｄ
／ｔ・ＵＰｒ）を受け入れ，燃料貯蔵プ
ールに 3,000ｔ・ＵＰｒが貯蔵された場合
の【燃◇5 】崩壊熱を除去し，燃料貯蔵プ
ール水温を 65℃以下に保ち，【燃◇17】
燃料貯蔵プール・ピット等の構造物の健
全性を維持できる設計とする。燃②-8 
２系列運転の場合は，燃料貯蔵プール

の水温を 50℃以下に維持する。燃◇17  
 

 
 
 
 

ピット内面は，漏水を防止するためス
テンレス鋼を内張りし【燃③-3】，下部
に排水口を設けない構造とするととも
に，【燃③-4】ピットに接続された配管
が破損してもピット水が流出しないよう
に逆止弁を設置する。燃③-5 
 
 

燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピ

ット等の内面は，漏水を防止するためス

テンレス鋼を内張りし，【燃③-7】さら

に，排水口を設けない構造とするととも

に，【燃③-8】燃料貯蔵プール及びこれ

に隣接するピット等に接続された配管が

破損してもプール水が流出しないように

逆止弁を設置する。燃③-9 

 

さらに，燃料取出しピット及び燃料仮

置きピットのライニングは，万一の使用

済燃料集合体の落下時にも燃料取出しピ

ット水及び燃料仮置きピット水の保持機

能を失うような著しい損傷を生じないよ

うにする。燃③-6  
 

さらに，燃料貯蔵プール及びこれに隣

接するピット等のライニングは，万一の

使用済燃料集合体の落下時にもプール水

の保持機能を失うような著しい損傷を生

じないようにする。燃③-10 
 
 

使用済燃料プールは，燃料プール冷却
浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱
交換器，フィルタ脱塩器等で構成する燃
料プール冷却浄化系を設け，通常運転
時，運転時の異常な過渡変化時及び設計
基準事故時において，使用済燃料からの
崩壊熱を除去するとともに，使用済燃料
プール水を浄化できる設計とする。 
 
 
使用済燃料プールは，使用済燃料から

の崩壊熱を燃料プール冷却浄化系熱交換
器で除去して使用済燃料プール水を冷却
するとともに，燃料体の被覆が著しく腐
食するおそれがないよう燃料プール冷却
浄化系のフィルタ脱塩器で使用済燃料プ
ール水をろ過脱塩して，使用済燃料プー
ル，原子炉ウェル等の水の純度，透明度
を維持できる設計とする。 
 
また，補給水ラインを設け，使用済燃

料プール水の補給が可能な設計とする。 
 
 

 
使用済燃料プールは，内面をステンレ

ス鋼内張りに施設することにより，燃料
体等の取扱中に想定される燃料体等の落
下及び重量物の落下により機能を失うよ
うな損傷が生じない設計とする。 
 
 
 
使用済燃料プール水の漏えいを防止す

るため，使用済燃料プールには排水口を
設けない設計とし，使用済燃料プールに
接続された配管には真空破壊弁を設け，
配管が破損しても，サイフォン効果によ
り，使用済燃料プール水が継続的に流出
しない設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃②-1（p1 から） 
燃②-2（p1 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計とし

て、許可に安全冷却水系を使

用してプール水を冷却するこ

とを示しているため。 

【許可からの変更点】 
崩壊熱除去の目的・手段の明

確化および略語（燃料貯蔵プ

ール・ピット等）の定義並びに

記載の適正化。 
略語の定義については以下

同じ。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

【許可からの変更点】 
ピット水及びプール水は同一のも

のであるが、許可では漏えい箇

所に応じて記載を区別していた

ため、本基本設計方針では「プー

ル水」に統一することとした。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の設計とし

て、許可に安全冷却水系を使

用してプール水を冷却するこ

とを示しているため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設とは使用済

燃料を冷却するための

設計が異なるため。 

㉒P24 から 

⑦P14 から 

⑪P22 から 

⑨P14 から 

⑭P22 から 

③P8 から 

⑥P9 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

プール水流出防止のための

設計が異なるため。 

⑩P20 から 

⑫P21 から 

⑪P20 から 

⑦P17 から 

⑬P21 から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設とは使用済

燃料を冷却するための

設計が異なるため。 
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  ロ 水が使用済燃料によっ

て汚染されるおそれが
ある場合には、浄化装
置を設けること。燃④ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ハ 水の漏えいを適切に検

知し得るものであるこ
と。燃⑤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プール水浄化系は，水の純度及び透明
度を維持するため，燃料取出しピット，
燃料仮置きピット及びチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピットの越
流せきから越流するプール水をポンプで
昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及
び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料
仮置きピット及びチャンネルボックス・
バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設
計とするとともに、燃料貯蔵プール及び
燃料送出しピットから越流するプール水
を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で
脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料送
出しピットへ戻す設計とする。燃④-1 
 
なお，万一のプール水の漏えいに対

し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏え
い検知装置を設けて漏えいを検知する設
計とし，漏えい水を使用済燃料の受入れ
施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送でき
る設計とする。燃⑤-1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

また，燃料貯蔵プールには水位警報装
置及び温度警報装置を設け，計測制御系
統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に警報を発する設計とす
る。燃②-10,燃⑤-3 
 
 
 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃
料輸送容器管理建屋及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯
蔵施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
に収納する設計とする。燃⑥-1,4 
 
 
 
使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上

１階（一部地上３階，地下１階）の建物
とする設計とする。燃⑥-5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済
燃料の貯蔵施設で構成し，【燃⑥-3】使
用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸
送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施
設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収
納する。燃⑥-4 
使用済燃料輸送容器管理建屋の主要構

造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄
筋コンクリート造及び鉄骨造）で，【燃
□3 】地上１階（一部地上３階，地下１
階），建築面積約 7,100ｍ２【燃□3 】の
建物である。燃⑥-5 

プール水浄化系は，燃料取出しピッ

ト，燃料仮置きピット及びチャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン取扱ピット

の越流せきから越流するプール水をポン

プで昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ

過及び脱塩した後，燃料取出しピット，

燃料仮置きピット及びチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻

す。また，燃料貯蔵プール及び燃料送出

しピットから越流するプール水は，ポン

プで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した

後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピッ

トへ戻す。燃④-1 
 
 

また，万一のピット水の漏えいに対

し，漏えい検知装置を設けるとともに漏

えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす

る。燃⑤-1 

 
 
なお，万一のプール水の漏えいに対

し，燃料貯蔵プール及びこれに隣接する
ピット等には漏えい検知装置を設け，漏
えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす
る。燃⑤-2 
 
 
 また，燃料貯蔵プールには水位警報装
置及び温度警報装置を設け，計測制御系
統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に警報を発する設計とす
る。燃②-10,燃⑤-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料プールは，燃料プール冷却
浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱
交換器，フィルタ脱塩器等で構成する燃
料プール冷却浄化系を設け，通常運転
時，運転時の異常な過渡変化時及び設計
基準事故時において，使用済燃料からの
崩壊熱を除去するとともに，使用済燃料
プール水を浄化できる設計とする。 
 
 
使用済燃料プールは，使用済燃料から

の崩壊熱を燃料プール冷却浄化系熱交換
器で除去して使用済燃料プール水を冷却
するとともに，燃料体の被覆が著しく腐
食するおそれがないよう燃料プール冷却
浄化系のフィルタ脱塩器で使用済燃料プ
ール水をろ過脱塩して，使用済燃料プー
ル，原子炉ウェル等の水の純度，透明度
を維持できる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 計測装置等 
使用済燃料その他高放射性の燃料体を

貯蔵する水槽の水温を計測する装置とし
て使用済燃料プール温度を設け，計測結
果を中央制御室に表示できる設計とす
る。また，計測結果を記録し，及び保存
できる設計とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑥-3（p3 へ） 
 
燃⑥-1（p1 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

水位計・温度計は第 20 条に基づき設計され

るものであるが、崩壊熱除去機能監視及び

漏えい検知の役割も担っており、第 19 条の

適合性説明に必要であるため。 

【許可からの変更点】 
プール水浄化系の安全機

能の記載を拡充した。 

【許可からの変更点】 
記載の適正化 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可本文の記載を受け、収納す

る建屋を示すため。 

【許可からの変更点】 
漏えい検知に係る使用済燃料の

受入れ施設及び使用済燃料の貯

蔵施設の記載統一化 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

技術基準要求及び許可を受け、

漏えいの検知及び漏えい水の廃

液処理系への移送を記載してい

るため。 

㉓P25 から 

⑧P14 から 

⑫P22 から 

⑬P22 から ⑨P20 から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

パラメータの計測に係る設

計方針は、再処理は第 20 条

で展開する。 

⑩P21 から 

⑫P21 から 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設とはプール

水を浄化するための設

計が異なるため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設とはプール

水を浄化するための設

計が異なるため。 
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 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上
３階，地下３階の建物とする設計とす
る。燃⑥-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の主要構
造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄
筋コンクリート造及び鉄骨造）で，【燃
□1 】地上３階，地下３階，建築面積約
9,400ｍ２【燃□1 】の建物である。燃⑥-
6 
 使用済燃料輸送容器管理建屋機器配置
概要図を第 47 図から第 51 図に，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋機器配置概要図を
第 52 図から第 58 図に示す。燃□2  
 また，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設系統概要図を第８図に示す。燃□2  
 
(３) 受け入れ，又は貯蔵する使用済燃
料の種類並びにその種類ごとの 大受入
能力及び 大貯蔵能力 
(ⅰ) 受け入れ，又は貯蔵する使用済燃
料の種類 
 ＢＷＲ及びＰＷＲの使用済ウラン燃料
集合体であって，以下の仕様を満たすも
のである。 
 (ａ) 濃縮度   
 
照射前燃料 高濃縮度  ：５ｗｔ％ 
使用済燃料集合体平均濃縮度：3.5ｗ
ｔ％以下 
 (ｂ) 再処理施設に受け入れるまでの
冷却期間        ：４ 年以上 
 
 ただし，燃料貯蔵プールの容量 3,000
ｔ・ＵＰｒのうち，冷却期間４年以上 12
年未満の使用済燃料の貯蔵量が 600ｔ・
ＵＰｒ未満，それ以外は冷却期間 12 年以
上となるよう受け入れを管理する。 
 (ｃ) 使用済燃料集合体 高燃焼度 

：55,000ＭＷｄ／ｔ･ＵＰｒ燃□4  
 
 
 
 
 
(ｄ) 使用済燃料集合体の照射前の構造 
ＢＷＲ燃料集合体燃□4  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
で受け入れる使用済燃料は，ＢＷＲ及び
ＰＷＲの使用済ウラン燃料集合体であっ
て，以下の仕様を満たすものである。燃
◇14  
照射前燃料 高濃縮度    ：５wt％ 
使用済燃料集合体平均濃縮度 ：3.5wt％
以下燃◇14  
使用済燃料 終取出し前の原子炉停止時
から再処理施設に受け入れるまでの期間 

：４年以上 
ただし，燃料貯蔵プールの容量 3,000

ｔ ・ＵＰｒのうち，冷却期間４年以上 12
年未満の使用済燃料の貯蔵量が 600ｔ・
ＵＰｒ未満，それ以外は冷却期間 12 年以
上となるよう受け入れを管理する。燃◇14  
 使用済燃料集合体 高燃焼度 
      ：55,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ燃◇14  
ここでいうｔ・ＵＰｒは，照射前金属

ウラン重量換算である。 
使用済燃料の冷却期間は，旧申請書に

おける設計条件を維持することとし，以
下の条件とする。 
再処理施設に受け入れるまでの冷却期間 

：１年以上燃◇14  
使用済燃料集合体の照射前の構造燃◇1  
ＢＷＲ燃料集合体燃◇14  
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ＰＷＲ燃料集合体燃□4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
使用済燃料集合体と一体となったチャ

ンネル ボックス及びバーナブルポイズ
ン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）も受
け入れる。燃□4  
 

(ⅱ) 大受入能力及び 大貯蔵能力 
  (ａ) 大受入能力 燃①-1 
15.2ｔ･ＵＰｒ／ｄ（ＢＷＲ使用済燃料受
入れ時）又は 12.9ｔ･ＵＰｒ／ｄ（ＰＷＲ
使用済燃料受入れ時） 
 年間の 大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰ

ｒとする。 
 (ｂ) 大貯蔵能力  
燃料貯蔵プール：燃□1  
ＢＷＲ使用済燃料集合体 1,500ｔ･ＵＰｒ

(うち，使用済燃料集合体平均濃縮度が
2.0wt％を超えるもの 11.8ｔ･ＵＰｒ） 
ＰＷＲ使用済燃料集合体 1,500ｔ･ＵＰｒ

(うち，使用済燃料集合体平均濃縮度が
2.0wt％を超えるもの 27.6ｔ･ＵＰｒ） 
 
 (４) 主要な核的制限値 
 (ⅰ) 単一ユニット 
 (ａ) 燃料取出し装置及び燃料取扱装
置 
  使用済燃料集合体を１台当たり一時に
１体ずつ取り扱う。 
 (ⅱ) 複数ユニット 
 (ａ) 燃料取出し装置及び燃料取扱装
置 
 使用済燃料集合体を１台当たり一時に
１体ずつ取り扱うので該当なし。 
 (ｂ) 燃料仮置きラックのラック格子
中心間 小距離 
燃焼度計測前燃料仮置きラック 

 ＢＷＲ燃料収納部         20.2 ｃｍ 
（使用済燃料 高濃縮度５wt％) 
 ＰＷＲ燃料収納部         46.5 ｃｍ 
（使用済燃料 高濃縮度５wt％) 
燃焼度計測後燃料仮置きラック 

 ＢＷＲ燃料収納部     19.85ｃｍ 

ＰＷＲ燃料集合体燃◇14  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
使用済燃料集合体と一体となったチャ

ンネルボックス（以下「ＣＢ」とい
う。）及びバーナブルポイズン（以下
「ＢＰ」という。）も受け入れる。燃◇14  

 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
系統概要図を第３－１図に示す。燃◇2  
 
3.1.2 設計方針 
 (１) 臨界安全 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，容量いっぱいに使用済燃料集合体を
収納した場合でも通常時はもとより，技
術的に見て想定されるいかなる場合でも
未臨界を維持できる設計とする。燃◇11  
 (２) 閉じ込め 
 燃料貯蔵プール・ピット等は，ピット
水及びプール水（以下「プール水等」と
いう。）が漏えいし難い構造とする。ま
た，プール水等の漏えいの検知を行う設
計とする。万一漏えいした場合には，使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液
処理系へ移送できる設計とする。燃◇1  
 (３) 崩壊熱除去 
 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保
管庫，燃料貯蔵プール・ピット等は，崩
壊熱を除去でき，構造物の健全性を維持
できる設計とする。燃◇1  
 (４) 単一故障 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及
び補給水設備は，動的機器の単一故障を
仮定しても安全機能が確保できる設計と
する。燃◇13  
 (５) 外部電源喪失 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及
び補給水設備は，その他再処理設備の附
属施設の非常用所内電源系統に接続し，
外部電源が喪失した場合でも安全機能が
確保できる設計とする。燃◇9  
 (６) 貯蔵容量 
 燃料貯蔵プールは，使用済燃料の受入

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①P3 へ 
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（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 
 ＰＷＲ燃料収納部     34.75ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 
(ｃ) 燃料貯蔵ラックのラック格子中心
間 小距離 
低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック   
18.6 ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 2.0wt％
以下） 
低残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック   
30.75ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 2.0wt％
以下） 
高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック   
34.7ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下） 
高残留濃縮度ＰＷＲ燃料貯蔵ラック   
47.1ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下） 
 (ｄ) バスケットの格子中心間 小距
離 
ＢＷＲ燃料用バスケット     19.85ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 
ＰＷＲ燃料用バスケット     34.75ｃｍ 
（使用済燃料集合体平均濃縮度 3.5wt％
以下) 燃□5  
 
 (ａ) 使用済燃料の受入れ施設 
 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク
に収納され再処理施設に輸送された使用
済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受
入れ設備２系列（一部１系列）で構成す
る。 
 
使用済燃料集合体を取り扱う燃料取出

しピット及び燃料仮置きピットはライニ
ング構造とし，【燃③-1】使用済燃料か
らの崩壊熱を適切に除去し，【燃②-4】
プール水は補給水設備から適切に供給で
きる設計とする。燃②-5 
 
使用済燃料受入れ設備の使用済燃料収

納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空
気の流路を確保し，キャスクに収納され
た使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により
除去し，本保管庫の構造物の健全性を維
持する設計とする。燃②-6  
 

れ及び再処理に対して適切な貯蔵容量を
有する設計とする。燃◇1  
 (７) 落下防止 
 燃料取扱装置等は，駆動源喪失時にお
けるつり荷の保持又は逸走防止を行い，
移送物の落下，転倒等を防止する設計と
する。燃◇1  
 また，使用済燃料受入れ設備は，貯蔵
燃料上への重量物の落下を防止できる配
置設計とする。燃◇1  
 (８) 試験及び検査 
 安全上重要な施設の使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋天井クレーン，プール水冷
却系及び補給水設備は，定期的な試験及
び検査ができる設計とする。燃◇14  
 (９) その他 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，再処理設備本体の運転開始に先立ち
使用する場合においても当該施設が安全
に使用でき，後続する施設の工事施工に
より安全性を損なうことのない設計とす
る。燃◇3  
 
3.1.3 主要設備の仕様 
(１) 使用済燃料受入れ設備 
 使用済燃料受入れ設備の主要設備の仕
様を第３－１表に示す。燃◇2  
 燃料仮置きラック概要図を第３－２図
に，使用済燃料輸送容器移送台車概要図
を第３－３図に示す。燃◇2  
 なお，使用済燃料受入れ設備は，再処
理設備本体の運転開始に先立ち使用す
る。燃◇3  
 
(２) 使用済燃料貯蔵設備 
 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の仕様
を第３－２表に示す。燃◇2  
 燃料貯蔵プール概要図を第３－４図
に，低残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック
概要図を第３－５図に，低残留濃縮度Ｐ
ＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を第３－６図
に，高残留濃縮度ＢＷＲ燃料貯蔵ラック
概要図を第３－７図に，高残留濃縮度Ｐ
ＷＲ燃料貯蔵ラック概要図を第３－８図
に，ＢＷＲ燃料用バスケット概要図を第
３－９図に，ＰＷＲ燃料用バスケット概
要図を第３－10 図に，燃料移送水中台
車概要図を第３－11 図に示す。燃◇2  
 なお，使用済燃料貯蔵設備のうちバス
ケットの一部，バスケット取扱装置及び
バスケット搬送機を除く設備は，再処理
設備本体の運転開始に先立ち使用する。
燃◇3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④P3 へ 

③P4 へ 

②P3,9 へ 
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1.1 使用済燃料の受入れ施設 
 使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃
料受入れ設備２系列（一部１系列）で構
成する。燃⑦-2 
 
1.1.1 使用済燃料受入れ設備 
使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料

輸送容器受入れ・保管設備，燃料取出し
準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料
輸送容器返却準備設備及び使用済燃料輸
送容器保守設備で構成する。燃⑦-3 
 
1.1.1.1 使用済燃料輸送容器受入れ・
保管設備 
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備

は，使用済燃料輸送容器管理建屋天井ク
レーン，使用済燃料輸送容器移送台車，
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管
庫及び空使用済燃料輸送容器保管庫で構
成する。燃⑦-4 
 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
は，トレーラトラックで使用済燃料輸送
容器管理建屋に搬入したキャスクを一時
保管した後，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋に搬入する設計とする。燃⑦-5,6 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保

管庫は，使用済燃料を収納したキャスク
を保管するとともに，保管を必要とする
空のキャスクの基数が空使用済燃料輸送
容器保管庫の容量を上回る場合に，その
上回った分の空のキャスクを一時保管す
る設計とする。燃⑦-7 

(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 
 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料
集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ移送
する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２
系列）で構成する。 
 
その主要な設備である燃料貯蔵プール

はライニング構造とし，【燃③-2】使用
済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，
【燃②-4】プール水は補給水設備から適
切に供給できる設計とする。燃②-5 
 
 
 
 (ａ) 使用済燃料の受入れ施設 
 使用済燃料の受入れ施設は，キャスク
に収納され再処理施設に輸送された使用
済燃料集合体を受け入れる使用済燃料受
入れ設備２系列（一部１系列）で構成す
る。燃⑦-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 系統構成及び主要設備 
3.1.4.1 使用済燃料受入れ設備 
(１) 系統構成 
使用済燃料受入れ設備は，キャスクの

受入れ及びキャスクからの使用済燃料集
合体の取出しを行う設備であり，【燃
◇1 】使用済燃料輸送容器受入れ・保管設
備，燃料取出し準備設備，燃料取出し設
備，使用済燃料輸送容器返却準備設備及
び使用済燃料輸送容器保守設備で構成す
る。燃⑦-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備

は，トレーラトラックで使用済燃料輸送
容器管理建屋に搬入したキャスクを使用
済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンを
用いて使用済燃料輸送容器移送台車に積
み替え，【燃⑦-5】遮蔽を考慮した【燃
◇16】使用済燃料収納使用済燃料輸送容器
保管庫に移送する。燃⑦-6 
ここで一時保管した後，使用済燃料輸

送容器移送台車により使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に搬入する。燃⑦-6 
また，使用済燃料収納使用済燃料輸送

容器保管庫は，使用済燃料を収納したキ
ャスクを保管するとともに，保管を必要
とする空のキャスクの基数が空使用済燃
料輸送容器保管庫の容量を上回る場合
に，その上回った分の空のキャスクを一
時保管する。燃⑦-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 燃料取扱設備 
燃料体等の取扱設備は，燃料取替機，

原子炉建屋クレーン，チャンネル着脱機
及び使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレー
ンで構成し，燃料取替機，原子炉建屋ク
レーン及びチャンネル着脱機は，新燃料
を原子炉建屋原子炉棟に搬入してから原
子炉建屋原子炉棟外へ搬出するまで，燃
料体等を安全に取り扱うことができる設
計とする。 
 
使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，使用済燃料乾式貯蔵建屋内において
使用済燃料乾式貯蔵容器を安全に取り扱
うことができる設計とする。 
 
新燃料は，原子炉建屋原子炉棟内に設

ける新燃料貯蔵庫から原子炉建屋クレー
ン及びチャンネル着脱機を介して使用済
燃料プールに移し，燃料取替機により発
電用原子炉に装荷できる設計とする。 
 
また，燃料の取替えは，原子炉上部の

原子炉ウェルに水を張り，水中で燃料取
替機により行うことができる設計とす
る。 
 
使用済燃料は，遮蔽に必要な水深を確

保した状態で，燃料取替機により水中移
送し，原子炉建屋原子炉棟内の使用済燃
料プールの使用済燃料貯蔵ラックに貯蔵
できる設計とする。 
又は，使用済燃料プールに 7 年以上

貯蔵した後，使用済燃料乾式貯蔵設備に
貯蔵できる設計とする。 
 
使用済燃料の発電所外への搬出には，

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑦-4（p28 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可を受け、使用済燃料の受入

れ施設の用途及び設備構成を示

しているため。（1.1 全体） 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

②P8 から 

⑤P3,16 へ 

⑥P4 へ 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 
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空使用済燃料輸送容器保管庫は，空の
キャスクを保管する設計とする。燃⑦-8 
 
 
 
 
 
使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ

ーンは，使用済燃料輸送容器管理建屋に
設置し，キャスクの落下防止のため，つ
りワイヤの二重化，フックへの脱落防止
金具取付けを施し，逸走防止のインター
ロックを設けるとともに，電源喪失時に
もつり荷を保持できるフェイルセイフ機
構を有する設計とする。燃⑨-1 
 
 
 
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔

自動運転とし，運転を安全，かつ，確実
に行うため逸走防止のインターロックを
設けるとともに，転倒し難い設計とす
る。燃⑨-2 
 

1.1.1.2 燃料取出し準備設備 
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクから
緩衝体を取り外し，燃料取出し準備室に
キャスクを移送する設計とする。燃⑦-9 
 
ここで，キャスク内部の浄化のため，

キャスクの内部水の入替えを行った後，
キャスクを移送し，燃料取出しピットの
防染バケットに収納する設計とする。燃
⑦-10 
 
キャスクからの排水は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移
送できる設計とする。燃⑦-11 
 
1.1.1.3 燃料取出し設備 
燃料取出し設備は，燃料取出しピッ

ト，燃料仮置きピット，燃焼度計測前燃
料仮置きラック，燃焼度計測後燃料仮置

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なお，一時保管した空のキャスクは，
返却に先立ち，必要に応じて使用済燃料
輸送容器返却準備設備又は使用済燃料輸
送容器保守設備にて保守を行う。燃◇1  
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保

管庫は，冷却空気の流路を確保し，キャ
スクに収納された使用済燃料の崩壊熱を
自然冷却により除去し，本保管庫の構造
物の健全性を維持する設計とする。燃◇1  

空使用済燃料輸送容器保管庫は，空の
キャスクを保管する。燃⑦-8 
なお，空のキャスクは，返却に先立

ち，必要に応じて使用済燃料輸送容器返
却準備設備又は使用済燃料輸送容器保守
設備にて保守を行う。燃◇1  
 
使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ

ーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンは，それぞれ使用済燃料輸送
容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止の
ため，つりワイヤの二重化，フックへの
脱落防止金具取付けを施し，逸走防止の
インターロックを設けるとともに，電源
喪失時にもつり荷を保持できるフェイル
セイフ機構を有する構造とする。燃⑨-1 
 
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔

自動運転とし，運転を安全，かつ，確実
に行うため逸走防止のインターロックを
設けるとともに，転倒し難い構造とす
る。燃⑨-2 
 
 
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクから
緩衝体を取り外し，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋天井クレーンにより燃料取出し
準備室にキャスクを移送する。燃⑦-9 
ここで，キャスク内部の浄化のため，

キャスクの内部水の入替えを行った後，
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレー
ンを用いてキャスクを移送し，燃料取出
しピットの防染バケットに収納する。燃
⑦-10 
キャスクからの排水は，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移
送できる設計とする。燃⑦-11 
 
 
 
 
 

使用済燃料輸送容器を使用する。 
また，使用済燃料乾式貯蔵容器に収納

された使用済燃料を発電所外へ搬出する
場合には，使用済燃料プールへ使用済燃
料乾式貯蔵容器を運搬し，使用済燃料輸
送容器に使用済燃料の詰め替えを行った
後，キャスク除染ピットで使用済燃料輸
送容器の除染を行い発電所外へ搬出す
る。 
 
 
 
 
 
 
 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
は，定格荷重を保持でき，必要な安全率
を有するワイヤロープの二重化，フック
部の外れ止めを有する設計とする。 
 
 
また，重量物を吊った状態において，

使用済燃料乾式貯蔵建屋に設置された他
のキャスクと接触しないよう，走行及び
横行範囲のインターロックを設ける設計
とする。 
 
 
燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に
電磁ブレーキによる保持機能により，燃
料体等の落下を防止できる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

③P13 から 

⑤P13 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

①P13 から 

②P13 から 

④P14 から 
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きラック，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
天井クレ－ン，防染バケット，燃料取出
し装置で構成する。燃⑦-12 
 
燃料取出し設備は，防染バケットに収

納したキャスクを燃料取出しピット水中
につり降ろし，水中でキャスクの蓋を取
り外し，使用済燃料集合体を一体ずつキ
ャスクから取り出す設計とする。燃⑦-
13 
 
 
 
取り出した使用済燃料集合体は，燃料

仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮置き
ラックに仮置きし，計測制御系統施設の
燃焼度計測装置を用いて平均濃縮度を測
定し，平均濃縮度が 3.5ｗｔ％以下であ
ることを確認した後，燃焼度計測後燃料
仮置きラックに仮置きする設計とする。
燃⑦-14 
その後，使用済燃料集合体を燃料移送

水中台車上のバスケットに収納する設計
とする。燃⑦-15 
なお，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超え

る使用済燃料集合体及び著しい漏えいの
ある破損燃料を取り扱う場合には，燃料
収納缶に収納し，燃料取出し装置の補助
ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車
に１体ずつ積載する設計とする。燃⑦-
16 
 
燃料仮置きラックは，適切なラック間

隔を取ることにより， 大容量まで使用
済燃料集合体を収納した場合でも，通常
時及び燃料間距離がラック内で 小とな
るような厳しい状態等，技術的に見て想
定されるいかなる場合でも未臨界を保つ
設計とする。燃⑩-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
燃料取出し設備は，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋天井クレ－ンを用いて防染
バケットに収納したキャスクを燃料取出
しピット水中につり降ろし，水中でキャ
スクの蓋を取り外し，燃料取出し装置を
用いて使用済燃料集合体を一体ずつキャ
スクから取り出す。燃⑦-13 
このとき，燃料集合体番号を確認す

る。燃◇6  
取り出した使用済燃料集合体は，燃料

仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮置き
ラックに仮置きし，計測制御系統施設の
燃焼度計測装置を用いて平均濃縮度を測
定し，平均濃縮度が 3.5ｗｔ％以下であ
ることを確認した後，燃焼度計測後燃料
仮置きラックに仮置きする。燃⑦-14 
 
その後，燃料取出し装置により，使用

済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバ
スケットに収納する。燃⑦-15 
なお，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超え

る使用済燃料集合体及び著しい漏えいの
ある破損燃料を取り扱う場合には，燃料
収納缶に収納し，燃料取出し装置の補助
ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車
に１体ずつ積載する。燃⑦-16 
 
 
燃料仮置きラックは，適切なラック間

隔を取ることにより， 大容量まで使用
済燃料集合体を収納した場合でも，通常
時及び燃料間距離がラック内で 小とな
るような厳しい状態等，技術的に見て想
定されるいかなる場合でも未臨界を保つ
構造とする。燃⑩-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃料取替機及びチャンネル着脱機は，
燃料体等を一体ずつ取り扱う構造とする
ことにより，臨界を防止する設計とし，
燃料体等の検査等を行う際に水面に近づ
いた状態であっても，燃料体等からの放
射線の遮蔽要な水深を確保できる設計と
する。 
 
原子炉建屋クレーンは，未臨界性を確

保した容器に収納して吊り上げる場合を
除き，燃料体等を取り扱う場合は，一体
ずつ取り扱う構造とし，臨界を防止する
設計とする。 
 
使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，未臨界性を確保した使用済燃料乾式
貯蔵容器を取り扱う設計とする。 
 
燃料取替機は，燃料体等の発電用原子

炉から使用済燃料プールへの移送操作，
使用済燃料プールから発電用原子炉への
移送操作，使用済燃料輸送容器又は使用
済燃料乾式貯蔵容器への収納操作等をす
べて水中で行うことで，崩壊熱により燃
料体等が溶融せず，燃料体等からの放射
線に対して，適切な遮蔽能力を有する設 
計とする。 
 
チャンネル着脱機は，燃料体等の検査

等のための昇降操作等をすべて水中で行
うことで，崩壊熱により燃料体等が溶融
せず，燃料体等からの放射線に対して，
適切な遮蔽能力を有する設計とする。 
 
使用済燃料プールは，原子炉建屋原子炉
棟内に設け，燃料体等を水中の使用済燃
料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯
蔵し，使用済燃料貯蔵ラックは，中性子
吸収材であるほう素を添加したステンレ
ス鋼を使用するとともに適切な燃料間距
離をとることにより，燃料を貯蔵容量
大で貯蔵し，かつ使用済燃料プール水温
及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位
置等について，想定されるいかなる場合
でも実効増倍率を 0.95 以下に保ち，貯
蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
燃⑦-12（p28,29 か
ら） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

⑩P15 から 

⑥P16 から 

【「等」の解説】 
「通常時及び燃料間距離が

ラック内で最小となるような

厳しい状態等」の指す内容

は，燃料間距離がラック内で

最小となるようラック格子に

偏心して配置された状態及

び他の使用済燃料集合体

の落下，転倒，接近により使

用済燃料集合体が他の使

用済燃料集合体に異常に接

近した状態のような，燃料間

距離がラック内で最小となる

状態の総称を示していること

から，当該箇所では許可の

記載を用いた。（以下同じ） 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ
ーンは，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に
設置し，キャスクの落下防止のため，つ
りワイヤの二重化，フックへの脱落防止
金具取付けを施し，逸走防止のインター
ロックを設けるとともに，電源喪失時に
もつり荷を保持できるフェイルセイフ機
構を有する設計とする。燃⑨-3 
 
 
 
 
 
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天

井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地
震時にも落下することのない設計とする
とともに，燃料貯蔵プール上及び燃料仮
置きピット上を通過しない配置とし，万
一のキャスクの落下の場合にも燃料貯蔵
プ－ルの機能を喪失しないようにする設
計とする。燃⑨-4 
 
燃料取出し装置は，使用済燃料集合体

落下を防止するために，【燃⑪-1】つり
ワイヤを二重化し，フックに脱落防止機
構を施すとともに，電源喪失時又はつか
み具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃
料集合体が落下することのないフェイル
セイフ機構を有する設計とする。燃⑨-5 
また，燃料取出し装置は，遠隔自動運

転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを
６ｍ以下とし，使用済燃料集合体のつか
み不良時及び荷重異常時のつり上げ防
止，逸走防止のインターロックを設ける
設計とする。燃⑨-6 
 
 
 
 
 

1.1.1.4 使用済燃料輸送容器返却準備
設備 
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，

使用済燃料取出し後の空のキャスクの返
却に先立ち，キャスク外面の除染，内部
水の排水，キャスク内部の確認，気密漏
えい検査及び汚染検査を行う設計とす
る。燃⑦-17 
また，必要に応じて使用済燃料輸送容

器返却準備設備にて保守を行うことがで
きる設計とする。燃⑦-18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ

ーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンは，それぞれ使用済燃料輸送
容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止の
ため，つりワイヤの二重化，フックへの
脱落防止金具取付けを施し，逸走防止の
インターロックを設けるとともに，電源
喪失時にもつり荷を保持できるフェイル
セイフ機構を有する構造とする。燃⑨-3 
 
 
 

 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地
震時にも落下することのない構造とする
とともに，燃料貯蔵プール上及び燃料仮
置きピット上を通過しない配置とし，万
一のキャスクの落下の場合にも燃料貯蔵
プ－ルの機能を喪失しないようにする。 
燃⑨-4 
 
燃料取出し装置は，つりワイヤを二重

化し，フックに脱落防止機構を施すとと
もに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の
空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落
下することのないフェイルセイフ機構を
有する構造とする。燃⑨-5 
 また，燃料取出し装置は，遠隔自動運
転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを
６ｍ以下とし，使用済燃料集合体のつか
み不良時及び荷重異常時のつり上げ防
止，逸走防止のインターロックを設け
る。燃⑨-6 
 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ

ーン及び燃料取出し装置を用いて１日
大ＢＷＲ燃料 15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷ
Ｒ燃料 12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料
集合体を受け入れることができる。燃①
-1 
 
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，

使用済燃料取出し後の空のキャスクの返
却に先立ち，キャスク外面の除染，内部
水の排水，キャスク内部の確認，気密漏
えい検査及び汚染検査を行う。燃⑦-17 
 
また，必要に応じて使用済燃料輸送容

器返却準備設備にて保守を行う。燃⑦-
18 
 

 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
は，定格荷重を保持でき，必要な安全率
を有するワイヤロープの二重化，フック
部の外れ止めを有する設計とする。 
 
 
また，重量物を吊った状態において，

使用済燃料乾式貯蔵建屋に設置された他
のキャスクと接触しないよう，走行及び
横行範囲のインターロックを設ける設計
とする。 
 
 
燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に
電磁ブレーキによる保持機能により，燃
料体等の落下を防止できる設計とする。 
 
 
 
燃料取替機は，地震時にも転倒するこ

とがないように走行レール頭部を抱き込
む構造をした脱線防止装置を設ける。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
原子炉建屋クレーンは，フック部の外

れ止めを有し，使用済燃料輸送容器等を
取り扱う主巻フックは，ストッパ方式の
イコライザハンガを設けることにより，
燃料体等の重量物取扱中に落下を防止で
きる設計とする。 
 
また，想定される使用済燃料プール内

への落下物によって使用済燃料プール内
の燃料体等が破損しないことを計算によ
り確認する。 
 
なお，ワイヤロープ及びフックは，そ

れぞれクレーン構造規格，クレーン等安
全規則の規定を満たす安全率を有する設
計とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②P3 へ 

③P13 から 

④P13 から 

⑥P14 から 

②P13 から 

④P14 から 

①P13 から

③P13 から 

【許可からの変更点】 
設計基準事故発生防止のた

めの設計である旨記載を追加 
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別紙１① 
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技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.5 使用済燃料輸送容器保守設備 
使用済燃料輸送容器保守設備は，保守

室天井クレーン，除染移送台車及び除染
室天井クレーンで構成する。燃⑦-19 
 
使用済燃料輸送容器保守設備では，空

使用済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃
料収納使用済燃料輸送容器保管庫から使
用済燃料輸送容器管理建屋の保守エリア
に空のキャスクを搬入し，空のキャスク
を保守する設計とする。燃⑦-20 
 
 
保守に当たっては，放射線業務従事者

の被ばくの低減を考慮し，必要に応じ，
使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリ
アでキャスク内面及び内部構造物の除染
を行うことができる設計とする。燃⑦-
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
使用済燃料輸送容器保守設備では，運

転保守性の向上を図るため適宜，空使用
済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収
納使用済燃料輸送容器保管庫から使用済
燃料輸送容器移送台車により使用済燃料
輸送容器管理建屋の保守エリアに空のキ
ャスクを搬入し，空のキャスクを保守す
る。燃⑦-20 
保守に当たっては，放射線業務従事者

の被ばくの低減を考慮し，必要に応じ，
使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリ
アでキャスク内面及び内部構造物の除染
を行う。燃⑦-21 
 
使用済燃料受入れ設備の主要設備の臨

界安全管理表を第３－３表に示す。燃◇11  
 
なお，使用済燃料受入れ設備は，再処

理設備本体の運転開始に先立ち使用でき
る設計とする。燃◇3  
 
(２) 主要設備 
ａ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井ク
レーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
天井クレーン 
 使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ
ーン及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンは，それぞれ使用済燃料輸送
容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止の
ため，つりワイヤの二重化，フックへの
脱落防止金具取付けを施し，逸走防止の
インターロックを設けるとともに，電源
喪失時にもつり荷を保持できるフェイル
セイフ機構を有する構造とする。燃⑨-
1,3 
 
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天

井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地
震時にも落下することのない構造とする
とともに，燃料貯蔵プール上及び燃料仮
置きピット上を通過しない配置とし，万
一のキャスクの落下の場合にも燃料貯蔵
プ－ルの機能を喪失しないようにする。
燃⑨-4 
 
 
 

燃料取替機の燃料把握機は，昇降を安
全かつ確実に行うため，定格荷重を保持
でき，必要な安全率を有するワイヤロー
プの二重化，フック部の外れ止めを有
し，グラップルには機械的インターロッ
クを設ける設計とする。 
 
チャンネル着脱機は，下限ストッパに

よる機械的インターロック及び燃料体等
を上部で保持する固定具により燃料体等
の使用済燃料プール床面への落下を防止
できる設計とする。 
 
使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，定格荷重を保持でき，必要な安全率
を有するワイヤロープの二重化，フック
部の外れ止めを有する設計とする。 
 
 

また，重量物を吊った状態におい
て，使用済燃料乾式貯蔵建屋に設置され
た他のキャスクと接触しないよう，走行
及び横行範囲のインターロックを設ける
設計とする。 
 
燃料取替機は，燃料体等の取扱中に過

荷重となった場合に上昇を阻止するイン
ターロックを設けるとともに荷重監視を
行うことにより，過荷重による燃料体等
の落下を防止できる設計とする。 
 
燃料取替機は，地震時にも転倒するこ

とがないように走行レール頭部を抱き込
む構造をした脱線防止装置を設ける。 
 
 

原子炉建屋クレーンは，地震時にも転
倒することがないように走行方向及び横
行方向に対して，クレーン本体等の浮上
り量を考慮し，落下防止金具等を設ける
ことで，クレーン本体等の車輪がレール
上から落下しない設計とする。 
 
また，原子炉建屋クレーンは，使用済

燃料輸送容器等の重量物を吊った状態で
は，使用済燃料貯蔵ラック上を走行でき
ないようにインターロックを設ける設計
とする。 
 
使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン

は，地震時にも転倒することがないよう
に走行レール頭部を抱き込む構造をした
脱線防止装置を設ける。 

 
 
 
燃⑦-19（p29 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

③P10,12 へ 

④P12 へ 

①P10,12,18,19 へ 

②P10,12,18 へ 

③P12 へ 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 
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ｂ．使用済燃料輸送容器移送台車 
 使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔
自動運転とし，運転を安全，かつ，確実
に行うため逸走防止のインターロックを
設けるとともに，転倒し難い構造とす
る。燃⑨-2 
 

ｃ．燃料取出し装置 
 燃料取出し装置は，つりワイヤを二重
化し，フックに脱落防止機構を施すとと
もに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の
空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落
下することのないフェイルセイフ機構を
有する構造とする。燃⑨-5 
 また，燃料取出し装置は，遠隔自動運
転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを
６ｍ以下とし，使用済燃料集合体のつか
み不良時及び荷重異常時のつり上げ防
止，逸走防止のインターロックを設け
る。燃⑨-6 
 
ｄ．燃料取出しピット及び燃料仮置きピ
ット 
 燃料取出しピット及び燃料仮置きピッ
トは，鉄筋コンクリート造の構造物で，
十分な耐震性を有する設計とする。燃◇12  
  
壁及び底部は，遮蔽を考慮した厚さと

するとともに，使用済燃料集合体のつり
上げ時にも使用済燃料集合体の頂部まで
の水深を約２ｍ以上確保する。燃◇16  
 
ピット内面は，漏水を防止するためス

テンレス鋼を内張りし【燃③-3】，下部
に排水口を設けない構造とするととも
に，【燃③-4】ピットに接続された配管
が破損してもピット水が流出しないよう
に逆止弁を設置する。燃③-5 

 
 
また，万一のピット水の漏えいに対

し，漏えい検知装置を設けるとともに漏
えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす
る。燃⑤-1 
 
さらに，燃料取出しピット及び燃料仮

置きピットのライニングは，万一の使用
済燃料集合体の落下時にも燃料取出しピ
ット水及び燃料仮置きピット水の保持機
能を失うような著しい損傷を生じないよ
うにする。燃③-6 

（使用済燃料乾式貯蔵容器については再
処理施設の使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設に相当品がないため記載を省略
する。） 
 
燃料取替機の燃料把握機は，空気作動

式とし，燃料体等をつかんだ状態で圧縮
空気が喪失した場合にも，つかんだ状態
を保持し，燃料体等が外れない設計とす
る。 
 
燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に
電磁ブレーキによる保持機能により，燃
料体等の落下を防止できる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

⑦P4 へ 

⑧P5 へ 

⑨P4 へ 

⑤P10 へ 

⑥P12 へ 

④P10,12,18,19 へ 

20



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（15 / 32） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｅ．燃料仮置きラック 
 燃料仮置きラックは，適切なラック間
隔を取ることにより， 大容量まで使用
済燃料集合体を収納した場合でも，通常
時及び燃料間距離がラック内で 小とな
るような厳しい状態等，技術的に見て想
定されるいかなる場合でも未臨界を保つ
構造とする。燃⑩-1 
 
また，実効増倍率の計算に当たって

は，燃料の燃焼により生成するプルトニ
ウムの寄与を考慮するとともに，使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入
れるＢＷＲ燃料集合体，ＰＷＲ燃料集合
体の中でそれぞれ も厳しい構造を持つ
燃料集合体の冷却期間を０年とする。燃
◇11  
ｆ．防染バケット 
 防染バケットは，キャスク外表面の汚
染低減のためにキャスクを燃料取出しピ
ットに沈める際に使用する。 
防染バケットは，キャスクを収納し，

つり上げるために十分な強度を有する設
計とするとともに横転することのない構
造とする。燃◇17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩P11 へ 
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1.2 使用済燃料の貯蔵施設 
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料

貯蔵設備１系列（一部２系列）で構成す
る。燃⑧-2 
1.2.1 使用済燃料貯蔵設備 
使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設

備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プ
ール水浄化・冷却設備，補給水設備，代
替注水設備，スプレイ設備，漏えい抑制
設備，臨界防止設備及び監視設備で構成
する。燃⑧-3 
 

1.2.1.1 燃料移送設備 
燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃

料移送水中台車で構成する。燃⑧-4 
 
燃料移送設備は，バスケットに収納さ

れた使用済燃料集合体又は燃料収納缶に
収納された使用済燃料集合体の燃料取出
し設備，燃料貯蔵設備間の移送及び燃料
貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行
う設計とする。燃⑧-5 
 
燃料移送水中台車は，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため
逸走防止のインターロックを設けるとと
もに，転倒し難い設計とする。燃⑨-7 
 

1.2.1.2 燃料貯蔵設備 
燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（Ｂ

ＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢＷＲ
燃料及びＰＷＲ燃料用），チャンネルボ
ックス・バーナブルポイズン取扱ピット
（チャンネルボックス（以下「ＣＢ」と
いう。）用，バーナブルポイズン（以下
「ＢＰ」という。）用並びにチャンネル
ボックス及びバーナブルポイズン（以下
「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留
濃縮度燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃
料貯蔵ラック，燃料取扱装置及び燃料収
納缶で構成する。燃⑧-6 
 
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から

移送した使用済燃料集合体を１体ずつ燃
料取扱装置を用いてバスケットから取り
出す設計とする。燃⑧-7 
平均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のもの

は，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料
貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とす
る。燃⑧-8 
 
平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの

及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃

(ｂ) 使用済燃料の貯蔵施設 
 使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料
集合体を貯蔵し，せん断処理施設へ移送
する使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２
系列）で構成する。燃⑧-2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.4.2 使用済燃料貯蔵設備 
 (１) 系統構成 
 使用済燃料貯蔵設備は，使用済燃料受
入れ設備から移送された使用済燃料集合
体をせん断処理施設に送り出すまでの間
貯蔵する設備であり，【燃◇1 】燃料移送
設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，
プール水浄化・冷却設備及び補給水設備
で構成する。燃⑧-3 
 
 
 
 
 
 
 
 燃料移送設備は，燃料移送水中台車を
用いて，バスケットに収納された使用済
燃料集合体又は燃料収納缶に収納された
使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃
料貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，
燃料送出し設備間の移送を行う。燃⑧-5 
 
燃料移送水中台車は，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため
逸走防止のインターロックを設けるとと
もに，転倒し難い構造とする。燃⑨-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から
燃料移送水中台車で移送した使用済燃料
集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いて
バスケットから取り出し，【燃⑧-7】平
均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のものは，燃
料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯蔵ラ
ックに収納し，貯蔵する。燃⑧-8 
 
 
平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの

及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃

2. 燃料貯蔵設備 
燃料体等を貯蔵する設備として，新燃

料貯蔵庫，使用済燃料プール及び使用済
燃料乾式貯蔵設備を設ける設計とする。 
 
（新燃料貯蔵庫は発電炉特有の設計で

あるため、以降の記載を省略する。ま
た、使用済燃料乾式貯蔵設備の容量及び
臨界防止の設計は発電炉特有のものであ
るため、記載を省略する。） 
 
 
 
 
使用済燃料プールは，約 290 ％炉心分

の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放射
化された機器等の貯蔵及び取扱いができ
るスペースを確保した設計とする。 
なお，通常運転中，全炉心の燃料体等

を貯蔵できる容量を確保できる設計とす
る。 
 
燃料体等の貯蔵設備は，燃料取扱者以

外の者がみだりに立ち入らないよう，フ
ェンス等により立入を制限できる設計と
する。 
 
使用済燃料プールは，原子炉建屋原子炉
棟内に設け，燃料体等を水中の使用済燃
料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯
蔵し，使用済燃料貯蔵ラックは，中性子
吸収材であるほう素を添加したステンレ
ス鋼を使用するとともに適切な燃料間距
離をとることにより，燃料を貯蔵容量
大で貯蔵し，かつ使用済燃料プール水温
及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位
置等について，想定されるいかなる場合
でも実効増倍率を 0.95 以下に保ち，貯
蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。 

 
 
使用済燃料プールは，鉄筋コンクリー

ト造，ステンレス鋼内張りの水槽であ
り，使用済燃料プールからの放射性物質
を含む水があふれ，又は漏れない構造と
する。 
 
使用済燃料プール内の壁面及び底部

は，コンクリート壁による遮蔽を施すと
ともに，燃料体等の上部には十分な遮蔽
効果を有する水深を確保することによ
り，燃料体等からの放射線に対して適切
な遮蔽能力を有し，放射線業務従事者の

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃⑧-4（p30 から） 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-6（p29,30 か
ら） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可を受け、使用済燃料の貯蔵

施設の用途及び設備構成を示し

ているため。（1.2 全体） 

⑤P9 から 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

⑱P23 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

⑥P11,17,18 へ 

⑤P3 へ 
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料収納缶に収納した状態で移送し，燃料
貯蔵プールの高残留濃縮度燃料貯蔵ラッ
クに収納し，貯蔵する設計とする。燃⑧

-9 
 
 
 

 
ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前

の処理のため１体ずつ燃料取扱装置を用
いてチャンネルボックス・バーナブルポ
イズン取扱ピット（ＣＢ用）又はチャン
ネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送し，ＣＢ
を取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻す
設計とする。燃⑧-10 
 

 ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せ
ん断前の処理のために燃料貯蔵プ－ルで
燃料取扱装置を用いて取り外し，チャン
ネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット（Ｃ
Ｂ・ＢＰ用）へ移送する設計とする。燃
⑧-11 
 取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ
トにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レ
ベル固体廃棄物処理設備（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容し
た後，容器に詰め【燃⑧-12】，燃料取
出しピットへ移送し，運搬容器に収納
し，トレーラトラックで低レベル固体廃
棄物処理設備（チャンネルボックス・バ
ーナブルポイズン処理建屋）へ移送する
設計とする。燃⑧-13 
 
 

 
燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔を

とることにより， 大容量まで使用済燃
料集合体を収納した場合に，通常時及び
燃料間距離がラック内で 小となるよう
な厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ設計と
する。燃⑩-2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

料収納缶【燃⑧-6】に収納した状態で燃

料移送水中台車を用いて燃料貯蔵設備に
移送し，燃料取扱装置の補助ホイストで
取り扱い，燃料貯蔵プールの高残留濃縮
度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する。
燃⑧-9 
 
 
 なお，ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せ
ん断前の処理のため１体ずつ燃料取扱装
置を用いてチャンネルボックス・バーナ
ブルポイズン取扱ピット（ＣＢ用）又は
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン取扱ピット（ＣＢ及びＢＰ（以下「Ｃ
Ｂ・ＢＰ」という。）用）へ移送し，Ｃ
Ｂを取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻
す。燃⑧-10 
 また，ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰ
は，せん断前の処理のために燃料貯蔵プ
－ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，
チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネル
ボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ
ト（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する。燃⑧-
11 
 取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネル
ボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ
トにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レ
ベル固体廃棄物処理設備（使用済燃料受
入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容し
た後，容器に詰める。燃⑧-12 
この容器を燃料取扱装置，燃料移送水

中台車及び燃料取出し装置を用いて燃料
取出しピットへ移送し，運搬容器に収納
し，トレーラトラックで低レベル固体廃
棄物処理設備（チャンネルボックス・バ
ーナブルポイズン処理建屋）へ移送す
る。燃⑧-13 
 
燃料貯蔵ラック，バスケット及びバス

ケット仮置き架台は，適切な燃料間隔を
とることにより， 大容量まで使用済燃
料集合体を収納した場合に，通常時及び
燃料間距離がラック内で 小となるよう
な厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ構造と
する。燃⑩-2 
 
 
 
 
 
 

被ばくを低減する設計とする。 
 
万一，使用済燃料プールからの水の漏

えいが発生し，かつ，使用済燃料プール
水の補給に復水貯蔵タンク水が使用でき
ない場合には，残留熱除去系を用いてサ
プレッション・チェンバのプール水を補
給できる設計とする。 
 
使用済燃料プールは，内面をステンレ

ス鋼内張りに施設することにより，燃料
体等の取扱中に想定される燃料体等の落
下及び重量物の落下により機能を失うよ
うな損傷が生じない設計とする。 
 
なお，チャンネル着脱機は，燃料体等

を移動する際，使用済燃料プールライニ
ングの下に設置されている漏えい検知溝
上を通ることがないよう，より離れた場
所に移設する。 
 
燃料体等の落下に関しては，模擬燃料

体の気中落下試験（以下「落下試験」と
いう。）での 大減肉量を考慮しても使
用済燃料プールの機能が損なわれない厚
さ以上のステンレス鋼内張りを施設す
る。 
 
なお，使用済燃料乾式貯蔵容器等に使

用済燃料を収納する場合などは，落下試
験での落下高さを超えるため，水の浮力
及び抗力を考慮することにより落下試験
時の落下エネルギを下回ることを確認す
る。 
（重量物の落下に関しては、技術基準規
則第 6条及び第 18 条の基本設計方針及
び添付書類で取り扱う内容であるため記
載を省略する。） 
 
使用済燃料プールは，原子炉建屋原子炉
棟内に設け，燃料体等を水中の使用済燃
料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯
蔵し，使用済燃料貯蔵ラックは，中性子
吸収材であるほう素を添加したステンレ
ス鋼を使用するとともに適切な燃料間距
離をとることにより，燃料を貯蔵容量
大で貯蔵し，かつ使用済燃料プール水温
及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位
置等について，想定されるいかなる場合
でも実効増倍率を 0.95 以下に保ち，貯
蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

⑮P20 から 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

⑥P16 から 

⑦P4 へ 
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燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落
下を防止するために，【燃⑪-2】つりワ
イヤを二重化し，フックに脱落防止機構
を施すとともに，電源喪失時及びつかみ
具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料
集合体が落下することのないフェイルセ
イフ機構を有する設計とする。燃⑨-8 
 
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため
使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ
以下とし，燃料のつかみ不良又は荷重異
常時のつり上げ防止及び逸走防止のイン
ターロックを設ける設計とする。燃⑨-9 
 
1.2.1.3 燃料送出し設備 
燃料送出し設備は，燃料送出しピッ

ト，バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷ
Ｒ燃料用），バスケット仮置き架台（実
入り用及び空用），バスケット取扱装置
及びバスケット搬送機で構成する。燃⑧
-14 
 燃料送出し設備は，バスケットに収納
され，燃料送出しピットに移送された使
用済燃料集合体を，バスケット単位でバ
スケット仮置き架台に一時仮置きした
後，せん断処理施設に送り出す設計とす
る。燃⑧-15 
 
 
バスケット及びバスケット仮置き架台

は，適切な燃料間隔をとることにより，
大容量まで使用済燃料集合体を収納し

た場合に，通常時及び燃料間距離がラッ
ク内で 小となるような厳しい状態等，
技術的に見て想定されるいかなる場合で
も未臨界に保つ設計とする。燃⑩-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃料取扱装置は，つりワイヤを二重化

し，フックに脱落防止機構を施すととも
に，電源喪失時及びつかみ具駆動用の空
気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下
することのないフェイルセイフ機構を有
する構造とする。燃⑨-8 
 
 
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため
使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ
以下とし，燃料のつかみ不良又は荷重異
常時のつり上げ防止及び逸走防止のイン
ターロックを設ける。燃⑨-9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 燃料送出し設備は，バスケットに収納
され，燃料貯蔵設備から燃料送出しピッ
トに移送された使用済燃料集合体を，バ
スケット単位でバスケット取扱装置を用
いてバスケット仮置き架台に一時仮置き
した後，バスケット搬送機に装荷し，せ
ん断処理施設に送り出す。燃⑧-15 
 
燃料貯蔵ラック，バスケット及びバス

ケット仮置き架台は，適切な燃料間隔を
とることにより， 大容量まで使用済燃
料集合体を収納した場合に，通常時及び
燃料間距離がラック内で 小となるよう
な厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ構造と
する。燃⑩-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
は，定格荷重を保持でき，必要な安全率
を有するワイヤロープの二重化，フック
部の外れ止めを有する設計とする。 
 
 
また，重量物を吊った状態において，

使用済燃料乾式貯蔵建屋に設置された他
のキャスクと接触しないよう，走行及び
横行範囲のインターロックを設ける設計
とする。 
 
 
燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に
電磁ブレーキによる保持機能により，燃
料体等の落下を防止できる設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使用済燃料プールは，原子炉建屋原子炉
棟内に設け，燃料体等を水中の使用済燃
料貯蔵ラックに垂直に一体ずつ入れて貯
蔵し，使用済燃料貯蔵ラックは，中性子
吸収材であるほう素を添加したステンレ
ス鋼を使用するとともに適切な燃料間距
離をとることにより，燃料を貯蔵容量
大で貯蔵し，かつ使用済燃料プール水温
及び使用済燃料貯蔵ラック内燃料貯蔵位
置等について，想定されるいかなる場合
でも実効増倍率を 0.95 以下に保ち，貯
蔵燃料の臨界を防止できる設計とする。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
燃⑧-14（p30 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

⑯P21 から 

⑮P20 から 

⑰P21 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

使用済燃料を取り扱うため

の設備設計が異なるため。 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

②P13 から 

④P14 から 

①P13 から 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

⑥P16 から 

【許可からの変更点】 
設計基準事故発生防止のた

めの設計である旨記載を追加 

【「等」の解説】 
「通常時及び燃料間距離が

ラック内で最小となるような

厳しい状態等」の指す内容

は，他のバスケットの落下，

転倒といった要因によるバ

スケット同士が異常に接近

した状態の総称を示してい

ることから，当該箇所では許

可の記載を用いた。 
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 バスケット取扱装置は，使用済燃料集
合体落下を防止するために，【燃⑪-3】
つり上げ機構を二重化し，フックに脱落
防止機構を施すとともに，電源喪失時又
はつかみ具駆動用の空気源喪失時にもバ
スケットが落下することのないフェイル
セイフ機構を有する設計とする。 
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動
運転とし，運転を安全，かつ，確実に行
うためバスケットのつり上げ高さを 0.35
ｍ以下とし，バスケット落下防止のイン
ターロックを設ける設計とする。燃⑨-
10 
 
バスケット搬送機は，つり上げ機構を

二重化し，電源喪失時にもバスケットが
下降しない設計とする。 
また，バスケット搬送機は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行
うため転倒防止及び逸走防止のインター
ロックを設ける設計とする。燃⑨-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

バスケット取扱装置は，つり上げ機構

を二重化し，フックに脱落防止機構を施
すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆
動用の空気源喪失時にもバスケットが落
下することのないフェイルセイフ機構を
有する設計とする。 
また，バスケット取扱装置は，遠隔自

動運転とし，運転を安全，かつ，確実に
行うためバスケットのつり上げ高さを
0.35ｍ以下とし，バスケット落下防止の
インターロックを設ける。燃⑨-10 
 
 
 
バスケット搬送機は，つり上げ機構を

二重化し，電源喪失時にもバスケットが
下降しない構造とする。 
また，バスケット搬送機は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行
うため転倒防止及び逸走防止のインター
ロックを設ける。燃⑨-11 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン
は，定格荷重を保持でき，必要な安全率
を有するワイヤロープの二重化，フック
部の外れ止めを有する設計とする。 
 
 
燃料取替機，原子炉建屋クレーン，チ

ャンネル着脱機及び使用済燃料乾式貯蔵
建屋天井クレーンは，動力電源喪失時に
電磁ブレーキによる保持機能により，燃
料体等の落下を防止できる設計とする。 
 
 
 
地震時における使用済燃料プールの健

全性確保のため，使用済燃料プール壁面
に設置されている制御棒貯蔵ハンガに制
御棒を保管する場合は，3 本掛けのう
ち，先端部を除く 2 箇所を使用するとと
もに，その旨を保安規定に定めて管理す
る。 
 
使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用済燃

料乾式貯蔵容器及び使用済燃料乾式貯蔵
容器を保管する使用済燃料乾式貯蔵建屋
等からなり，想定されるいかなる状態に
おいても使用済燃料が臨界に達すること
のない設計とし，使用済燃料からの崩壊
熱を適切に除去する設計とする。 
また，「原子力発電所内の使用済燃料

の乾式キャスク貯蔵について（平成４年
８月２７日原子力安全委員会了承）」の
要件を満足する設計とする。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑲P24 から 

⑳P24 から 

④P14 から 

①P13 から 

【許可からの変更点】 
設計基準事故発生防止のた

めの設計である旨記載を追加 
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1.2.1.4 プール水浄化・冷却設備 
プール水浄化・冷却設備は，プール水

冷却系及びプール水浄化系で構成する。
燃⑧-16 
 
プール水冷却系は，熱交換器及びポン

プで構成する。燃⑧-17 
プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装

置及びポンプで構成する。燃⑧-18 
 

 プール水浄化・冷却設備は，使用済燃
料から発生する崩壊熱を熱交換器で除去
し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷
却するとともに，ろ過及び脱塩して，水
の純度及び透明度を維持する設計とす
る。燃⑧-19 
 
1.2.1.5 補給水設備 
 補給水設備は，補給水槽及びポンプで
構成する。燃⑧-20 
 
補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水

を燃料取出し準備設備，プール水浄化
系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度
計測装置，液体廃棄物の廃棄施設（低レ
ベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄
物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵系の一部）に
補給する設計とする。燃⑧-21 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プール水浄化・冷却設備は，プール水

冷却系及びプール水浄化系で構成する。
燃⑧-16 
 
 
 
 
 

 
 プール水浄化・冷却設備は，使用済燃
料から発生する崩壊熱を熱交換器で除去
し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷
却するとともに，ろ過装置及び脱塩装置
でろ過及び脱塩して，水の純度及び透明
度を維持する。燃⑧-19 
 
 
 
 
 
 補給水設備は，燃料取出し準備設備，
プール水浄化系，燃料貯蔵プール・ピッ
ト等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃
棄施設（低レベル廃液処理設備の一部）
及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵
系の一部）に水を補給する。燃⑧-21 
 
 
 
 
 
 

 
使用済燃料乾式貯蔵設備は，自然冷却

によって使用済燃料からの崩壊熱を外部
に放出できる構造とし，適切に熱を除去
できる設計とする。 
 

（使用済燃料乾式貯蔵容器備は発電炉特
有の設計であるため、以降の記載を省略
する。） 
 
3. 計測装置等 
使用済燃料その他高放射性の燃料体を

貯蔵する水槽の水温を計測する装置とし
て使用済燃料プール温度を設け，計測結
果を中央制御室に表示できる設計とす
る。また，計測結果を記録し，及び保存
できる設計とする。 
 

（以降は重大事故等対処設備の設計方針
であるため記載を省略する。） 
 
4. 使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備 
4.1 燃料プール冷却浄化系 
使用済燃料プールは，燃料プール冷却

浄化系ポンプ，燃料プール冷却浄化系熱
交換器，フィルタ脱塩器等で構成する燃
料プール冷却浄化系を設け，通常運転
時，運転時の異常な過渡変化時及び設計
基準事故時において，使用済燃料からの
崩壊熱を除去するとともに，使用済燃料
プール水を浄化できる設計とする。 
 
 
 
また，補給水ラインを設け，使用済燃

料プール水の補給が可能な設計とする。 
 
 
さらに，全炉心燃料を使用済燃料プー

ルに取り出した場合や燃料プール冷却浄
化系で使用済燃料プール水の冷却ができ
ない場合は，残留熱除去系を用いて使用
済燃料からの崩壊熱を除去できる設計と
する。 
 
燃料プール冷却浄化系熱交換器で除去

した熱は，原子炉補機冷却系を経て，
終的な熱の逃がし場である海へ輸送でき
る設計とする。 
 

（4.2～4.4 は重大事故等対処設備の設計
方針であるため記載を省略する。） 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-17（p30,31 か
ら） 
燃⑧-18（P31 から） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-20（p31 から） 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-21（p25 から） 
 
 
 
 
 
 

㉑P24 から 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

崩壊熱除去及びプールの浄化の

ための設備設計が異なるため。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

プール水の補給のための設備構

成の明確化 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

⑨P5 へ 

【許可からの変更点】 
設備構成の明確化 

⑧P3 へ 

⑩P4,5 へ 

⑪P4 へ 

26



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（21 / 32） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設廃液処理系で処理した水
を回収・貯蔵するとともに，その他再処
理設備の附属施設の純水貯槽から純水を
必要に応じ補給する設計とする。燃⑧-
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設廃液処理系で処理した水
を回収・貯蔵するとともに，その他再処
理設備の附属施設の純水貯槽から純水を
必要に応じ補給する。燃⑧-22 
 
  
プール水冷却系及び補給水設備は，それ
らを構成する動的機器の単一故障を仮定
しても安全を確保するように多重化す
る。燃◇13  
 使用済燃料貯蔵設備の主要設備の臨界
安全管理表を第３－４表に示す。燃◇11  
 使用済燃料貯蔵設備のうち使用済燃料
の受入れ及び貯蔵に必要な設備は，再処
理設備本体の運転開始に先立ち使用でき
る設計とする。燃◇3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 使用済燃料プールの水質維持 
使用済燃料プールは，使用済燃料から

の崩壊熱を燃料プール冷却浄化系熱交換
器で除去して使用済燃料プール水を冷却
するとともに，燃料体の被覆が著しく腐
食するおそれがないよう燃料プール冷却
浄化系のフィルタ脱塩器で使用済燃料プ
ール水をろ過脱塩して，使用済燃料プー
ル，原子炉ウェル等の水の純度，透明度
を維持できる設計とする。 
 
 
4.6 使用済燃料プール接続配管 
使用済燃料プール水の漏えいを防止す

るため，使用済燃料プールには排水口を
設けない設計とし，使用済燃料プールに
接続された配管には真空破壊弁を設け，
配管が破損しても，サイフォン効果によ
り，使用済燃料プール水が継続的に流出
しない設計とする。 
 

（以降は使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設に関係しない設備であるため記載
を省略する。） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可の記載を受け、補給

水槽への補給ラインを記

載しているため。 
㉔P25 から 

⑫P4,5 へ 

⑬P4 へ 
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 (２) 主要設備 
 ａ．燃料貯蔵プール，チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン取扱ピット，
燃料移送水路及び燃料送出しピット 
 燃料貯蔵プール，チャンネルボック
ス・バーナブル ポイズン取扱ピット，
燃料移送水路及び燃料送出しピット（以
下「燃料貯蔵プール及びこれに隣接する
ピット等」という。）は，鉄筋コンクリ
ート造の構造物で，十分な耐震性を有す
る設計とする。燃◇12  
 また，壁及び底部は遮蔽を考慮した厚
さとするとともに，使用済燃料集合体の
つり上げ時にも使用済燃料集合体の頂部
までの水深を約２ｍ以上確保する。燃◇16  
 
 燃料貯蔵プール及びこれに隣接するピ
ット等の内面は，漏水を防止するためス
テンレス鋼を内張りし，【燃③-7】さら
に，排水口を設けない構造とするととも
に，【燃③-8】燃料貯蔵プール及びこれ
に隣接するピット等に接続された配管が
破損してもプール水が流出しないように
逆止弁を設置する。燃③-9 
 
 
 なお，万一のプール水の漏えいに対
し，燃料貯蔵プール及びこれに隣接する
ピット等には漏えい検知装置を設け，漏
えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす
る。燃⑤-2 
 
 
 また，燃料貯蔵プールには水位警報装
置及び温度警報装置を設け，計測制御系
統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室に警報を発する設計とす
る。燃②-10,燃⑤-3 
 
 
 さらに，燃料貯蔵プール及びこれに隣
接するピット等のライニングは，万一の
使用済燃料集合体の落下時にもプール水
の保持機能を失うような著しい損傷を生
じないようにする。燃③-10 
 
 
 なお，燃料送出しピットは，後続する
建物との接続工事施工により閉じ込め及
び遮蔽の機能が損なわれないように予備
的措置を施す。燃◇3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑪P4 へ 

⑫P5 へ 

⑬P5 へ 

⑭P4 へ 
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 ｂ．燃料貯蔵ラック，バスケット及び
バスケット仮置き架台 
 燃料貯蔵ラック，バスケット及びバス
ケット仮置き架台は，適切な燃料間隔を
とることにより， 大容量まで使用済燃
料集合体を収納した場合に，通常時及び
燃料間距離がラック内で 小となるよう
な厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ構造と
する。燃⑩-2,3 
 
また，実効増倍率の計算に当たって

は，燃料の燃焼により生成するプルトニ
ウムの寄与を考慮するとともに，使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設で受け入
れるＢＷＲ燃料集合体，ＰＷＲ燃料集合
体の中でそれぞれ も厳しい構造を持つ
燃料集合体の冷却期間を０年とする。燃
◇11  
 高残留濃縮度燃料貯蔵ラックは，燃料
収納缶に収納した燃料を貯蔵する設計と
する。燃◇1  
 
 また，バスケット仮置き架台は，バス
ケットを支持し，転倒を防止できる構造
とする。燃◇12  
 
 ｃ．燃料取扱装置 
 燃料取扱装置は，つりワイヤを二重化
し，フックに脱落防止機構を施すととも
に，電源喪失時及びつかみ具駆動用の空
気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下
することのないフェイルセイフ機構を有
する構造とする。燃⑨-8 
 
 
 また，燃料取扱装置は遠隔自動運転と
し，運転を安全，かつ，確実に行うため
使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ
以下とし，燃料のつかみ不良又は荷重異
常時のつり上げ防止及び逸走防止のイン
ターロックを設ける。燃⑨-9 
 
 
 ｄ．燃料移送水中台車 
 燃料移送水中台車は，遠隔自動運転と
し，運転を安全，かつ，確実に行うため
逸走防止のインターロックを設けるとと
もに，転倒し難い構造とする。燃⑨-7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑮P17,18 へ 

⑯P17 へ 

⑰P18 へ 

⑱P16 へ 
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ｅ．バスケット取扱装置 
 バスケット取扱装置は，つり上げ機構
を二重化し，フックに脱落防止機構を施
すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆
動用の空気源喪失時にもバスケットが落
下することのないフェイルセイフ機構を
有する設計とする。 
また，バスケット取扱装置は，遠隔自

動運転とし，運転を安全，かつ，確実に
行うためバスケットのつり上げ高さを
0.35ｍ以下とし，バスケット落下防止の
インターロックを設ける。燃⑨-10 
 
 

 ｆ．バスケット搬送機 
 バスケット搬送機は，つり上げ機構を
二重化し，電源喪失時にもバスケットが
下降しない構造とする。 
また，バスケット搬送機は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行
うため転倒防止及び逸走防止のインター
ロックを設ける。燃⑨-11 
 

 ｇ．プール水浄化・冷却設備 
 プール水浄化・冷却設備は，プール水
冷却系及びプール水浄化系で構成する。
燃⑧-17 
 
 プール水冷却系は，２系列あり，熱交
換器３基及びポンプ３台を設置する。燃
◇4  
プール水は，その他再処理設備の附属

施設の安全冷却水系からプール水冷却系
に供給する冷却水と熱交換器を介して熱
交換し，冷却される。燃②-7 
 プール水冷却系は，通常は２系列を運
転するが，１系列の運転でも年間 1,000
ｔ・ＵＰｒの使用済燃料集合体（冷却期
間：１年，燃焼度：平均 45,000ＭＷｄ
／ｔ・ＵＰｒ）を受け入れ，燃料貯蔵プ
ールに 3,000ｔ・ＵＰｒが貯蔵された場合
の【燃◇5 】崩壊熱を除去し，燃料貯蔵プ
ール水温を 65℃以下に保ち，燃料貯蔵
プール・ピット等の構造物の健全性を維
持できる設計とする。燃②-8 
２系列運転の場合は，燃料貯蔵プール

の水温を 50℃以下に維持する。燃②-9  
 
 
また，プール水冷却系は，非常用所内電
源系統に接続し，外部電源喪失時にも崩
壊熱の除去機能が確保できる設計とす
る。燃◇9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㉒P4 へ 

⑲P19 へ 

⑳P19 へ 

㉑P20 へ 

30



別紙１① 
基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第１９条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第１項（25 / 32） 

 

 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 プール水浄化系は，燃料取出しピッ
ト，燃料仮置きピット及びチャンネルボ
ックス・バーナブルポイズン取扱ピット
の越流せきから越流するプール水をポン
プで昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ
過及び脱塩した後，燃料取出しピット，
燃料仮置きピット及びチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻
す。また，燃料貯蔵プール及び燃料送出
しピットから越流するプール水は，ポン
プで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した
後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピッ
トへ戻す。燃④-1 
 
 プール水浄化・冷却設備系統概要図を
第３－12 図に示す。燃◇2  
 ｈ．補給水設備 
 補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水
を燃料取出し準備設備，プール水浄化
系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度
計測装置，液体廃棄物の廃棄施設（低レ
ベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄
物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵系の一部）に
それぞれの要求に応じて補給する。燃⑧
-21 
 補給水槽には，使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設廃液処理系で処理した水
を回収・貯蔵するとともに，その他再処
理設備の附属施設の純水貯槽から純水を
必要に応じ補給する。燃⑧-22 
 
 
また，補給水設備は，非常用所内電源系
統に接続し，外部電源喪失時にも燃料貯
蔵プール・ピット等への水の補給がで
き，プール水による崩壊熱の除去機能及
び遮蔽機能が確保できる設計とする。燃
◇9  
 補給水設備系統概要図を第３－13 図
に示す。燃◇2  
 
3.1.5   試験・検査 
 (１) 安全上重要な施設の使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋天井クレーン，プール
水冷却系及び補給水設備は，定期的に試
験及び検査を実施する。燃料貯蔵ラック
等の安全上重要な機器は，据付け検査，
外観検査等の品質保証活動のもとに据付
けを行う。燃◇6  
 (２) 燃料貯蔵プールの水位及び水温
は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室で常時監視し，燃料貯蔵プー
ル水は定期的に分析する。燃◇6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-21（p20 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㉓P5 へ 

㉔P21 へ 

【許可からの変更点】 
基本設計方針に適した形と

なるように記載を修正した。 
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 (３) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーン，プール水冷却系及び補給水
設備は，定期的に巡視点検を行い，その
健全性を確認する。燃◇6  
 
3.1.6 評  価 
 (１) 臨界安全 
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，使用済燃料集合体の平均濃縮度に応
じて，相互間隔を適切に維持するラック
又はバスケットに使用済燃料集合体を収
納する設計としており，容量いっぱいに
収納した場合でも，通常時はもとより，
技術的に見て想定されるいかなる場合で
も未臨界となるように設計しているので
臨界安全が確保できる。燃◇11  
 (２) 閉じ込め 
 燃料貯蔵プール・ピット等はステンレ
ス鋼を内張りし，排水口を設けない設計
とする。また，プール水浄化・冷却設備
は，越流せきから越流した水をポンプで
循環する構造とし，プール水等の戻りの
配管には逆止弁を設けるので，万一のプ
ール水浄化・冷却設備の破損を想定して
もプール水等が流出することはなく，水
位は越流せきより低下することはない。
燃◇1  
 また，万一のプール水等の漏えいを監
視するため，漏えい検知装置及び水位警
報装置を設けるとともに，漏えい水を使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液
処理系へ移送できる設計としているの
で，放射性物質の十分な閉じ込め機能を
確保できる。燃◇1  
 (３) 崩壊熱除去 
 燃料貯蔵プール・ピット等は，プール
水冷却系を２系列設けており，使用済燃
料集合体を容量いっぱいに貯蔵した場合
でも，１系列でプール水温度を 65℃以
下に維持できる設計としているので，崩
壊熱を十分に除去することができる。燃
◇1  
 また，使用済燃料収納使用済燃料輸送
容器保管庫は，自然冷却を考慮した設計
としており，容量いっぱいにキャスクを
保管しても構造物の健全性を維持できる
設計としているので，崩壊熱を十分に除
去できる。燃◇1  
 (４) 単一故障 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及
び補給水設備は，それらを構成するポン
プ等の動的機器を多重化しているので，
単一故障を仮定してもプール水による崩
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壊熱の除去機能及び遮蔽機能を確保でき
る。燃◇13  
 (５) 外部電源喪失 
 安全上重要な施設のプール水冷却系及
び補給水設備は，非常用所内電源系統に
接続できる設計としているので，外部電
源が喪失した場合でもプール水による崩
壊熱の除去機能及び遮蔽機能を確保でき
る。燃◇9  
 (６) 貯蔵容量 
 燃料貯蔵プールは，貯蔵容量 3,000
ｔ・ＵＰｒを有する設計としているの
で， 大再処理能力での再処理に対して
受け入れた燃料を３年間以上貯蔵するこ
とができる。燃◇1  
 
 (７) 落下防止 
 燃料取扱装置等の移送機器は，つりワ
イヤの二重化，駆動源喪失時におけるつ
り荷の保持機構，逸走防止等のインター
ロックを設けているので，移送物の落
下，転倒等を防止することができる。燃
◇1  
 また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天
井クレーンは，燃料貯蔵プール上を通過
しない配置としているので，貯蔵燃料へ
の重量物の落下を防止することができ
る。燃◇1  
 (８) 試験及び検査 
 安全上重要な施設の使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋天井クレーンは，安全機能
を損なうことなく定期的な試験及び検査
ができる。燃◇14  
安全上重要な施設のプール水冷却系及

び補給水設備は，ポンプを多重化する設
計とするので，安全機能を損なうことな
く定期的な試験及び検査ができる。燃◇14  
 

 (９) その他  
 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
は，後続の建物との接続工事施工時に閉
じ込め及び遮蔽の機能が損なわれないよ
うに予備的措置を施すので，再処理設備
本体の運転開始に先立ち使用する場合に
おいても安全機能が確保できる。燃◇1  
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(２) 主要な設備及び機器の種類 
(ⅰ) 設計基準対象の施設 
 (ａ) 使用済燃料受入れ設備 
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備 
  
 
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保

管庫 燃⑦-4 
 
 保管容量 30 基燃□1  
 空使用済燃料輸送容器保管庫 燃⑦-4 
 保管容量 32 基 
（うち１基分通路と兼用）燃□1  
 
 使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレ
ーン 燃⑦-4 
 
１ 台燃□1  

 
 使用済燃料輸送容器移送台車 燃⑦-4 
 
 １ 式燃□1  
 
燃料取出し設備 
  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ
ーン 燃⑦-12 
 
 ２ 台（１台／系列）燃□1  
 
 防染バケット 燃⑦-12 

２ 基（１基／系列）燃□1  
 燃料取出しピット 燃⑦-12 
 
２ 基（１基／系列）燃□1  
 

 燃料仮置きピット 燃⑦-12 
 
２ 基（１基／系列）燃□1  
 

 燃料仮置きラック 
 燃焼度計測前燃料仮置きラック 燃⑦-
12 
２ 基（１基／系列）燃□1  
 
 
 

  容量 ＢＷＲ使用済燃料集合体 49
体及びＰＷＲ使用済燃料集合体 19 体／
基燃□1  
 
 燃焼度計測後燃料仮置きラック 燃⑦-
12 
２ 基（１基／系列）燃□1  

第３－１表  使用済燃料受入れ設備の主
要設備の仕様 
 
 (１) 使用済燃料輸送容器受入れ・保
管設備＊ 
 ａ．使用済燃料輸送容器保管庫燃◇4  
 (ａ) 使用済燃料収納使用済燃料輸送
容器保管庫 
   種類 自然空冷式 
   容量 30 基 
 (ｂ) 空使用済燃料輸送容器保管庫 
   容量 32 基（うち１基分通路と
兼用) 
 
 ｂ．使用済燃料輸送容器管理建屋天井
クレーン燃◇4  
   種類 天井走行形 
   台数 １ 
   容量 約 150t 
 ｃ．使用済燃料輸送容器移送台車燃◇4  
   種類 床面軌道走行形 
   台数 １ 
   容量 約 150t 
 (２) 燃料取出し設備＊ 
 ａ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井
クレーン燃◇4  
   種類 天井走行形 
   台数 ２（１台／系列×２系列） 
   容量 約 150t／台 
 
 
 ｂ．燃料取出しピット燃◇4  
   種類 水プール式 
   基数 ２（１基／系列×２系列） 
   ライニング材料 ステンレス鋼 
 ｃ．燃料仮置きピット燃◇4  
   種類 水プール式 
   基数 ２（１基／系列×２系列） 
   ライニング材料  ステンレス鋼 
 ｄ．燃料仮置きラック燃◇4  
 (ａ) 燃焼度計測前燃料仮置きラック 
   種類 たて置ラック式 
   基数 ２（１基／系列×２系列） 
   ラック格子の中心間距離   

約 21.5cm（ＢＷＲ燃料収納部） 
約 47.0cm（ＰＷＲ燃料収納部） 

   容量  ＢＷＲ使用済燃料集合体
49 体及びＰＷＲ使用済燃料集合体 19 体
／基 
   主要材料  ステンレス鋼 
 (ｂ) 燃焼度計測後燃料仮置きラック 
   種類 たて置ラック式 
   基数 ２（１基／系列×２系列） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
燃⑦-4（p9 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑦-12（p11 へ） 
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 容量 ＢＷＲ使用済燃料集合体 49 体
（うち高残留濃縮度燃料貯蔵ラック貯蔵
燃料用１体）及びＰＷＲ使用済燃料集合
体 19 体（うち高残留濃縮度燃料貯蔵ラ
ック貯蔵燃料用１体）／基燃□1  
 
 燃料取出し装置 燃⑦-12 
 
２ 台（１台／系列）燃□1  
 
 
 
 
 

使用済燃料輸送容器保守設備 
 保守室天井クレーン 燃⑦-19 
 
１ 台燃□1  
 

 除染移送台車 燃⑦-19 
 
１ 台燃□1  
 

 除染室天井クレーン 燃⑦-19 
 
１ 台燃□1  
 
 
 
 

 
 
(ｂ) 使用済燃料貯蔵設備 燃⑧-6 
 燃料貯蔵プール 燃⑧-6 
 
３基【燃□1 】（ＢＷＲ燃料用１基【燃

□1 】，ＰＷＲ燃料用１基【燃□1 】，ＢＷ
Ｒ燃料及びＰＷＲ燃料用１基【燃□1 】）
燃⑧-6 
 
チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン取扱ピット 燃⑧-6 
 
３基【燃□1 】（チャンネルボックス用

１基【燃□1 】，バーナブルポイズン用１
基【燃□1 】，チャンネルボックス及びバ
ーナブルポイズン用１基【燃□1 】）燃⑧
-6 
 
 

   ラック格子の中心間距離 
約 21.5cm（ＢＷＲ燃料収納部） 
約 47.0cm（ＰＷＲ燃料収納部） 

   容量  ＢＷＲ使用済燃料集合体
49 体（うち１体は高残留濃縮度燃料貯
蔵ラック貯蔵燃料用）及びＰＷＲ使用済
燃料集合体 19 体（うち１体は高残留濃
縮度燃料貯蔵ラック貯蔵燃料用）／基 
   主要材料  ステンレス鋼 
 ｅ．燃料取出し装置 
   種類 床面走行橋形 
   台数 ２（１台／系列×２系列） 
   容量 燃料集合体１体／台 
 ｆ．防染バケット 
   種類 たて置円筒形 
   台数 ２（１台／系列×２系列） 
   主要材料 ステンレス鋼 
 (３) 使用済燃料輸送容器保守設備＊ 
 ａ．保守室天井クレーン燃◇4  
   種類 天井走行形 
   台数 １ 
   容量 約 125t 
 ｂ．除染移送台車 
   種類 床面軌道走行形 
   台数 １ 
   容量 約 110t 
 ｃ．除染室天井クレーン 
   種類 天井走行形 
   台数 １ 
   容量 約 10t 
 注）＊印の設備は，再処理設備本体の
運転開始に先立ち使用する。 
 
第３－２表 使用済燃料貯蔵設備の主要
設備の仕様 
 (１) 燃料貯蔵設備＊ 
 ａ．燃料貯蔵プール燃◇4  
   種類 水プール式 
   基数 ３（ＢＷＲ燃料用１基，Ｐ
ＷＲ燃料用１基，ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ
燃料用１基） 
   容量 3,000ｔ・ＵＰｒ／３基 
   ライニング材料  ステンレス鋼 
 ｂ．チャンネル ボックス・バーナブ
ル ポイズン取扱ピット 
   種類 水プール式 
   基数 ３（ＣＢ用１基，ＢＰ用１
基，ＣＢ及びＢＰ用１基） 
   ライニング材料 ステンレス鋼 
 ｃ．燃料取扱装置 
   種類 床面走行橋形 
   台数 ３（ＢＷＲ燃料用１台，Ｐ
ＷＲ燃料用１台，ＢＷＲ燃料及びＰＷＲ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑦-12（p11 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑦-19（p13 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-6（p16 へ） 
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 燃料貯蔵ラック 
  高残留濃縮度燃料貯蔵ラック 燃⑧-
6 
 １ 式（使用済燃料集合体平均濃縮

度 3.5ｗｔ％以下）燃□1  
  低残留濃縮度燃料貯蔵ラック 燃⑧-
6 
 １ 式（使用済燃料集合体平均濃縮

度 2.0ｗｔ％以下）燃□1  
 
 燃料移送水中台車 燃⑧-4 
 
２ 台燃□1  
 

 燃料移送水路 燃⑧-4 
 
１ 基燃□1  
 

 燃料取扱装置 燃⑧-9 
３ 台燃□1  
 

 燃料送出しピット 燃⑧-14 
 
１ 基燃□1  
 
 

 バスケット 燃⑧-14 
１ 式燃□1  

 バスケット仮置き架台 燃⑧-14 
１ 式燃□1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 バスケット取扱装置 燃⑧-14 
 
１ 台燃□1  
 

 バスケット搬送機 燃⑧-14 
 
２ 台（１台／系列）燃□1  
 
 
プール水浄化・冷却設備 
 １ 式燃□1  

燃料用１台） 
   容量  燃料集合体１体／台 
  ｄ．燃料貯蔵ラック 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (２) 燃料移送設備＊  
 ａ．燃料移送水中台車燃◇4  
   種類 軌道走行形 
   台数 ２（１台／系列×２系列） 
   主要材料  ステンレス鋼 
 ｂ．燃料移送水路 
   種類 水プール式 
   基数 １ 
   ライニング材料 ステンレス鋼 
 
 
 (３) 燃料送出し設備 
 ａ．燃料送出しピット＊ 燃◇4  
   種類 水プール式 
   基数 １ 
   ライニング材料  ステンレス鋼 
 
  ｂ．バスケット仮置き架台＊  
      種類  水平挿入ラック式 
    容量  バスケット 34 基 
    主要材料  ステンレス鋼 
 
 ｃ．バスケット＊＊ 
 
 
 
 
 
 

 
               
ｄ．バスケット取扱装置 
   種類  床面走行橋形 
   台数  １ 
   容量  バスケット１基 
 ｅ．バスケット搬送機 
   種類  軌道走行形 
   台数  ２（１台／系列×２系
列） 
   容量  バスケット１基／台   
 (４) プール水浄化・冷却設備＊ 
 ａ．プール水冷却系 燃⑧-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
燃⑧-6（p16 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-4（p16 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-14（p18 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-17（p20 へ） 
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 熱交換器 燃⑧-17 
 
３ 基燃□1  

 容量  約 1.8×10７kcal／h／基燃□1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
補給水設備  １ 式燃□1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ａ) 熱交換器 燃⑧-17 
   種類  たて置Ｕ字管式燃◇4  
   基数  ３（うち１基は予備） 
   容量  約 1.8×10７kcal／ｈ／
基 
 (ｂ) ポンプ 燃⑧-17 
   種類  うず巻式燃◇4  
   台数  ３（うち１台は予備） 
   容量  約 1,600ｍ3／ｈ／台 
 ｂ．プール水浄化系 燃⑧-18 
 (ａ) ろ過装置 燃⑧-18 
   種類  中空糸膜式燃◇4  
   基数  ２ 
   容量  約 80ｍ3／ｈ／基 
 (ｂ) 脱塩装置 燃⑧-18 
   種類  混床式燃◇4  
   基数  ２ 
   容量  約 160ｍ3／ｈ／基 
 (ｃ) ポンプ 燃⑧-18 
   種類  うず巻式燃◇4  
   台数  ４ 
   容量  約 80ｍ3／ｈ／台 (２台) 
       約 160ｍ3／ｈ／台 (２
台) 
 (５) 補給水設備＊ 燃⑧-20 
 ａ．補給水槽 燃⑧-20 
   種類  ライニング槽燃◇4  
   基数  １ 
   容量  約 500ｍ3 
 ｂ．ポンプ 燃⑧-20 
   種類  うず巻式燃◇4  
   台数  ２（うち１台は予備） 
   容量  約 50ｍ3／ｈ／台 
 
 注）＊印の設備は，再処理設備本体の
運転開始に先立ち使用する。燃◇3  
   ＊＊印の設備のうち一部は，再処
理設備本体の運転開始に先立ち使用す
る。燃◇3  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

燃⑧-17（p20 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-18（p20 へ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
燃⑧-20（p20 へ） 
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              燃◇11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              燃◇11  
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第十九条（使用済燃料の貯蔵施設等）第１項 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

燃① 受け入れ・貯蔵容量 
事業指定基準規則の要求を受けて

いる内容 
－ － f,h 

燃② 使用済燃料の崩壊熱除去 
技術基準規則の要求を受けている

内容 

１項１号 

(10 条１項) 

（20 条 1 項） 

－ a,c,f,h 

燃③ 水のあふれ，又は漏えいの防止 
技術基準規則の要求を受けている

内容 

１項２号 

(10 条１項) 
－ a,f,h 

燃④ 水の浄化装置の設置 
技術基準規則の要求を受けている

内容 
１項２号 － a,f,h 

燃⑤ 水の漏えい検知 
技術基準規則の要求を受けている

内容 

１項２号 

(10 条１項) 

(20 条１項) 

－ a,c,f,h 

燃⑥ 

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設共通の系統構成並び

に設置対象建屋 

許可事項の展開 － － a,f,h 

燃⑦ 
使用済燃料の受入れ施設の系

統構成及び用途 
許可事項の展開 － － a,f,h 

燃⑧ 
使用済燃料の貯蔵施設の系統

構成及び用途 
許可事項の展開 － － a,f,h 

燃⑨ 
搬送設備に関する記載（搬送設

備） 

技術基準規則（第 18 条）に基づく

搬送設備に係る要求を受けている

事項 

－ 

（18 条１項） 
－ f,g,h 

燃⑩ 臨界に関する記載（臨界） 
技術基準規則（第 4 条）に基づく

臨界に係る要求を受けている事項 

－ 

（４条１項） 

（４条２項） 

－ b,f,h 

燃⑪ 

運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故への対処に関す

る記載（安有） 

技術基準規則（第 16 条）に基づく

安全機能を有する施設に係る要求

を受けている事項 

－ 

（16 条１項） 
－ c 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

燃□1  設備仕様 仕様表にて記載する項目であるため、記載しない。 h 

燃□2  一般事項 
一般事項であるため、基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み、記載箇所の呼び込み等） 
－ 

燃□3  建屋の仕様 
仕様を特定する必要がない建屋であるため、基本設計方

針に記載しない。 
－ 

燃□4  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて、説明する内容の

ため記載しない。 
－ 
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燃□5  臨界防止に関する事項（第4条） 
「添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に示

す。 
b 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

燃◇1  重複記載 
本文又は添付書類六の他箇所の記載と重複するため記載

しない。 
－ 

燃◇2  一般事項 
一般事項であるため、基本設計方針に記載しない。（図面

の呼び込み、記載箇所の呼び込み等） 
－ 

燃◇3  先行使用に関する事項 
使用済燃料の受け入れ施設及び貯蔵施設は竣工施設であ

るため記載しない。 
－ 

燃◇4  設備仕様 仕様表にて記載する。 h 

燃◇5  
冷却能力評価条件に関する事

項 

「添付Ⅵ－1－1－4－1 安全機能を有する施設が使用さ

れる条件の下における健全性に関する説明書」に示す。 
c 

燃◇6  手順等 手順等については、詳細は保安規定（運用）で記載する。 － 

燃◇7  事業指定基準規則 事業指定基準規則条文の引用であるため記載しない。 － 

燃◇8  建屋が収納する設備 各個別項目で展開する。 － 

燃◇9  保安電源設備に関する事項 
第 29 条「保安電源設備」に関する事項であるため、記載

しない。 
－ 

燃◇10  建屋の仕様 
仕様を特定する必要がない建屋であるため、基本設計方

針に記載しない。 
－ 

燃◇11  臨界防止に関する事項（第4条） 
「添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書」に示

す。 
b 

燃◇12  他条文で展開する事項（第6条） 
第 6 条「地震による損傷の防止」にて、説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

燃◇13  
他条文で展開する事項（第 15

条） 

第 15 条「安全上重要な施設」にて、説明する内容のため

記載しない。 
－ 

燃◇14  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて、説明する内容の

ため記載しない。 
－ 

燃◇15  
搬送設備に関する事項（第 18

条） 
「添付Ⅵ-1-1-10 搬送設備に関する説明書」に示す。 g 

燃◇16  
他条文で展開する事項（第 27

条） 
第 27 条「遮蔽」にて、説明する内容のため記載しない。 － 

燃◇17  添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項であるため、記

載しない。 
f 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a 

Ⅵ-2-1 構内配置図 

Ⅵ-2-2 平面図及び断面図 

Ⅵ-2-3 系統図 

Ⅵ-2-4 配置図 

Ⅵ-2-5 構造図 
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b 添付Ⅰ 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

c Ⅵ-1-1-4-1 安全機能を有する施設が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

d 添付Ⅱ 放射線による被ばくの防止に関する説明書 

e 添付Ⅳ 耐震性に関する説明書 

f Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書 

g Ⅵ-1-1-10 搬送設備に関する説明書 

h 仕様表（設計条件及び仕様） 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第２章　個別項目
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針につ
いては，第1章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.　地
盤」，「3.　自然現象等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等によ
る損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，
「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8.
遮蔽」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及
び燃料取出し装置を用いて１日 大ＢＷＲ燃料15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷ

Ｒ燃料12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け入れることができ，

年間の 大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。
冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

4

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールは， 大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ

／ｙでの再処理に対して受け入れた燃料を３年間以上貯蔵することができ
る設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

5

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，
冷却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自
然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
・使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価（崩壊熱除去）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫の冷却
能力評価

― ― ― ― ―

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

2

6

7

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計基準対象の設備は，使用済燃
料の受入れ施設及び使用済燃料の貯蔵施設で構成する。
使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸送された
使用済燃料集合体の受入れ及びキャスクからの使用済燃料集合体の取出し
を行う設計とする。
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を再処理するまでの期間の貯
蔵及びせん断処理施設への送出しを行う設計とする。

設置要求

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに
使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブ
ル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃
料貯蔵プール・ピット等」という。）については，プール水をその他再処
理設備の附属施設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換する
ことにより，１系統で使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，燃料貯蔵
プール・ピット等の構造物の健全性を維持できるプール水冷却系を２系統
設ける設計とする。
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設用）については，第２章　個別項目の「7.4　冷却水設備」に基づく
ものとする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる設計
とする。

機能要求①
機能要求②

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・燃料送出しピット
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのインターロック
安全冷却水系（安全冷却水系）
（許可文中、第9.5-1表(2)、第9.5-1,3図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価（崩壊熱除去）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
プール水冷却系の冷却能力評価

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのインターロック

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

基本方針

―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

1

第２章　個別項目
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針につ
いては，第1章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.　地
盤」，「3.　自然現象等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等によ
る損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，
「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8.
遮蔽」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ―

3

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及
び燃料取出し装置を用いて１日 大ＢＷＲ燃料15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷ

Ｒ燃料12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け入れることができ，

年間の 大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。
冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールは， 大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ

／ｙでの再処理に対して受け入れた燃料を３年間以上貯蔵することができ
る設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール

基本方針

5

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，
冷却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自
然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
・使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価（崩壊熱除去）

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

2

6

7

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計基準対象の設備は，使用済燃
料の受入れ施設及び使用済燃料の貯蔵施設で構成する。
使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸送された
使用済燃料集合体の受入れ及びキャスクからの使用済燃料集合体の取出し
を行う設計とする。
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を再処理するまでの期間の貯
蔵及びせん断処理施設への送出しを行う設計とする。

設置要求

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに
使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブ
ル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃
料貯蔵プール・ピット等」という。）については，プール水をその他再処
理設備の附属施設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換する
ことにより，１系統で使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，燃料貯蔵
プール・ピット等の構造物の健全性を維持できるプール水冷却系を２系統
設ける設計とする。
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設用）については，第２章　個別項目の「7.4　冷却水設備」に基づく
ものとする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる設計
とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・燃料送出しピット
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのインターロック
安全冷却水系（安全冷却水系）
（許可文中、第9.5-1表(2)、第9.5-1,3図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価（崩壊熱除去）

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）
計測制御設備（計測制御設備）
・崩壊熱除去機能維持のためのインターロック

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

〇 ― ― ― ― ― ― ―

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ―
<容器>
・容量

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ―

<保管・廃棄エ
リア>
・容量
・主要寸法

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫の冷却
能力評価

第２回

△ 基本方針

△ 基本方針 ― ― ―

<容器>
・容量
・主要寸法
<熱交換器>
・伝熱面積
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機
<主要弁>
・駆動方式
<主配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料
<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロッ
ク>
・検出器の種類
・設定値

基本方針

△ 基本方針 ― ― ―

<容器>
・容量
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機
<主要弁>
・駆動方式
<主配管>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・外径・厚さ
・主要材料
<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲
<インターロッ
ク>
・検出器の種類
・設定値

― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
プール水冷却系の冷却能力評価

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

44



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出しピッ
ト，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び
脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設計とする
とともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットから越流するプール水
を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び
燃料送出しピットへ戻す設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

10

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏
えい検知装置を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

【機能要求②】
計測制御設備（計測制御設備）
・漏えい検知装置

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

11

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計測制
御系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発す
る設計とする。

機能要求②

計測制御設備（計測制御設備）
・燃料貯蔵プール水位計
・燃料貯蔵プール温度計 基本方針

設計方針（貯蔵施設）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

13

1.1　使用済燃料の受入れ施設
　使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ設備２系列（一部１系
列）で構成する。
1.1.1　使用済燃料受入れ設備
　使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，燃料
取出し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料輸送容器返却準備設備及び
使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

14

1.1.1.1　使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋天
井クレーン，使用済燃料輸送容器移送台車，使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫及び空使用済燃料輸送容器保管庫で構成する。
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラトラックで使用済燃料
輸送容器管理建屋に搬入したキャスクを一時保管した後，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に搬入する設計とする。
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を収納したキャ
スクを保管するとともに，保管を必要とする空のキャスクの基数が空使用
済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その上回った分の空のキャ
スクを一時保管する設計とする。
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

15

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンは，使用済燃料輸送容器管理建
屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，
確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い
設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
・使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン
・使用済燃料輸送容器移送台車

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を
内張りしたライニング構造とし，下部に排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破損してもプール水
が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集
合体の落下時にもプール水の保持機能を失うような著しい損傷を生じない
ようにする設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に収納する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上１階（一部地上３階，地下１階）の
建物とする設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上３階，地下３階の建物とする設計と
する。

設置要求

8

12

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋／安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ基礎間
洞道含む）

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・燃料送出しピット

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
燃料貯蔵プール・ピット等の耐圧強度評価
燃料貯蔵プール・ピット等のライニングの固定方
法
燃料貯蔵プール・ピット等について，水があふ
れ，又は漏えいするおそれがないこと
燃料集合体，燃料収納缶及びバスケット落下時の
ライニング健全性評価

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

9

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出しピッ
ト，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び
脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設計とする
とともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットから越流するプール水
を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び
燃料送出しピットへ戻す設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

10

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏
えい検知装置を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

【機能要求②】
計測制御設備（計測制御設備）
・漏えい検知装置

基本方針
設計方針（貯蔵施設）

11

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計測制
御系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発す
る設計とする。

機能要求②

計測制御設備（計測制御設備）
・燃料貯蔵プール水位計
・燃料貯蔵プール温度計 基本方針

設計方針（貯蔵施設）

13

1.1　使用済燃料の受入れ施設
　使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ設備２系列（一部１系
列）で構成する。
1.1.1　使用済燃料受入れ設備
　使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，燃料
取出し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料輸送容器返却準備設備及び
使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

14

1.1.1.1　使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋天
井クレーン，使用済燃料輸送容器移送台車，使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫及び空使用済燃料輸送容器保管庫で構成する。
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラトラックで使用済燃料
輸送容器管理建屋に搬入したキャスクを一時保管した後，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に搬入する設計とする。
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を収納したキャ
スクを保管するとともに，保管を必要とする空のキャスクの基数が空使用
済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その上回った分の空のキャ
スクを一時保管する設計とする。
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

15

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンは，使用済燃料輸送容器管理建
屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，
確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い
設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
・使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン
・使用済燃料輸送容器移送台車

基本方針
設計方針

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を
内張りしたライニング構造とし，下部に排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破損してもプール水
が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集
合体の落下時にもプール水の保持機能を失うような著しい損傷を生じない
ようにする設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に収納する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上１階（一部地上３階，地下１階）の
建物とする設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上３階，地下３階の建物とする設計と
する。

設置要求

8
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使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器受入
れ・保管設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋／安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ基礎間
洞道含む）

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・燃料送出しピット

基本方針

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 ― ― ―

<ろ過装置>
・容量
<ポンプ>
・容量
・揚程又は吐出
圧力
・原動機

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ―

<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ―

<計測装置>
・検出器の種類
・計測範囲
・警報動作範囲

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ―

― ― ―

― ―

<容器>
・ 高使用温度
・ 高使用圧力
・主要材料
・主要寸法

△ 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
燃料貯蔵プール・ピット等の耐圧強度評価
燃料貯蔵プール・ピット等のライニングの固定方
法
燃料貯蔵プール・ピット等について，水があふ
れ，又は漏えいするおそれがないこと
燃料集合体，燃料収納缶及びバスケット落下時の
ライニング健全性評価

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

46



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16

1.1.1.2　燃料取出し準備設備
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスク
から緩衝体を取り外し，燃料取出し準備室にキャスクを移送する設計とす
る。
ここで，キャスク内部の浄化のため，キャスクの内部水の入替えを行った
後，キャスクを移送し，燃料取出しピットの防染バケットに収納する設計
とする。
キャスクからの排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
へ移送できる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

17

1.1.1.3　燃料取出し設備
燃料取出し設備は，燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃焼度計測前
燃料仮置きラック，燃焼度計測後燃料仮置きラック，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋天井クレ－ン，防染バケット，燃料取出し装置で構成する。
燃料取出し設備は，防染バケットに収納したキャスクを燃料取出しピット
水中につり降ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，使用済燃料集合体を
一体ずつキャスクから取り出す設計とする。
取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮
置きラックに仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装置を用いて平均
濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗｔ％以下であることを確認した後，
燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする設計とする。
その後，使用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する
設計とする。
なお，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏え
いのある破損燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納し，燃料取出し
装置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ずつ積載する設
計とする。

設置要求
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
防染バケットの強度設計

― ― ― ― ―
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燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を取ることにより， 大容量まで
使用済燃料集合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間距離がラック内
で 小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合
でも未臨界を保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃焼度計測前燃料仮置きラック
・燃焼度計測後燃料仮置きラック

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―
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使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，脱輪防止装置を設
け，地震時にも落下することのない設計とするとともに，燃料貯蔵プール
上及び燃料仮置きピット上を通過しない配置とし，万一のキャスクの落下
の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないようにする設計とする。
燃料取出し装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤ
を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又はつか
み具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのない
フェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に
行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，使用済燃料集
合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつり上げ防止，逸走防止のインター
ロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ン
・燃料取出し装置

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

20

1.1.1.4　使用済燃料輸送容器返却準備設備
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキャスク
の返却に先立ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キャスク内部の確
認，気密漏えい検査及び汚染検査を行う設計とする。
また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備にて保守を行うこと
ができる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

21

1.1.1.5　使用済燃料輸送容器保守設備
使用済燃料輸送容器保守設備は，保守室天井クレーン，除染移送台車及び
除染室天井クレーンで構成する。
使用済燃料輸送容器保守設備では，空使用済燃料輸送容器保管庫又は使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫から使用済燃料輸送容器管理建屋の
保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保守する設計とす
る。
保守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，必要に応
じ，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク内面及び内部構
造物の除染を行うことができる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

22

1.2　使用済燃料の貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）で構
成する。
1.2.1　使用済燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，
プール水浄化・冷却設備，補給水設備，代替注水設備，スプレイ設備，漏
えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設備で構成する。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

※SA設備は第42条の別紙に示す。

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

23

1.2.1.1　燃料移送設備
燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃料移送水中台車で構成する。
燃料移送設備は，バスケットに収納された使用済燃料集合体又は燃料収納
缶に収納された使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移
送及び燃料貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行う設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

24

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い設計とす
る。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水中台車

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

47



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

16

1.1.1.2　燃料取出し準備設備
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスク
から緩衝体を取り外し，燃料取出し準備室にキャスクを移送する設計とす
る。
ここで，キャスク内部の浄化のため，キャスクの内部水の入替えを行った
後，キャスクを移送し，燃料取出しピットの防染バケットに収納する設計
とする。
キャスクからの排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系
へ移送できる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）

基本方針

17

1.1.1.3　燃料取出し設備
燃料取出し設備は，燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃焼度計測前
燃料仮置きラック，燃焼度計測後燃料仮置きラック，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋天井クレ－ン，防染バケット，燃料取出し装置で構成する。
燃料取出し設備は，防染バケットに収納したキャスクを燃料取出しピット
水中につり降ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，使用済燃料集合体を
一体ずつキャスクから取り出す設計とする。
取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮
置きラックに仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装置を用いて平均
濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗｔ％以下であることを確認した後，
燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする設計とする。
その後，使用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する
設計とする。
なお，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏え
いのある破損燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納し，燃料取出し
装置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ずつ積載する設
計とする。

設置要求
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

18

燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を取ることにより， 大容量まで
使用済燃料集合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間距離がラック内
で 小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合
でも未臨界を保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・燃焼度計測前燃料仮置きラック
・燃焼度計測後燃料仮置きラック

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

19

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるととも
に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，脱輪防止装置を設
け，地震時にも落下することのない設計とするとともに，燃料貯蔵プール
上及び燃料仮置きピット上を通過しない配置とし，万一のキャスクの落下
の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないようにする設計とする。
燃料取出し装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤ
を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又はつか
み具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのない
フェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に
行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，使用済燃料集
合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつり上げ防止，逸走防止のインター
ロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ設備（燃料取出し設備）
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ン
・燃料取出し装置

基本方針
設計方針

20

1.1.1.4　使用済燃料輸送容器返却準備設備
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキャスク
の返却に先立ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キャスク内部の確
認，気密漏えい検査及び汚染検査を行う設計とする。
また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備にて保守を行うこと
ができる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器返却
準備設備）
（許可文中、第3-1図）

基本方針

21

1.1.1.5　使用済燃料輸送容器保守設備
使用済燃料輸送容器保守設備は，保守室天井クレーン，除染移送台車及び
除染室天井クレーンで構成する。
使用済燃料輸送容器保守設備では，空使用済燃料輸送容器保管庫又は使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫から使用済燃料輸送容器管理建屋の
保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保守する設計とす
る。
保守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，必要に応
じ，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク内面及び内部構
造物の除染を行うことができる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用済燃料輸送容器保守
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1図）

基本方針

22

1.2　使用済燃料の貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）で構
成する。
1.2.1　使用済燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，
プール水浄化・冷却設備，補給水設備，代替注水設備，スプレイ設備，漏
えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設備で構成する。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

※SA設備は第42条の別紙に示す。

基本方針

23

1.2.1.1　燃料移送設備
燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃料移送水中台車で構成する。
燃料移送設備は，バスケットに収納された使用済燃料集合体又は燃料収納
缶に収納された使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移
送及び燃料貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行う設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針

24

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い設計とす
る。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料移送設備）
・燃料移送水中台車

基本方針
設計方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
防染バケットの強度設計

△ 基本方針 ― ― ―

<ラック/ピット
/棚>
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

48



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第１回

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

25

1.2.1.2　燃料貯蔵設備
燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢ
ＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用），チャンネルボックス・バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。）用，バーナブ
ルポイズン（以下「ＢＰ」という。）用並びにチャンネルボックス及び
バーナブルポイズン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留濃縮度
燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃料貯蔵ラック，燃料取扱装置及び燃料収
納缶で構成する。
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から移送した使用済燃料集合体を１体ず
つ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り出す設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃
料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料
は，燃料収納缶に収納した状態で移送し，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度
燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
燃料収納缶の強度設計

― ― ― ― ―

26

ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のためチャンネルボックス・
バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送し，ＣＢを取り外した
後，燃料貯蔵ラックへ戻す設計とする。
ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断前の処理のために燃料貯蔵プ－
ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計とする。
取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備（使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容した後，容器に詰め，燃
料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，トレーラトラックで低レベ
ル固体廃棄物処理設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋）へ移送する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

27

燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔をとることにより， 大容量まで使用
済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間距離がラック内で 小
となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未
臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・低残留濃縮度燃料貯蔵ラック
・高残留濃縮度燃料貯蔵ラック

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

28

燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤを
二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時及びつかみ
具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのないフェ
イルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃料のつかみ不良
又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設
計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料取扱装置

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

29

1.2.1.3　燃料送出し設備
燃料送出し設備は，燃料送出しピット，バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰ
ＷＲ燃料用），バスケット仮置き架台（実入り用及び空用），バスケット
取扱装置及びバスケット搬送機で構成する。
燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料送出しピットに移送され
た使用済燃料集合体を，バスケット単位でバスケット仮置き架台に一時仮
置きした後，せん断処理施設に送り出す設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
バスケットの強度設計 ― ― ― ― ―

30

バスケット及びバスケット仮置き架台は，適切な燃料間隔をとることによ
り， 大容量まで使用済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間
距離がラック内で 小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷＲ燃料用）
・バスケット仮置き架台（実入り用及び空用）

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

31

バスケット取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つり上
げ機構を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又
はつかみ具駆動用の空気源喪失時にもバスケットが落下することのない
フェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確
実に行うためバスケットのつり上げ高さを0.35ｍ以下とし，バスケット落
下防止のインターロックを設ける設計とする。
バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化し，電源喪失時にもバスケッ
トが下降しない設計とする。
また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実
に行うため転倒防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・バスケット取扱装置
・バスケット搬送機

基本方針
設計方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

32

1.2.1.4　プール水浄化・冷却設備
プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で構成す
る。
プール水冷却系は，熱交換器及びポンプで構成する。
プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装置及びポンプで構成する。
プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交換器で
除去し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷却するとともに，ろ過及び脱
塩して，水の純度及び透明度を維持する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

33

1.2.1.5　補給水設備
補給水設備は，補給水槽及びポンプで構成する。
補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料取出し準備設備，プール水浄
化系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃棄施
設（低レベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯
蔵系の一部）に補給する設計とする。
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で処理し
た水を回収・貯蔵するとともに，その他再処理設備の附属施設の純水貯槽
から純水を必要に応じ補給する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

基本方針

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

― ― ― ― ―

49



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

25

1.2.1.2　燃料貯蔵設備
燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢ
ＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用），チャンネルボックス・バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。）用，バーナブ
ルポイズン（以下「ＢＰ」という。）用並びにチャンネルボックス及び
バーナブルポイズン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留濃縮度
燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃料貯蔵ラック，燃料取扱装置及び燃料収
納缶で構成する。
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から移送した使用済燃料集合体を１体ず
つ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り出す設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃
料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料
は，燃料収納缶に収納した状態で移送し，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度
燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

26

ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のためチャンネルボックス・
バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送し，ＣＢを取り外した
後，燃料貯蔵ラックへ戻す設計とする。
ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断前の処理のために燃料貯蔵プ－
ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計とする。
取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備（使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容した後，容器に詰め，燃
料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，トレーラトラックで低レベ
ル固体廃棄物処理設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建
屋）へ移送する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針

27

燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔をとることにより， 大容量まで使用
済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間距離がラック内で 小
となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未
臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・低残留濃縮度燃料貯蔵ラック
・高残留濃縮度燃料貯蔵ラック

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

28

燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤを
二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時及びつかみ
具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのないフェ
イルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行う
ため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃料のつかみ不良
又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設
計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯蔵設備）
・燃料取扱装置

基本方針
設計方針

29

1.2.1.3　燃料送出し設備
燃料送出し設備は，燃料送出しピット，バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰ
ＷＲ燃料用），バスケット仮置き架台（実入り用及び空用），バスケット
取扱装置及びバスケット搬送機で構成する。
燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料送出しピットに移送され
た使用済燃料集合体を，バスケット単位でバスケット仮置き架台に一時仮
置きした後，せん断処理施設に送り出す設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1図）

基本方針
設計方針（貯蔵施設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

30

バスケット及びバスケット仮置き架台は，適切な燃料間隔をとることによ
り， 大容量まで使用済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間
距離がラック内で 小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定され
るいかなる場合でも未臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷＲ燃料用）
・バスケット仮置き架台（実入り用及び空用）

設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

31

バスケット取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つり上
げ機構を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又
はつかみ具駆動用の空気源喪失時にもバスケットが落下することのない
フェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確
実に行うためバスケットのつり上げ高さを0.35ｍ以下とし，バスケット落
下防止のインターロックを設ける設計とする。
バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化し，電源喪失時にもバスケッ
トが下降しない設計とする。
また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実
に行うため転倒防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料送出し設備）
・バスケット取扱装置
・バスケット搬送機

基本方針
設計方針

32

1.2.1.4　プール水浄化・冷却設備
プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で構成す
る。
プール水冷却系は，熱交換器及びポンプで構成する。
プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装置及びポンプで構成する。
プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交換器で
除去し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷却するとともに，ろ過及び脱
塩して，水の純度及び透明度を維持する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（プール水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-12図）

基本方針

33

1.2.1.5　補給水設備
補給水設備は，補給水槽及びポンプで構成する。
補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料取出し準備設備，プール水浄
化系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃棄施
設（低レベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯
蔵系の一部）に補給する設計とする。
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で処理し
た水を回収・貯蔵するとともに，その他再処理設備の附属施設の純水貯槽
から純水を必要に応じ補給する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（補給水設備）
（許可文中、第3-2表、第3-13図）

基本方針

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
燃料収納缶の強度設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ―

<ラック/ピット
/棚>
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計
【Ⅵ-1-2-1　3.評価】
バスケットの強度設計

△ 基本方針 基本方針 ― ―

<ラック/ピット
/棚>
・臨界管理（核
的制限値等）
・主要寸法
・主要材料

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第4条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ ― 基本方針 ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

Ⅵ-1-1-10　搬送設備に関する説明書
既設工認の設計から変更なし
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

△ 基本方針 ― ― ― ―

Ⅵ-1-2-1　安全機能を有する施設の使用済燃料の
貯蔵施設等に関する説明書
既設工認の設計から変更なし

【Ⅵ-1-2-1　2.基本方針】
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の構成及び
設計

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針の添付書類への展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

第２章　個別項目
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第1章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.　地
盤」，「3.　自然現象等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，
「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8.　遮蔽」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 ― ― ― ― ― 補足すべき対象はない。

3

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃料取出し装置を用いて１日 大ＢＷＲ燃料15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ

燃料12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け入れることができ，年間の 大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。
冒頭宣言 基本方針 基本方針

4

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールは， 大再処理能力800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対して受け入れた燃料を３年間以上貯蔵することができ

る設計とする。
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
・燃料貯蔵プール 基本方針

5

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自
然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器受入れ・保管
設備）
・使用済燃料収納使用済燃料
輸送容器保管庫

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（崩壊熱
除去）
評価方法（崩壊熱
除去）
評価（崩壊熱除
去）

基本方針

展開先（小項目）

Ⅵ　その他の説明
書
Ⅵ-1-2-1　安全機
能を有する施設の
使用済燃料の貯蔵
施設等に関する説
明書

2.　基本方針 【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器受入れ・保管
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）
使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）
使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器返却準備設
備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器保守設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（プール
水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール
水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水
設備）
（許可文中、第3-2表、第3-
13図）

2

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計基準対象の設備は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済燃料の貯蔵施設で構成する。
使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸送された使用済燃料集合体の受入れ及びキャスクからの使用済燃料集合体の取出し
を行う設計とする。
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を再処理するまでの期間の貯蔵及びせん断処理施設への送出しを行う設計とする。

7

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

6

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブ
ル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）については，プール水をその他再処理
設備の附属施設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換することにより，１系統で使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，燃料貯蔵
プール・ピット等の構造物の健全性を維持できるプール水冷却系を２系統設ける設計とする。
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）については，第２章　個別項目の「7.4　冷却水設備」に基づくも
のとする。

機能要求②
評価要求

設置要求

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
・燃料送出しピット
使用済燃料貯蔵設備（プール
水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
計測制御設備（計測制御設
備）
・崩壊熱除去機能維持のため
のインターロック
安全冷却水系（安全冷却水
系）
（許可文中、第9.5-1表(2)、
第9.5-1,3図）

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（崩壊熱
除去）
評価方法（崩壊熱
除去）
評価（崩壊熱除
去）

使用済燃料貯蔵設備（補給水
設備）
（許可文中、第3-2表、第3-
13図）
計測制御設備（計測制御設
備）
・崩壊熱除去機能維持のため
のインターロック

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）

補足すべき対象はない。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

9

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出しピット，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設計とするとともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットから越流するプール水
を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットへ戻す設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（プール
水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）

10

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏えい検知装置を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）

【機能要求②】
計測制御設備（計測制御設
備）
・漏えい検知装置

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）

11

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計測制御系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発す
る設計とする。

機能要求②

計測制御設備（計測制御設
備）
・燃料貯蔵プール水位計
・燃料貯蔵プール温度計

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）

12

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に収納する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上１階（一部地上３階，地下１階）の建物とする設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上３階，地下３階の建物とする設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（プール
水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水
設備）
（許可文中、第3-2表、第3-
13図）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
・燃料送出しピット

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器受入れ・保管
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）
使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）
使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器返却準備設
備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器保守設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（プール
水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール
水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水
設備）
（許可文中、第3-2表、第3-
13図）

使用済燃料輸送容器管理建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋／安全冷却水系冷却塔Ａ，
Ｂ基礎間洞道含む）

基本方針

8

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を内張りしたライニング構造とし，下部に排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破損してもプール水が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集合体の落下時にもプール水の保持機能を失うような著しい損傷を生じない
ようにする設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

Ⅵ　その他の説明
書
Ⅵ-1-2-1　安全機
能を有する施設の
使用済燃料の貯蔵
施設等に関する説
明書

2.　基本方針 【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

14

1.1.1.1　使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン，使用済燃料輸送容器移送台車，使用済燃料収納使用済燃料輸
送容器保管庫及び空使用済燃料輸送容器保管庫で構成する。
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラトラックで使用済燃料輸送容器管理建屋に搬入したキャスクを一時保管した後，使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋に搬入する設計とする。
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を収納したキャスクを保管するとともに，保管を必要とする空のキャスクの基数が空使用
済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その上回った分の空のキャスクを一時保管する設計とする。
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器受入れ・保管
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）

基本方針

15

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンは，使用済燃料輸送容器管理建屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い
設計とする。 機能要求①

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器受入れ・保管
設備）
・使用済燃料輸送容器管理建
屋天井クレーン
・使用済燃料輸送容器移送台
車

基本方針
設計方針

16

1.1.1.2　燃料取出し準備設備
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクから緩衝体を取り外し，燃料取出し準備室にキャスクを移送する設計とす
る。
ここで，キャスク内部の浄化のため，キャスクの内部水の入替えを行った後，キャスクを移送し，燃料取出しピットの防染バケットに収納する設計
とする。
キャスクからの排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）

基本方針

17

1.1.1.3　燃料取出し設備
燃料取出し設備は，燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃焼度計測前燃料仮置きラック，燃焼度計測後燃料仮置きラック，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋天井クレ－ン，防染バケット，燃料取出し装置で構成する。
燃料取出し設備は，防染バケットに収納したキャスクを燃料取出しピット水中につり降ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，使用済燃料集合体を
一体ずつキャスクから取り出す設計とする。
取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮置きラックに仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装置を用いて平均
濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗｔ％以下であることを確認した後，燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする設計とする。
その後，使用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する設計とする。
なお，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏えいのある破損燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納し，燃料取出し装
置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ずつ積載する設計とする。

設置要求
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図） 基本方針

設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

19

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地震時にも落下することのない設計とするとともに，燃料貯蔵プール上
及び燃料仮置きピット上を通過しない配置とし，万一のキャスクの落下の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないようにする設計とする。
燃料取出し装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又はつか
み具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，使用済燃料集
合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつり上げ防止，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
・使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋天井クレ－ン
・燃料取出し装置

基本方針
設計方針

20

1.1.1.4　使用済燃料輸送容器返却準備設備
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキャスクの返却に先立ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キャスク内部の確
認，気密漏えい検査及び汚染検査を行う設計とする。
また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備にて保守を行うことができる設計とする。 設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器返却準備設
備）
（許可文中、第3-1図） 基本方針

21

1.1.1.5　使用済燃料輸送容器保守設備
使用済燃料輸送容器保守設備は，保守室天井クレーン，除染移送台車及び除染室天井クレーンで構成する。
使用済燃料輸送容器保守設備では，空使用済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫から使用済燃料輸送容器管理建屋の
保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保守する設計とする。
保守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，必要に応じ，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク内面及び内部構
造物の除染を行うことができる設計とする。

設置要求

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器保守設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図） 基本方針

23

1.2.1.1　燃料移送設備
燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃料移送水中台車で構成する。
燃料移送設備は，バスケットに収納された使用済燃料集合体又は燃料収納缶に収納された使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移
送及び燃料貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行う設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）

基本方針

24

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い設計とす
る。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
・燃料移送水中台車

基本方針
設計方針

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器受入れ・保管
設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）
使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し準備設備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）
使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器返却準備設
備）
（許可文中、第3-1図）
使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器保守設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）

基本方針設置要求1.1　使用済燃料の受入れ施設
　使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ設備２系列（一部１系列）で構成する。
1.1.1　使用済燃料受入れ設備
　使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，燃料取出し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料輸送容器返却準備設備及び
使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。

13

使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（プール
水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール
水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水
設備）
（許可文中、第3-2表、第3-
13図）

※SA設備は第42条の別紙に示
す。

22

1.2　使用済燃料の貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）で構成する。
1.2.1　使用済燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水浄化・冷却設備，補給水設備，代替注水設備，スプレイ設備，漏
えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設備で構成する。

設置要求 基本方針

Ⅵ　その他の説明
書
Ⅵ-1-2-1　安全機
能を有する施設の
使用済燃料の貯蔵
施設等に関する説
明書

2.　基本方針 【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。
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基本設計方針の添付書類への展開
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25

1.2.1.2　燃料貯蔵設備
燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用），チャンネルボックス・バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。）用，バーナブルポイズン（以下「ＢＰ」という。）用並びにチャンネルボックス及び
バーナブルポイズン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留濃縮度燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃料貯蔵ラック，燃料取扱装置及び燃料収
納缶で構成する。
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から移送した使用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り出す設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃料収納缶に収納した状態で移送し，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度燃料
貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図） 基本方針

設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

26

ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のためチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送し，ＣＢを取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻す設計とする。
ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断前の処理のために燃料貯蔵プ－ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，チャンネルボックス・バーナブルポ
イズン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計とする。
取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備（使
用済燃料受入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容した後，容器に詰め，燃料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，トレーラトラックで低レベ
ル固体廃棄物処理設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋）へ移送する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）

基本方針

28

燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時及びつかみ
具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃料のつかみ不良
又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
・燃料取扱装置 基本方針

設計方針

29

1.2.1.3　燃料送出し設備
燃料送出し設備は，燃料送出しピット，バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷＲ燃料用），バスケット仮置き架台（実入り用及び空用），バスケット
取扱装置及びバスケット搬送機で構成する。
燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料送出しピットに移送された使用済燃料集合体を，バスケット単位でバスケット仮置き架台に一時仮
置きした後，せん断処理施設に送り出す設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

31

バスケット取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つり上げ機構を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又
はつかみ具駆動用の空気源喪失時にもバスケットが落下することのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うためバスケットのつり上げ高さを0.35ｍ以下とし，バスケット落
下防止のインターロックを設ける設計とする。
バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化し，電源喪失時にもバスケットが下降しない設計とする。
また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため転倒防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
・バスケット取扱装置
・バスケット搬送機

基本方針
設計方針

32

1.2.1.4　プール水浄化・冷却設備
プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で構成する。
プール水冷却系は，熱交換器及びポンプで構成する。
プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装置及びポンプで構成する。
プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交換器で除去し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷却するとともに，ろ過及び脱
塩して，水の純度及び透明度を維持する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（プール
水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
使用済燃料貯蔵設備（プール
水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）

基本方針

33

1.2.1.5　補給水設備
補給水設備は，補給水槽及びポンプで構成する。
補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料取出し準備設備，プール水浄化系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃棄施
設（低レベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯蔵系の一部）に補給する設計とする。
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で処理した水を回収・貯蔵するとともに，その他再処理設備の附属施設の純水貯槽
から純水を必要に応じ補給する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（補給水
設備）
（許可文中、第3-2表、第3-
13図）

基本方針

Ⅵ　その他の説明
書
Ⅵ-1-2-1　安全機
能を有する施設の
使用済燃料の貯蔵
施設等に関する説
明書

2.　基本方針 【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。
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基本設計方針の添付書類への展開
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

5

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自
然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器受入れ・保管
設備）
・使用済燃料収納使用済燃料
輸送容器保管庫

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（崩壊熱
除去）
評価方法（崩壊熱
除去）
評価（崩壊熱除
去）

7

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（補給水
設備）
（許可文中、第3-2表、第3-
13図）
計測制御設備（計測制御設
備）
・崩壊熱除去機能維持のため
のインターロック

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）

9

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出しピット，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及
びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設計とするとともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットから越流するプール水
を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットへ戻す設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（プール
水浄化系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）

10

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏えい検知装置を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料
の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。

機能要求①
機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）

【機能要求②】
計測制御設備（計測制御設
備）
・漏えい検知装置

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）

11

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計測制御系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発す
る設計とする。

機能要求②

計測制御設備（計測制御設
備）
・燃料貯蔵プール水位計
・燃料貯蔵プール温度計

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）

6

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブ
ル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）については，プール水をその他再処理
設備の附属施設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換することにより，１系統で使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，燃料貯蔵
プール・ピット等の構造物の健全性を維持できるプール水冷却系を２系統設ける設計とする。
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）については，第２章　個別項目の「7.4　冷却水設備」に基づくも
のとする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
・燃料送出しピット
使用済燃料貯蔵設備（プール
水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
計測制御設備（計測制御設
備）
・崩壊熱除去機能維持のため
のインターロック
安全冷却水系（安全冷却水
系）
（許可文中、第9.5-1表(2)、
第9.5-1,3図）

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（崩壊熱
除去）
評価方法（崩壊熱
除去）
評価（崩壊熱除
去）

8

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を内張りしたライニング構造とし，下部に排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破損してもプール水が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集合体の落下時にもプール水の保持機能を失うような著しい損傷を生じない
ようにする設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

使用済燃料貯蔵設備（プール
水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水
設備）
（許可文中、第3-2表、第3-
13図）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
・燃料送出しピット

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ　その他の説明
書
Ⅵ-1-2-1　安全機
能を有する施設の
使用済燃料の貯蔵
施設等に関する説
明書

2.　基本方針 【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

5

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自
然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する設計とする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器受入れ・保管
設備）
・使用済燃料収納使用済燃料
輸送容器保管庫

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（崩壊熱
除去）
評価方法（崩壊熱
除去）
評価（崩壊熱除
去）

冷-10

(1)　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系（MOX燃料加工施設と一部共用（以下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除熱し，冷却水

循環ポンプによって，使用済燃料の貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換器及びその他再処理設備の附属施設の第1非常用ディーゼル発電機等に冷却水
を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，
第9.5-1，3～5図） 基本方針

冷-11

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立した2系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，1系列の運転でも必要と
する熱除去ができる容量を有する設計とする。

設置要求

冷却水設備（安全冷却水系）
（許可文中，第9.5-1表(2)，
第9.5-1，3～5図） 基本方針

17

1.1.1.3　燃料取出し設備
燃料取出し設備は，燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃焼度計測前燃料仮置きラック，燃焼度計測後燃料仮置きラック，使用済燃料受入れ・
貯蔵建屋天井クレ－ン，防染バケット，燃料取出し装置で構成する。
燃料取出し設備は，防染バケットに収納したキャスクを燃料取出しピット水中につり降ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，使用済燃料集合体を
一体ずつキャスクから取り出す設計とする。
取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮置きラックに仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装置を用いて平均
濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗｔ％以下であることを確認した後，燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする設計とする。
その後，使用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する設計とする。
なお，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏えいのある破損燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納し，燃料取出し装
置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ずつ積載する設計とする。

設置要求
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
（許可文中、第3-1表、第3-1
図） 基本方針

設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

25

1.2.1.2　燃料貯蔵設備
燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用），チャンネルボックス・バーナブルポイズン
取扱ピット（チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。）用，バーナブルポイズン（以下「ＢＰ」という。）用並びにチャンネルボックス及び
バーナブルポイズン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留濃縮度燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃料貯蔵ラック，燃料取扱装置及び燃料収
納缶で構成する。
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から移送した使用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り出す設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃料収納缶に収納した状態で移送し，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度燃料
貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。

設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図） 基本方針

設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

29

1.2.1.3　燃料送出し設備
燃料送出し設備は，燃料送出しピット，バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷＲ燃料用），バスケット仮置き架台（実入り用及び空用），バスケット
取扱装置及びバスケット搬送機で構成する。
燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料送出しピットに移送された使用済燃料集合体を，バスケット単位でバスケット仮置き架台に一時仮
置きした後，せん断処理施設に送り出す設計とする。 設置要求

使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
（許可文中、第3-2表、第3-1
図）

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ　その他の説明
書
Ⅵ-1-2-1　安全機
能を有する施設の
使用済燃料の貯蔵
施設等に関する説
明書

3.　評価 【3.　評価】
【3.2　強度評価】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価について説明する。
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価については、既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

6

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブ
ル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）については，プール水をその他再処理
設備の附属施設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換することにより，１系統で使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去し，燃料貯蔵
プール・ピット等の構造物の健全性を維持できるプール水冷却系を２系統設ける設計とする。
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）については，第２章　個別項目の「7.4　冷却水設備」に基づくも
のとする。

機能要求②
評価要求

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
・燃料送出しピット
使用済燃料貯蔵設備（プール
水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
計測制御設備（計測制御設
備）
・崩壊熱除去機能維持のため
のインターロック
安全冷却水系（安全冷却水
系）
（許可文中、第9.5-1表(2)、
第9.5-1,3図）

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（崩壊熱
除去）
評価方法（崩壊熱
除去）
評価（崩壊熱除
去）

8

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を内張りしたライニング構造とし，下部に排水口を設けない構造とするとと
もに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破損してもプール水が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集合体の落下時にもプール水の保持機能を失うような著しい損傷を生じない
ようにする設計とする。

機能要求②
設置要求
評価要求

使用済燃料貯蔵設備（プール
水冷却系）
（許可文中、第3-2表、第3-
12図）
使用済燃料貯蔵設備（補給水
設備）
（許可文中、第3-2表、第3-
13図）

【機能要求②】
使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
・燃料取出しピット
・燃料仮置きピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
・燃料移送水路
使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
・燃料貯蔵プール
・チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット
使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
・燃料送出しピット

基本方針
設計方針（貯蔵施
設）
評価条件（強度）
評価方法（強度）
評価（強度）

Ⅵ　その他の説明
書
Ⅵ-1-2-1　安全機
能を有する施設の
使用済燃料の貯蔵
施設等に関する説
明書

3.　評価 【3.　評価】
【3.2　強度評価】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価について説明する。
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価については、既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基
準への適合に関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

Ⅵ　その他の説明
書
Ⅵ-1-2-1　安全機
能を有する施設の
使用済燃料の貯蔵
施設等に関する説
明書

3.　評価 【3.　評価】
【3.1　冷却能力評価】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る冷却能力評価について説明する。
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る冷却能力評価については、既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技
術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

18

燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を取ることにより， 大容量まで使用済燃料集合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間距離がラック内
で 小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未臨界を保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
・燃焼度計測前燃料仮置き
ラック
・燃焼度計測後燃料仮置き
ラック

設計方針（単一ユ
ニットの臨界安全
設計）
設計方針（複数ユ
ニットの臨界安全
設計）

27

燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔をとることにより， 大容量まで使用済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間距離がラック内で 小
となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
・低残留濃縮度燃料貯蔵ラッ
ク
・高残留濃縮度燃料貯蔵ラッ
ク

設計方針（単一ユ
ニットの臨界安全
設計）
設計方針（複数ユ
ニットの臨界安全
設計）

30

バスケット及びバスケット仮置き架台は，適切な燃料間隔をとることにより， 大容量まで使用済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間
距離がラック内で 小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかなる場合でも未臨界に保つ設計とする。

機能要求②

使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
・バスケット（ＢＷＲ燃料用
及びＰＷＲ燃料用）
・バスケット仮置き架台（実
入り用及び空用）

設計方針（単一ユ
ニットの臨界安全
設計）
設計方針（複数ユ
ニットの臨界安全
設計）

15

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンは，使用済燃料輸送容器管理建屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い
設計とする。 機能要求①

使用済燃料受入れ設備（使用
済燃料輸送容器受入れ・保管
設備）
・使用済燃料輸送容器管理建
屋天井クレーン
・使用済燃料輸送容器移送台
車

基本方針
設計方針

19

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへ
の脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを設けるとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計
とする。
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地震時にも落下することのない設計とするとともに，燃料貯蔵プール上
及び燃料仮置きピット上を通過しない配置とし，万一のキャスクの落下の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないようにする設計とする。
燃料取出し装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又はつか
み具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，使用済燃料集
合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつり上げ防止，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ設備（燃料
取出し設備）
・使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋天井クレ－ン
・燃料取出し装置

基本方針
設計方針

24

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い設計とす
る。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料移
送設備）
・燃料移送水中台車

基本方針
設計方針

28

燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時及びつかみ
具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下することのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃料のつかみ不良
又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料貯
蔵設備）
・燃料取扱装置 基本方針

設計方針

31

バスケット取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つり上げ機構を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又
はつかみ具駆動用の空気源喪失時にもバスケットが落下することのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うためバスケットのつり上げ高さを0.35ｍ以下とし，バスケット落
下防止のインターロックを設ける設計とする。
バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化し，電源喪失時にもバスケットが下降しない設計とする。
また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため転倒防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①

使用済燃料貯蔵設備（燃料送
出し設備）
・バスケット取扱装置
・バスケット搬送機

基本方針
設計方針

Ⅵ　その他の説明
書
Ⅵ-1-1-10　搬送
設備に関する説明
書（第18条「搬送
設備」の添付書類
で記載する。）

－ － －

Ⅰ　核燃料物質の
臨界防止に関する
説明書（第4条
「核燃料物質の臨
界防止」の添付書
類で記載する。）

－ － －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

1 概要 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の概要について記載する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の概要について記載する。 補足すべき対象はない。

2
基本方針 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設における技術基準第19条第1項への適合のため基本方針につ

いて記載する。
－ 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設における技術基準第19条第1項への適合のため基本方針につ
いて記載する。

補足すべき対象はない。

2.1 使用済燃料の受入れ施設 使用済燃料の受入れ施設の構成について記載する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料の受入れ施設の構成について記載する。 補足すべき対象はない。

2.1.1 使用済燃料受入れ設備 使用済燃料受入れ設備の構成について記載する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料受入れ設備の構成について記載する。 補足すべき対象はない。

(1) 使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備 使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備の設計について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備の設計について説明する。 補足すべき対象はない。

(2) 燃料取出し準備設備 燃料取出し準備設備の設計について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 燃料取出し準備設備の設計について説明する。 補足すべき対象はない。

(3) 燃料取出し設備 燃料取出し設備の設計について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 燃料取出し設備の設計について説明する。 補足すべき対象はない。

(4) 使用済燃料輸送容器返却準備設備 使用済燃料輸送容器返却準備設備の設計について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料輸送容器返却準備設備の設計について説明する。 補足すべき対象はない。

(5) 使用済燃料輸送容器保守設備 使用済燃料輸送容器保守設備の設計について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料輸送容器保守設備の設計について説明する。 補足すべき対象はない。

2.2 使用済燃料の貯蔵施設 使用済燃料の貯蔵施設の構成について記載する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料の貯蔵施設の構成について記載する。 補足すべき対象はない。

2.2.1 使用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵設備の構成について記載する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料貯蔵設備の構成について記載する。 補足すべき対象はない。

(1) 燃料移送設備 燃料移送設備の設計について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 燃料移送設備の設計について説明する。 補足すべき対象はない。

(2) 燃料貯蔵設備 燃料貯蔵設備の設計について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 燃料貯蔵設備の設計について説明する。 補足すべき対象はない。

(3) 燃料送出し設備 燃料送出し設備の設計について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 燃料送出し設備の設計について説明する。 補足すべき対象はない。

(4) プール水浄化・冷却設備 プール水浄化・冷却設備の設計について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ プール水浄化・冷却設備の設計について説明する。 補足すべき対象はない。

(5) 補給水設備 補給水設備の設計について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 補給水設備の設計について説明する。 補足すべき対象はない。

3 評価

3.1 冷却能力評価 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る冷却能力評価について記載する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る冷却能力評価について記載する。 補足すべき対象はない。

3.2 強度評価 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価について記載する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価について記載する。 補足すべき対象はない。

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(1/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

 Ⅵ－１－２－１ 安全機能を有する施設の使

用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書 

1. 概要 

2. 基本方針 

2.1 使用済燃料の受入れ施設 

2.2 使用済燃料の貯蔵施設 

3. 評価 

 

  

 1. 概要 

 本資料は，「再処理施設の技術基準に関す

る規則」第十九条第１項に適合する設計とす

るため，使用済燃料の貯蔵施設等の設計につ

いて説明するものである。 

 

  

1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設

計に係る共通的な設計方針については，第 1

章 共通項目の「1. 核燃料物質の臨界防

止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉

じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防

止」，「6. 再処理施設内における溢水による

損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化

学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮

蔽」及び「9. 設備に対する要求」に基づく

ものとする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，

使用済燃料の受入れ施設及び使用済燃料の貯

蔵施設で構成する。 

 

使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収

納され再処理施設に輸送された使用済燃料集

合体の受入れ及びキャスクからの使用済燃料

集合体の取出しを行う設計とする。 

2. 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，

使用済燃料の受入れ施設及び使用済燃料の貯

蔵施設で構成する。 

 

使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収

納され再処理施設に輸送された使用済燃料集

合体の受入れ及びキャスクからの使用済燃料

集合体の取出しを行う設計とする。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(2/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

 

使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合

体を再処理するまでの期間の貯蔵及びせん断

処理施設への送出しを行う設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃料取出し

装置を用いて１日最大ＢＷＲ燃料 15.2ｔ・Ｕ

Ｐｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料 12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使

用済燃料集合体を受け入れることができ，年

間の最大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設

計とする。 

 

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール

は，最大再処理能力 800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再

処理に対して受け入れた燃料を３年間以上貯

蔵することができる設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納

使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流

路を確保し，キャスクに収納された使用済燃

料の崩壊熱を自然冷却により除去し，本保管

庫の構造物の健全性を維持する設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピッ

ト及び燃料仮置きピット並びに使用済燃料の

貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボッ

クス・バーナブル ポイズン取扱ピット，燃料

移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料

貯蔵プール・ピット等」という。）については，

プール水をその他再処理設備の附属施設の安

全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交

換することにより，１系統で使用済燃料から

の崩壊熱を適切に除去し，燃料貯蔵プール・

 

使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合

体を再処理するまでの期間の貯蔵及びせん断

処理施設への送出しを行う設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃料取出し

装置を用いて１日最大ＢＷＲ燃料 15.2ｔ・Ｕ

Ｐｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料 12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使

用済燃料集合体を受け入れることができ，年

間の最大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設

計とする。 

 

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール

は，最大再処理能力 800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再

処理に対して受け入れた燃料を３年間以上貯

蔵することができる設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納

使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流

路を確保し，キャスクに収納された使用済燃

料の崩壊熱を自然冷却により除去し，本保管

庫の構造物の健全性を維持する設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピッ

ト及び燃料仮置きピット並びに使用済燃料の

貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボッ

クス・バーナブル ポイズン取扱ピット，燃料

移送水路及び燃料送出しピット（以下「燃料

貯蔵プール・ピット等」という。）については，

プール水をその他再処理設備の附属施設の安

全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交

換することにより，１系統で年間 1,000ｔ・

ＵＰｒの使用済燃料集合体（冷却期間：１年，
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(3/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

ピット等の構造物の健全性を維持できるプー

ル水冷却系を２系統設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）につ

いては，第２章 個別項目の「7.4 冷却水設

備」に基づくものとする。 

 

7. その他再処理設備の附属施設 

7.2 給水施設及び蒸気供給施設 

7.2.2 冷却水設備 

7.2.2.2 安全冷却水系 

(1) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

用 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の

安全冷却水系（MOX 燃料加工施設と一部供用

（以下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除

熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃

料の貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換器及

びその他再処理設備の附属施設の第 1非常用

ディーゼル発電機等に冷却水を供給し，発生

燃焼度：平均 45,000ＭＷｄ／ｔ・ＵＰｒ）を

受け入れ，燃料貯蔵プールに 3,000ｔ・ＵＰｒ

が貯蔵された場合の崩壊熱を適切に除去し，

燃料貯蔵プール・ピット等の構造物の健全性

を維持できるプール水冷却系を２系統設ける

設計とする。 

 

なお，プール水冷却系とプール水浄化系と

の接続箇所には系統分離弁を設置し，地震時

に下位クラス設備であるプール水浄化系の配

管破損によりプール水が漏えいした際に，当

該漏えいを計測制御設備の流量計及び圧力計

により検知し，インターロックにより系統分

離弁をしゃ断することでプール水冷却系によ

る崩壊熱除去機能を維持する設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の

安全冷却水系の主な系統構成及び構成機器の

冷却能力に関する設計を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の

安全冷却水系（MOX 燃料加工施設と一部供用

（以下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除

熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃

料の貯蔵施設のプール水冷却系の熱交換器及

びその他再処理設備の附属施設の第 1非常用

ディーゼル発電機等に冷却水を供給し，発生
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(4/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

する熱を除去する設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の

安全冷却水系は，独立した 2 系列の冷却塔，

冷却水循環ポンプ等により構成し，1 系列の

運転でも必要とする熱除去ができる容量を有

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プ

ール水を適切に供給できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水

する熱を除去する設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安

全冷却水系は，独立した 2 系列の冷却塔，冷

却水循環ポンプ等により構成し，1 系列の運

転でも必要とする熱除去ができる容量を有す

る設計とする。 

 

なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設用の安全水冷却系において安全上重要な施

設の範囲と安全上重要な施設でない範囲との

接続箇所には系統分離弁を設置し，地震時に

安全上重要な施設でない範囲の配管破損によ

り冷却水が漏えいした際に，当該漏えいを計

測制御設備の液位計により検知し，インター

ロックにより系統分離弁をしゃ断することで

安全冷却水系による崩壊熱除去機能を維持す

る設計とする。 

 

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プ

ール水を適切に供給できる設計とする。 

 

 なお，補給水設備と使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設廃液処理系との接続箇所には

系統分離弁を設置し，地震時に下位クラス設

備である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設廃液処理系の配管破損により補給水が漏え

いした際に，当該漏えいを計測制御設備の液

位計により検知し，インターロックにより系

統分離弁をしゃ断することで補給水設備によ

るプール水位の維持機能を維持する設計とす

る。 

 

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(5/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

を防止するためステンレス鋼を内張りしたラ

イニング構造とし，下部に排水口を設けない

構造とするとともに，燃料貯蔵プール・ピッ

ト等に接続された配管が破損してもプール水

が流出しないように逆止弁を設置する設計と

する。 

 

さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライ

ニングは，万一の使用済燃料集合体の落下時

にもプール水の保持機能を失うような著しい

損傷を生じないようにする設計とする。 

 

 

 

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を

維持するため，燃料取出しピット，燃料仮置

きピット及びチャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン取扱ピットの越流せきから越流す

るプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び

脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出し

ピット，燃料仮置きピット及びチャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻

す設計とするとともに、燃料貯蔵プール及び

燃料送出しピットから越流するプール水を，

ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した

後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットへ

戻す設計とする。 

 

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃

料貯蔵プール・ピット等には漏えい検知装置

を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい

水を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃

液処理系へ移送できる設計とする。 

 

を防止するためステンレス鋼を内張りしたラ

イニング構造とし，下部に排水口を設けない

構造とするとともに，燃料貯蔵プール・ピッ

ト等に接続された配管が破損してもプール水

が流出しないように逆止弁を設置する設計と

する。 

 

さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライ

ニングは，万一の使用済燃料集合体の落下時

にもプール水の保持機能を失うような著しい

損傷を生じないようにする設計とする。 

 

 

 

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を

維持するため，燃料取出しピット，燃料仮置

きピット及びチャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン取扱ピットの越流せきから越流す

るプール水をポンプで昇圧し，ろ過装置及び

脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出し

ピット，燃料仮置きピット及びチャンネルボ

ックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻

す設計とするとともに、燃料貯蔵プール及び

燃料送出しピットから越流するプール水を，

ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した

後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットへ

戻す設計とする。 

 

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃

料貯蔵プール・ピット等には漏えい検知装置

を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい

水を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃

液処理系へ移送できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ⅴ-1-3-3 燃料体等又は重量物の落下によ

る使用済燃料貯蔵槽内の燃料体等の破損の防

止及び使用済燃料貯蔵槽の機能喪失の防止に

関する説明書】 

別紙１ 燃料集合体落下時の使用済燃料プ

ールライニングの健全性について 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(6/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及

び温度警報装置を設け，計測制御系統施設の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に警報を発する設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸

送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納する設計と

する。 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上１階

（一部地上３階，地下１階）の建物とする設

計とする。 

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上３階，

地下３階の建物とする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及

び温度警報装置を設け，計測制御系統施設の

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室に警報を発する設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸

送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納する設計と

する。 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上１階

（一部地上３階，地下１階）の建物とする設

計とする。 

 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上３階，

地下３階の建物とする設計とする。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(7/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

1.1 使用済燃料の受入れ施設 

 使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受

入れ設備２系列（一部１系列）で構成する。 

 

1.1.1 使用済燃料受入れ設備 

使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料輸送

容器受入れ・保管設備，燃料取出し準備設備，

燃料取出し設備，使用済燃料輸送容器返却準

備設備及び使用済燃料輸送容器保守設備で構

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 使用済燃料の受入れ施設 

 使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受

入れ設備２系列（一部１系列）で構成する。 

 

2.1.1 使用済燃料受入れ設備 

使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料輸送

容器受入れ・保管設備，燃料取出し準備設備，

燃料取出し設備，使用済燃料輸送容器返却準

備設備及び使用済燃料輸送容器保守設備で構

成する。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(8/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

1.1.1.1 使用済燃料輸送容器受入れ・保管設

備 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン，

使用済燃料輸送容器移送台車，使用済燃料収

納使用済燃料輸送容器保管庫及び空使用済燃

料輸送容器保管庫で構成する。 

 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，

トレーラトラックで使用済燃料輸送容器管理

建屋に搬入したキャスクを一時保管した後，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入する設計

とする。 

 

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

は，使用済燃料を収納したキャスクを保管す

るとともに，保管を必要とする空のキャスク

の基数が空使用済燃料輸送容器保管庫の容量

を上回る場合に，その上回った分の空のキャ

スクを一時保管する設計とする。 

 

空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャ

スクを保管する設計とする。 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン

は，使用済燃料輸送容器管理建屋に設置し，

キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二

重化，フックへの脱落防止金具取付けを施し，

逸走防止のインターロックを設けるととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

 

使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うた

(1) 使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備 

 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン，

使用済燃料輸送容器移送台車，使用済燃料収

納使用済燃料輸送容器保管庫及び空使用済燃

料輸送容器保管庫で構成する。 

 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，

トレーラトラックで使用済燃料輸送容器管理

建屋に搬入したキャスクを一時保管した後，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入する設計

とする。 

 

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

は，使用済燃料を収納したキャスクを保管す

るとともに，保管を必要とする空のキャスク

の基数が空使用済燃料輸送容器保管庫の容量

を上回る場合に，その上回った分の空のキャ

スクを一時保管する設計とする。 

 

空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャ

スクを保管する設計とする。 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン

は，使用済燃料輸送容器管理建屋に設置し，

キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二

重化，フックへの脱落防止金具取付けを施し，

逸走防止のインターロックを設けるととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

 

使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動

運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うた
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(9/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

め逸走防止のインターロックを設けるととも

に，転倒し難い設計とする。 

 

1.1.1.2 燃料取出し準備設備 

燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に搬入したキャスクから緩衝体を取

り外し，燃料取出し準備室にキャスクを移送

する設計とする。 

 

ここで，キャスク内部の浄化のため，キャ

スクの内部水の入替えを行った後，キャスク

を移送し，燃料取出しピットの防染バケット

に収納する設計とする。 

 

キャスクからの排水は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる

設計とする。 

 

1.1.1.3 燃料取出し設備 

燃料取出し設備は，燃料取出しピット，燃

料仮置きピット，燃焼度計測前燃料仮置きラ

ック，燃焼度計測後燃料仮置きラック，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ン，防染

バケット，燃料取出し装置で構成する。 

 

燃料取出し設備は，防染バケットに収納し

たキャスクを燃料取出しピット水中につり降

ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，使用

済燃料集合体を一体ずつキャスクから取り出

す設計とする。 

 

取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置

きピットの燃焼度計測前燃料仮置きラックに

仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装

め逸走防止のインターロックを設けるととも

に，転倒し難い設計とする。 

 

(2) 燃料取出し準備設備 

燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に搬入したキャスクから緩衝体を取

り外し，燃料取出し準備室にキャスクを移送

する設計とする。 

 

ここで，キャスク内部の浄化のため，キャ

スクの内部水の入替えを行った後，キャスク

を移送し，燃料取出しピットの防染バケット

に収納する設計とする。 

 

キャスクからの排水は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる

設計とする。 

 

(3) 燃料取出し設備 

燃料取出し設備は，燃料取出しピット，燃

料仮置きピット，燃焼度計測前燃料仮置きラ

ック，燃焼度計測後燃料仮置きラック，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ン，防染

バケット，燃料取出し装置で構成する。 

 

燃料取出し設備は，防染バケットに収納し

たキャスクを燃料取出しピット水中につり降

ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，使用

済燃料集合体を一体ずつキャスクから取り出

す設計とする。 

 

取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置

きピットの燃焼度計測前燃料仮置きラックに

仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(10/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

置を用いて平均濃縮度を測定し，平均濃縮度

が 3.5ｗｔ％以下であることを確認した後，

燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする

設計とする。 

 

その後，使用済燃料集合体を燃料移送水中

台車上のバスケットに収納する設計とする。 

 

なお，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超える使

用済燃料集合体及び著しい漏えいのある破損

燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納

し，燃料取出し装置の補助ホイストで取り扱

い，燃料移送水中台車に１体ずつ積載する設

計とする。 

 

燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を

取ることにより，最大容量まで使用済燃料集

合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間

距離がラック内で最小となるような厳しい状

態等，技術的に見て想定されるいかなる場合

でも未臨界を保つ設計とする。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，

キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二

重化，フックへの脱落防止金具取付けを施し，

逸走防止のインターロックを設けるととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

 

また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井ク

レーンは，脱輪防止装置を設け，地震時にも

落下することのない設計とするとともに，燃

料貯蔵プール上及び燃料仮置きピット上を通

置を用いて平均濃縮度を測定し，平均濃縮度

が 3.5ｗｔ％以下であることを確認した後，

燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする

設計とする。 

 

その後，使用済燃料集合体を燃料移送水中

台車上のバスケットに収納する設計とする。 

 

なお，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超える使

用済燃料集合体及び著しい漏えいのある破損

燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納

し，燃料取出し装置の補助ホイストで取り扱

い，燃料移送水中台車に１体ずつ積載する設

計とする。 

 

燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を

取ることにより，最大容量まで使用済燃料集

合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間

距離がラック内で最小となるような厳しい状

態等，技術的に見て想定されるいかなる場合

でも未臨界を保つ設計とする。 

 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，

キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二

重化，フックへの脱落防止金具取付けを施し，

逸走防止のインターロックを設けるととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

 

また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井ク

レーンは，脱輪防止装置を設け，地震時にも

落下することのない設計とするとともに，燃

料貯蔵プール上及び燃料仮置きピット上を通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通常時及び燃料間距

離がラック内で最小と

なるような厳しい状態

等」の指す内容は，燃

料間距離がラック内で

最小となるようラック

格子に偏心して配置さ

れた状態及び他の使用

済燃料集合体の落下，

転倒，接近により使用

済燃料集合体が他の使

用済燃料集合体に異常

に接近した状態のよう

な，燃料間距離がラッ

ク内で最小となる状態

の総称を示しているこ

とから，当該箇所では

許可の記載を用いた。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(11/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

過しない配置とし，万一のキャスクの落下の

場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しない

ようにする設計とする。 

 

燃料取出し装置は，使用済燃料集合体落下

を防止するために，つりワイヤを二重化し，

フックに脱落防止機構を施すとともに，電源

喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失時に

も使用済燃料集合体が落下することのないフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。 

 

また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため使用

済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下と

し，使用済燃料集合体のつかみ不良時及び荷

重異常時のつり上げ防止，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4 使用済燃料輸送容器返却準備設備 

使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用

済燃料取出し後の空のキャスクの返却に先立

ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キ

ャスク内部の確認，気密漏えい検査及び汚染

検査を行う設計とする。 

 

また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返

却準備設備にて保守を行うことができる設計

過しない配置とし，万一のキャスクの落下の

場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しない

ようにする設計とする。 

 

燃料取出し装置は，使用済燃料集合体落下

を防止するために，つりワイヤを二重化し，

フックに脱落防止機構を施すとともに，電源

喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失時に

も使用済燃料集合体が落下することのないフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。 

 

また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転と

し，運転を安全，かつ，確実に行うため使用

済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下と

し，使用済燃料集合体のつかみ不良時及び荷

重異常時のつり上げ防止，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。 

 

 防染バケットは，キャスク外表面の汚染低

減のためにキャスクを燃料取出しピットに沈

める際に使用する設計とする。 

防染バケットは，キャスクを収納し，つり

上げるために十分な強度を有する設計とする

とともに横転することのない設計とする。 

 

(4) 使用済燃料輸送容器返却準備設備 

使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用

済燃料取出し後の空のキャスクの返却に先立

ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キ

ャスク内部の確認，気密漏えい検査及び汚染

検査を行う設計とする。 

 

また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返

却準備設備にて保守を行うことができる設計
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(12/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

とする。 

 

1.1.1.5 使用済燃料輸送容器保守設備 

使用済燃料輸送容器保守設備は，保守室天

井クレーン，除染移送台車及び除染室天井ク

レーンで構成する。 

 

使用済燃料輸送容器保守設備では，空使用

済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収納使

用済燃料輸送容器保管庫から使用済燃料輸送

容器管理建屋の保守エリアに空のキャスクを

搬入し，空のキャスクを保守する設計とする。 

 

保守に当たっては，放射線業務従事者の被

ばくの低減を考慮し，必要に応じ，使用済燃

料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク

内面及び内部構造物の除染を行うことができ

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。 

 

(5) 使用済燃料輸送容器保守設備 

使用済燃料輸送容器保守設備は，保守室天

井クレーン，除染移送台車及び除染室天井ク

レーンで構成する。 

 

使用済燃料輸送容器保守設備では，空使用

済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収納使

用済燃料輸送容器保管庫から使用済燃料輸送

容器管理建屋の保守エリアに空のキャスクを

搬入し，空のキャスクを保守する設計とする。 

 

保守に当たっては，放射線業務従事者の被

ばくの低減を考慮し，必要に応じ，使用済燃

料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク

内面及び内部構造物の除染を行うことができ

る設計とする。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(13/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

1.2 使用済燃料の貯蔵施設 

使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵

設備１系列（一部２系列）で構成する。 

 

1.2.1 使用済燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃

料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水浄化・

冷却設備，補給水設備，代替注水設備，スプ

レイ設備，漏えい抑制設備，臨界防止設備及

び監視設備で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1 燃料移送設備 

燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃料移

送水中台車で構成する。 

 

燃料移送設備は，バスケットに収納された

使用済燃料集合体又は燃料収納缶に収納され

た使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃料

貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，燃料送

出し設備間の移送を行う設計とする。 

 

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，

運転を安全，かつ，確実に行うため逸走防止

のインターロックを設けるとともに，転倒し

難い設計とする。 

 

1.2.1.2 燃料貯蔵設備 

燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ

2.2 使用済燃料の貯蔵施設 

使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵

設備１系列（一部２系列）で構成する。 

 

2.2.1 使用済燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃

料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水浄化・

冷却設備，補給水設備，代替注水設備，スプ

レイ設備，漏えい抑制設備，臨界防止設備及

び監視設備で構成する。 

 

 これらの設備のうち，代替注水設備，スプ

レイ設備，漏えい抑制設備，臨界防止設備及

び監視設備の詳細は，「Ⅵ－１－２－２使用済

燃料貯蔵槽の冷却等のための設備に関する説

明書」に示す。 

 

(1) 燃料移送設備 

燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃料移

送水中台車で構成する。 

 

燃料移送設備は，バスケットに収納された

使用済燃料集合体又は燃料収納缶に収納され

た使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃料

貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，燃料送

出し設備間の移送を行う設計とする。 

 

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，

運転を安全，かつ，確実に行うため逸走防止

のインターロックを設けるとともに，転倒し

難い設計とする。 

 

(2) 燃料貯蔵設備 

燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(14/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢＷＲ燃料及び

ＰＷＲ燃料用），チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン取扱ピット（チャンネルボック

ス（以下「ＣＢ」という。）用，バーナブルポ

イズン（以下「ＢＰ」という。）用並びにチャ

ンネルボックス及びバーナブルポイズン（以

下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留濃縮

度燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃料貯蔵ラ

ック，燃料取扱装置及び燃料収納缶で構成す

る。 

 

燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から移送

した使用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装

置を用いてバスケットから取り出す設計とす

る。 

 

平均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のものは，燃

料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯蔵ラック

に収納し，貯蔵する設計とする。 

 

平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの及び

著しい漏えいのある破損燃料は，燃料収納缶

に収納した状態で移送し，燃料貯蔵プールの

高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵

する設計とする。 

 

ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処

理のため１体ずつ燃料取扱装置を用いてチャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピ

ット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）

へ移送し，ＣＢを取り外した後，燃料貯蔵ラ

ックへ戻す設計とする。 

 

燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢＷＲ燃料及び

ＰＷＲ燃料用），チャンネルボックス・バーナ

ブルポイズン取扱ピット（チャンネルボック

ス（以下「ＣＢ」という。）用，バーナブルポ

イズン（以下「ＢＰ」という。）用並びにチャ

ンネルボックス及びバーナブルポイズン（以

下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留濃縮

度燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃料貯蔵ラ

ック，燃料取扱装置及び燃料収納缶で構成す

る。 

 

燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から移送

した使用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装

置を用いてバスケットから取り出す設計とす

る。 

 

平均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のものは，燃

料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯蔵ラック

に収納し，貯蔵する設計とする。 

 

平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの及び

著しい漏えいのある破損燃料は，燃料収納缶

に収納した状態で移送し，燃料貯蔵プールの

高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵

する設計とする。 

 

ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処

理のため１体ずつ燃料取扱装置を用いてチャ

ンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピ

ット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バ

ーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）

へ移送し，ＣＢを取り外した後，燃料貯蔵ラ

ックへ戻す設計とする。 
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(15/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

 ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断

前の処理のために燃料貯蔵プ－ルで燃料取扱

装置を用いて取り外し，チャンネルボックス・

バーナブルポイズン取扱ピット（ＢＰ用）又

はチャンネルボックス・バーナブルポイズン

取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計

とする。 

 

 取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン取扱ピットにおい

て固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄

物処理設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

を用いて切断，減容した後，容器に詰め，燃

料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，

トレーラトラックで低レベル固体廃棄物処理

設備（チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋）へ移送する設計とする。 

 

燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔をとる

ことにより，最大容量まで使用済燃料集合体

を収納した場合に，通常時及び燃料間距離が

ラック内で最小となるような厳しい状態等，

技術的に見て想定されるいかなる場合でも未

臨界に保つ設計とする。 

 

燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落下を

防止するために，つりワイヤを二重化し，フ

ックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪

失時及びつかみ具駆動用の空気源喪失時にも

使用済燃料集合体が落下することのないフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

 

また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，

運転を安全，かつ，確実に行うため使用済燃

 ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断

前の処理のために燃料貯蔵プ－ルで燃料取扱

装置を用いて取り外し，チャンネルボックス・

バーナブルポイズン取扱ピット（ＢＰ用）又

はチャンネルボックス・バーナブルポイズン

取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計

とする。 

 

 取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボッ

クス・バーナブルポイズン取扱ピットにおい

て固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄

物処理設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）

を用いて切断，減容した後，容器に詰め，燃

料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，

トレーラトラックで低レベル固体廃棄物処理

設備（チャンネルボックス・バーナブルポイ

ズン処理建屋）へ移送する設計とする。 

 

燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔をとる

ことにより，最大容量まで使用済燃料集合体

を収納した場合に，通常時及び燃料間距離が

ラック内で最小となるような厳しい状態等，

技術的に見て想定されるいかなる場合でも未

臨界に保つ設計とする。 

 

燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落下を

防止するために，つりワイヤを二重化し，フ

ックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪

失時及びつかみ具駆動用の空気源喪失時にも

使用済燃料集合体が落下することのないフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

 

また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，

運転を安全，かつ，確実に行うため使用済燃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通常時及び燃料間距

離がラック内で最小と

なるような厳しい状態

等」の指す内容は，燃

料間距離がラック内で

最小となるようラック

格子に偏心して配置さ

れた状態及び他の使用

済燃料集合体の落下，

転倒，接近により使用

済燃料集合体が他の使

用済燃料集合体に異常

に接近した状態のよう

な，燃料間距離がラッ

ク内で最小となる状態

の総称を示しているこ
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別紙４ 

再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(16/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃

料のつかみ不良又は荷重異常時のつり上げ防

止及び逸走防止のインターロックを設ける設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3 燃料送出し設備 

燃料送出し設備は，燃料送出しピット，バ

スケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷＲ燃料用），

バスケット仮置き架台（実入り用及び空用），

バスケット取扱装置及びバスケット搬送機で

構成する。 

 

 燃料送出し設備は，バスケットに収納され，

燃料送出しピットに移送された使用済燃料集

合体を，バスケット単位でバスケット仮置き

架台に一時仮置きした後，せん断処理施設に

送り出す設計とする。 

 

バスケット及びバスケット仮置き架台は，

適切な燃料間隔をとることにより，最大容量

まで使用済燃料集合体を収納した場合に，通

常時及び燃料間距離がラック内で最小となる

ような厳しい状態等，技術的に見て想定され

るいかなる場合でも未臨界に保つ設計とす

る。 

 

 バスケット取扱装置は，使用済燃料集合体

落下を防止するために，つり上げ機構を二重

化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，

料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃

料のつかみ不良又は荷重異常時のつり上げ防

止及び逸走防止のインターロックを設ける設

計とする。 

 

 高残留濃縮度燃料貯蔵ラックは，燃料収納

缶に収納した燃料を貯蔵する設計とし，燃料

収納缶は，使用済燃料を収納し，搬送するた

めに十分な強度を有する設計とする。 

 

(3) 燃料送出し設備 

燃料送出し設備は，燃料送出しピット，バ

スケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷＲ燃料用），

バスケット仮置き架台（実入り用及び空用），

バスケット取扱装置及びバスケット搬送機で

構成する。 

 

 燃料送出し設備は，バスケットに収納され，

燃料送出しピットに移送された使用済燃料集

合体を，バスケット単位でバスケット仮置き

架台に一時仮置きした後，せん断処理施設に

送り出す設計とする。 

 

バスケット及びバスケット仮置き架台は，

適切な燃料間隔をとることにより，最大容量

まで使用済燃料集合体を収納した場合に，通

常時及び燃料間距離がラック内で最小となる

ような厳しい状態等，技術的に見て想定され

るいかなる場合でも未臨界に保つ設計とす

る。 

 

 バスケット取扱装置は，使用済燃料集合体

落下を防止するために，つり上げ機構を二重

化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，

とから，当該箇所では

許可の記載を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「通常時及び燃料間距

離がラック内で最小と

なるような厳しい状態

等」の指す内容は，他

のバスケットの落下，

転倒といった要因によ

るバスケット同士が異

常に接近した状態の総

称を示していることか

ら，当該箇所では許可

の記載を用いた。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(17/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失

時にもバスケットが落下することのないフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

 

また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運

転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため

バスケットのつり上げ高さを 0.35ｍ以下と

し，バスケット落下防止のインターロックを

設ける設計とする。 

 

バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重

化し，電源喪失時にもバスケットが下降しな

い設計とする。 

 

また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転

とし，運転を安全，かつ，確実に行うため転

倒防止及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。 

 

 

 

 

 

1.2.1.4 プール水浄化・冷却設備 

プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却

系及びプール水浄化系で構成する。 

 

プール水冷却系は，熱交換器及びポンプで

構成する。 

 

プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装置及

びポンプで構成する。 

 

 プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料か

電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失

時にもバスケットが落下することのないフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

 

また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運

転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため

バスケットのつり上げ高さを 0.35ｍ以下と

し，バスケット落下防止のインターロックを

設ける設計とする。 

 

バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重

化し，電源喪失時にもバスケットが下降しな

い設計とする。 

 

また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転

とし，運転を安全，かつ，確実に行うため転

倒防止及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。 

 

BWR 燃料用バスケット及び PWR 燃料用バス

ケットは，使用済燃料集合体を収納し，搬送

するために十分な強度を有する設計とする。 

 

(4) プール水浄化・冷却設備 

プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却

系及びプール水浄化系で構成する。 

 

プール水冷却系は，熱交換器及びポンプで

構成する。 

 

プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装置及

びポンプで構成する。 

 

 プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料か
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(18/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

ら発生する崩壊熱を熱交換器で除去し，燃料

貯蔵プール・ピット等の水を冷却するととも

に，ろ過及び脱塩して，水の純度及び透明度

を維持する設計とする。 

 

1.2.1.5 補給水設備 

 補給水設備は，補給水槽及びポンプで構成

する。 

 

補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃

料取出し準備設備，プール水浄化系，燃料貯

蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体

廃棄物の廃棄施設（低レベル廃液処理設備の

一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯

蔵系の一部）に補給する設計とする。 

 

補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設廃液処理系で処理した水を回収・貯

蔵するとともに，その他再処理設備の附属施

設の純水貯槽から純水を必要に応じ補給する

設計とする。 

ら発生する崩壊熱を熱交換器で除去し，燃料

貯蔵プール・ピット等の水を冷却するととも

に，ろ過及び脱塩して，水の純度及び透明度

を維持する設計とする。 

 

(5) 補給水設備 

 補給水設備は，補給水槽及びポンプで構成

する。 

 

補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃

料取出し準備設備，プール水浄化系，燃料貯

蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体

廃棄物の廃棄施設（低レベル廃液処理設備の

一部）及び固体廃棄物の廃棄施設（廃樹脂貯

蔵系の一部）に補給する設計とする。 

 

補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設廃液処理系で処理した水を回収・貯

蔵するとともに，その他再処理設備の附属施

設の純水貯槽から純水を必要に応じ補給する

設計とする。 

 

 

 

 

 

 3. 評価 

3.1 冷却能力評価 

 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫

及びプール水冷却系の冷却能力に関する設計

については，当該設備において認可を受けた

ものから構造等に変更はないことから，以下

の認可を受けたものに同じである。 

・平成５年４月 14日付け５安（核規）第 24

号にて認可を受けた第１回申請の設工認

申請書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術

基準への適合に関する説明書」の「添付－

１ 使用済燃料収納使用済燃料輸送容器

保管庫の冷却性能に関する計算書」 

  

 

使用済燃料収納使用済

燃料輸送容器保管庫の

冷却能力に関する設計

を「参考１ 使用済燃

料収納使用済燃料輸送

容器保管庫の冷却性能

に関する計算書」に示

す。 

また、プール水冷却系

の冷却能力に関する設

計を「参考２ プール
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(19/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

・平成５年12月27日付け５安（核規）第534

号にて認可を受けた第２回申請の設工認申請

書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準へ

の適合に関する説明書」の「添付－13 プー

ル水冷却系の冷却能力に関する計算書」 

 

3.2 強度評価 

 燃料貯蔵プール・ピット等のライニングに

関する設計については，当該設備において認

可を受けたものから構造等に変更はないこと

から，以下の認可を受けたものに同じである。 

・平成５年 12 月 27 日付け５安（核規）第

534号にて認可を受けた第２回申請の設工

認申請書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技

術基準への適合に関する説明書」の「添付

－3 ライニングの固定方法に関する説明

書」 

・平成５年 12 月 27 日付け５安（核規）第

534号にて認可を受けた第２回申請の設工

認申請書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技

術基準への適合に関する説明書」の「添付

－4 燃料集合体，燃料収納缶及びバスケ

ット落下時のライニングの健全性に関す

る説明書」 

 

 

 

 燃料貯蔵プール・ピット等の漏えい検知に

関する設計については，当該設備において認

可を受けたものから構造等に変更はないこと

から，以下の認可を受けたものに同じである。 

・平成５年12月27日付け５安（核規）第534

号にて認可を受けた第２回申請の設工認申請

書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準へ

水冷却系の冷却能力に

関する計算書」に示す。 

 

 

 

 

 

燃料貯蔵プール・ピッ

ト等のライニングに関

する設計を「参考３ 

ライニングの固定方法

に関する説明書」及び

「参考４ 燃料集合

体，燃料収納缶及びバ

スケット落下時のライ

ニングの健全性に関す

る説明書」に示す。 

 

再処理施設の参考４と

発電炉のⅤ-1-3-3 別

紙１は、ともに模擬燃

料集合体の落下試験結

果及び気中落下高さと

水中落下高さの運動エ

ネルギー比較を行って

いる 

 

燃料貯蔵プール・ピッ

ト等の漏えい検知に関

する設計を「参考５ 

燃料貯蔵プール等の漏

えい検知に関する説明

書」に示す。 
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再処理施設－発電炉 記載比較 

【Ⅵ-1-2-1 安全機能を有する施設の使用済燃料の貯蔵施設等に関する説明書】(20/20) 
再処理施設 発電炉 

備 考 
基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－２ 添付書類 

の適合に関する説明書」の「添付－14 燃料

貯蔵プール等の漏えい検知に関する説明書」 

 

 防染バケットの強度に関する設計について

は，当該設備において認可を受けたものから

構造等に変更はないことから，以下の認可を

受けたものに同じである。 

・平成５年12月27日付け５安（核規）第534

号にて認可を受けた第２回申請の設工認申請

書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準へ

の適合に関する説明書」の「添付－2 防染

バケット強度計算書」 

 

 燃料収納缶の強度に関する設計について

は，当該設備において認可を受けたものから

構造等に変更はないことから，以下の認可を

受けたものに同じである。 

・平成５年 12月 27日付け５安（核規）第 534

号にて認可を受けた第２回申請の設工認申請

書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準へ

の適合に関する説明書」の「添付－7 燃料収

納缶強度計算書」 

 

 バスケットの強度に関する設計について

は，当該設備において認可を受けたものから

構造等に変更はないことから，以下の認可を

受けたものに同じである。 

・平成６年７月22日付け６安（核規）第220

号にて認可を受けた第３回申請の設工認申請

書の「Ⅵ 設計及び工事の方法の技術基準へ

の適合に関する説明書」の「添付－2  BWR

燃料用バスケット及びPWR燃料用バスケット

強度計算書」 

 

 

 

防染バケットの強度に

関する設計を「参考６ 

防染バケット強度計算

書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

燃料収納缶の強度に関

する設計を「参考７  

燃料収納缶強度計算

書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

バスケットの強度に関

する設計を「参考８  

BWR 燃料用バスケット

及び PWR燃料用バスケ

ット強度計算書」に示

す。 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

参考１ 
 

 

 

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器

保管庫の冷却性能に関する計算書 

 

 

（使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫の冷却性能に関する計算書） 

平成 5 年 4 月 14 日付け５安（核規）第 24 号にて認可を受けた設工認申請書の添付

書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」の「添付－１ 使

用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫の冷却性能に関する計算書」 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

参考２ 
 

 

 

プール水冷却系の冷却能力に関する

計算書 

 

 

（プール水冷却系の冷却能力に関する計算書） 

平成 5 年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の添

付書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」の「添付－13 

プール水冷却系の冷却能力に関する計算書」 

87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



 

 

令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

参考３ 
 

 

 

ライニングの固定方法に関する説明

書 

 

 

（ライニングの固定方法に関する説明書） 

平成 5 年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の添

付書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」の「添付－３ 

ライニングの固定方法に関する説明書」 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

参考４ 
 

 

 

燃料集合体，燃料収納缶及びバスケ

ット落下時のライニングの健全性に

関する説明書 

 

 

（燃料集合体，燃料収納缶及びバスケット落下時のライニングの健全性に関する説

明書） 

平成 5 年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の添

付書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」の「添付－３ 

燃料集合体，燃料収納缶及びバスケット落下時のライニングの健全性に関する説明

書」 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

参考５ 
 

 

 

燃料貯蔵プール等の漏えい検知に関

する説明書 

 

 

（燃料貯蔵プール等の漏えい検知に関する説明書） 

平成 5 年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の添

付書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」の「添付－14 

燃料貯蔵プール等の漏えい検知に関する説明書」 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

参考６ 
 

 

 

防染バケット強度計算書 

 

 

（防染バケット強度計算書） 

平成 5 年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の添

付書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」の「添付－２ 

防染バケット強度計算書」 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

参考７ 
 

 

 

燃料収納缶強度計算書 

 

 

（燃料収納缶強度計算書） 

平成 5 年 12 月 27 日付け５安（核規）第 534 号にて認可を受けた設工認申請書の添

付書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」の「添付－７ 

燃料収納缶強度計算書」 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

参考８ 
 

 

 

BWR燃料用バスケット及び PWR燃料

用バスケット強度計算書 

 

 

（BWR燃料用バスケット及び PWR燃料用バスケット強度計算書） 

平成 6年 7月 22 日付け６安（核規）第 534号にて認可を受けた設工認申請書の添付

書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適合に関する説明書」の「添付－２ BWR

燃料用バスケット及び PWR燃料用バスケット強度計算書」 
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令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
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補足説明すべき項目の抽出
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙５①

補足すべき事項

1

第２章　個別項目
1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針
については，第1章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.
地盤」，「3.　自然現象等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災
等による損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷
の防止」，「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷
の防止」，「8.　遮蔽」及び「9.　設備に対する要求」に基づくもの
とする。

― ― ―

2

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計基準対象の設備は，使用
済燃料の受入れ施設及び使用済燃料の貯蔵施設で構成する。
使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸送さ
れた使用済燃料集合体の受入れ及びキャスクからの使用済燃料集合体
の取出しを行う設計とする。
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を再処理するまでの期間
の貯蔵及びせん断処理施設への送出しを行う設計とする。

3

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレー
ン及び燃料取出し装置を用いて１日 大ＢＷＲ燃料15.2ｔ・ＵＰｒ／
ｄ，ＰＷＲ燃料12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け入れるこ
とができ，年間の 大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。

4

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールは， 大再処理能力800ｔ・Ｕ

Ｐｒ／ｙでの再処理に対して受け入れた燃料を３年間以上貯蔵すること
ができる設計とする。

基本設計方針 添付書類

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

5

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫
は，冷却空気の流路を確保し，キャスクに収納された使用済燃料の崩
壊熱を自然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持する
設計とする。

6

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並
びに使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プール，チャンネルボックス・
バーナブル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピット
（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）については，プール
水をその他再処理設備の附属施設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器
を介して熱交換することにより，１系統で使用済燃料からの崩壊熱を
適切に除去し，燃料貯蔵プール・ピット等の構造物の健全性を維持で
きるプール水冷却系を２系統設ける設計とする。
プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び
貯蔵施設用）については，第２章　個別項目の「7.4　冷却水設備」に
基づくものとする。

冷-10

(1)　使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系（MOX燃料加

工施設と一部共用（以下同じ。））は，冷却塔により冷却水を除熱
し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料の貯蔵施設のプール水冷
却系の熱交換器及びその他再処理設備の附属施設の第1非常用ディーゼ
ル発電機等に冷却水を供給し，発生する熱を除去する設計とする。

冷-11

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立し
た2系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，1系列の運転で
も必要とする熱除去ができる容量を有する設計とする。

7

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる
設計とする。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

8

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス
鋼を内張りしたライニング構造とし，下部に排水口を設けない構造と
するとともに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破損し
てもプール水が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。
さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃
料集合体の落下時にもプール水の保持機能を失うような著しい損傷を
生じないようにする設計とする。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。
【3.　評価】
【3.2　強度評価】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価について説明
する。
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価については、
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。
【3.　評価】
【3.1　冷却能力評価】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る冷却能力評価について
説明する。
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る冷却能力評価について
は、既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適
合に関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

9

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため、燃料取出し
ピット，燃料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン取扱ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧し，
ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃
料仮置きピット及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱
ピットへ戻す設計とするとともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出し
ピットから越流するプール水を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で
脱塩した後，燃料貯蔵プール及び燃料送出しピットへ戻す設計とす
る。

10

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等に
は漏えい検知装置を設けて漏えいを検知する設計とし，漏えい水を使
用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とす
る。

11

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計
測制御系統施設の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警
報を発する設計とする。

12

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋に収納し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃
料受入れ・貯蔵建屋に収納する設計とする。
使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上１階（一部地上３階，地下１
階）の建物とする設計とする。
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上３階，地下３階の建物とする設
計とする。

13

1.1　使用済燃料の受入れ施設
　使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ設備２系列（一部１
系列）で構成する。
1.1.1　使用済燃料受入れ設備
　使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，
燃料取出し準備設備，燃料取出し設備，使用済燃料輸送容器返却準備
設備及び使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。

14

1.1.1.1　使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，使用済燃料輸送容器管理建
屋天井クレーン，使用済燃料輸送容器移送台車，使用済燃料収納使用
済燃料輸送容器保管庫及び空使用済燃料輸送容器保管庫で構成する。
使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラトラックで使用済
燃料輸送容器管理建屋に搬入したキャスクを一時保管した後，使用済
燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入する設計とする。
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を収納した
キャスクを保管するとともに，保管を必要とする空のキャスクの基数
が空使用済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その上回った
分の空のキャスクを一時保管する設計とする。
空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する設計とす
る。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

15

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンは，使用済燃料輸送容器管
理建屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，
フックへの脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを
設けるとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ
機構を有する設計とする。
使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，か
つ，確実に行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転
倒し難い設計とする。

16

1.1.1.2　燃料取出し準備設備
燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキャ
スクから緩衝体を取り外し，燃料取出し準備室にキャスクを移送する
設計とする。
ここで，キャスク内部の浄化のため，キャスクの内部水の入替えを
行った後，キャスクを移送し，燃料取出しピットの防染バケットに収
納する設計とする。
キャスクからの排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処
理系へ移送できる設計とする。

17

1.1.1.3　燃料取出し設備
燃料取出し設備は，燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃焼度計
測前燃料仮置きラック，燃焼度計測後燃料仮置きラック，使用済燃料
受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ン，防染バケット，燃料取出し装置で構
成する。
燃料取出し設備は，防染バケットに収納したキャスクを燃料取出し
ピット水中につり降ろし，水中でキャスクの蓋を取り外し，使用済燃
料集合体を一体ずつキャスクから取り出す設計とする。
取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃
料仮置きラックに仮置きし，計測制御系統施設の燃焼度計測装置を用
いて平均濃縮度を測定し，平均濃縮度が3.5ｗｔ％以下であることを確
認した後，燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする設計とする。
その後，使用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納
する設計とする。
なお，平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏
えいのある破損燃料を取り扱う場合には，燃料収納缶に収納し，燃料
取出し装置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体ずつ
積載する設計とする。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。
【3.　評価】
【3.2　強度評価】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価について説明
する。
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価については、
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

18

燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を取ることにより， 大容量
まで使用済燃料集合体を収納した場合でも，通常時及び燃料間距離が
ラック内で 小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定される
いかなる場合でも未臨界を保つ設計とする。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。
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別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

19

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料受入れ・貯
蔵建屋に設置し，キャスクの落下防止のため，つりワイヤの二重化，
フックへの脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロックを
設けるとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ
機構を有する設計とする。
また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，脱輪防止装置を
設け，地震時にも落下することのない設計とするとともに，燃料貯蔵
プール上及び燃料仮置きピット上を通過しない配置とし，万一のキャ
スクの落下の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないようにする
設計とする。
燃料取出し装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワ
イヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時
又はつかみ具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下する
ことのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確
実に行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，使用
済燃料集合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつり上げ防止，逸走防
止のインターロックを設ける設計とする。

20

1.1.1.4　使用済燃料輸送容器返却準備設備
使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキャ
スクの返却に先立ち，キャスク外面の除染，内部水の排水，キャスク
内部の確認，気密漏えい検査及び汚染検査を行う設計とする。
また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備にて保守を行う
ことができる設計とする。

21

1.1.1.5　使用済燃料輸送容器保守設備
使用済燃料輸送容器保守設備は，保守室天井クレーン，除染移送台車
及び除染室天井クレーンで構成する。
使用済燃料輸送容器保守設備では，空使用済燃料輸送容器保管庫又は
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫から使用済燃料輸送容器管
理建屋の保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保守す
る設計とする。
保守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，必要
に応じ，使用済燃料輸送容器管理建屋の除染エリアでキャスク内面及
び内部構造物の除染を行うことができる設計とする。

22

1.2　使用済燃料の貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）
で構成する。
1.2.1　使用済燃料貯蔵設備
使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設
備，プール水浄化・冷却設備，補給水設備，代替注水設備，スプレイ
設備，漏えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設備で構成する。

23

1.2.1.1　燃料移送設備
燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃料移送水中台車で構成する。
燃料移送設備は，バスケットに収納された使用済燃料集合体又は燃料
収納缶に収納された使用済燃料集合体の燃料取出し設備，燃料貯蔵設
備間の移送及び燃料貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行う設計と
する。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

24

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に
行うため逸走防止のインターロックを設けるとともに，転倒し難い設
計とする。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。

25

1.2.1.2　燃料貯蔵設備
燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用並び
にＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料用），チャンネルボックス・バーナブル
ポイズン取扱ピット（チャンネルボックス（以下「ＣＢ」という。）
用，バーナブルポイズン（以下「ＢＰ」という。）用並びにチャンネ
ルボックス及びバーナブルポイズン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）
用），低残留濃縮度燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃料貯蔵ラック，
燃料取扱装置及び燃料収納缶で構成する。
燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から移送した使用済燃料集合体を１
体ずつ燃料取扱装置を用いてバスケットから取り出す設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度
燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。
平均濃縮度が2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料
は，燃料収納缶に収納した状態で移送し，燃料貯蔵プールの高残留濃
縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。
【3.　評価】
【3.2　強度評価】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価について説明
する。
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価については、
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

26

ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のためチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボック
ス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送し，ＣＢ
を取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻す設計とする。
ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断前の処理のために燃料貯蔵
プ－ルで燃料取扱装置を用いて取り外し，チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボックス・バー
ナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計とする。
取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボックス・バーナブルポイズン
取扱ピットにおいて固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理
設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容した後，容
器に詰め，燃料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，トレーラ
トラックで低レベル固体廃棄物処理設備（チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋）へ移送する設計とする。

27

燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔をとることにより， 大容量まで
使用済燃料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間距離がラック
内で 小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるいかな
る場合でも未臨界に保つ設計とする。

28

燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイ
ヤを二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時及
びつかみ具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下するこ
とのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に
行うため使用済燃料集合体のつり上げ高さを６ｍ以下とし，燃料のつ
かみ不良又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロッ
クを設ける設計とする。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

29

1.2.1.3　燃料送出し設備
燃料送出し設備は，燃料送出しピット，バスケット（ＢＷＲ燃料用及
びＰＷＲ燃料用），バスケット仮置き架台（実入り用及び空用），バ
スケット取扱装置及びバスケット搬送機で構成する。
燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料送出しピットに移送
された使用済燃料集合体を，バスケット単位でバスケット仮置き架台
に一時仮置きした後，せん断処理施設に送り出す設計とする。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。
【3.　評価】
【3.2　強度評価】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価について説明
する。
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る強度評価については、
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合に
関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

30

バスケット及びバスケット仮置き架台は，適切な燃料間隔をとること
により， 大容量まで使用済燃料集合体を収納した場合に，通常時及
び燃料間距離がラック内で 小となるような厳しい状態等，技術的に
見て想定されるいかなる場合でも未臨界に保つ設計とする。

31

バスケット取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つ
り上げ機構を二重化し，フックに脱落防止機構を施すとともに，電源
喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失時にもバスケットが落下する
ことのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，か
つ，確実に行うためバスケットのつり上げ高さを0.35ｍ以下とし，バ
スケット落下防止のインターロックを設ける設計とする。
バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化し，電源喪失時にもバス
ケットが下降しない設計とする。
また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，
確実に行うため転倒防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計
とする。

32

1.2.1.4　プール水浄化・冷却設備
プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で構
成する。
プール水冷却系は，熱交換器及びポンプで構成する。
プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装置及びポンプで構成する。
プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交換
器で除去し，燃料貯蔵プール・ピット等の水を冷却するとともに，ろ
過及び脱塩して，水の純度及び透明度を維持する設計とする。

33

1.2.1.5　補給水設備
補給水設備は，補給水槽及びポンプで構成する。
補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料取出し準備設備，プール
水浄化系，燃料貯蔵プール・ピット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物
の廃棄施設（低レベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃棄施
設（廃樹脂貯蔵系の一部）に補給する設計とする。
補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で処
理した水を回収・貯蔵するとともに，その他再処理設備の附属施設の
純水貯槽から純水を必要に応じ補給する設計とする。

Ⅵ-1-2-1　安全
機能を有する施
設の使用済燃料
の貯蔵施設等に
関する説明書

【2.　基本方針】
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計について説明する。

補足すべき対象はない。
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補足説明すべき項目の抽出
（第19条　使用済燃料の貯蔵施設等　第1項）

別紙５②

展開要否 理由

発電炉の補足説明資料には、本条文に該当する内容の資料はない。基本設計方針からの展開では、補足すべき事項はない。

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開では補足すべき事項がなく、また、発電炉の補足説明資料には本条文

に該当する内容の資料がないことから、確認の結果として追加で補足すべき事項はない。

なお、補足説明事項がないため別紙５③は作成しない。
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別紙６ 
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

第２章 個別項目 

1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目

の「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，

「5. 火災等による損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵燃③-1,7,貯蔵燃⑤-1, 貯蔵燃⑧-1 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済燃料の貯蔵施設で構成す

る。 

貯蔵燃③-3,9, 貯蔵燃⑤-2 貯蔵燃⑧-3 

使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸送された使用済燃料集合体の受入れ

及びキャスクからの使用済燃料集合体の取出しを行う設計とする。 

使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を再処理するまでの期間の貯蔵及びせん断処理施設への

送出しを行う設計とする。 

 

 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃料取出し装置を用いて

１日最大ＢＷＲ燃料 15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料 12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け入れ

ることができ，年間の最大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 個別項目 

1.使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第 1章 共通項目

の「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，

「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7. 再処

理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」

に基づくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設は，使用済燃料の受入れ施設及び使用済燃料の貯蔵施設で構成

する。 

 

使用済燃料の受入れ施設は，キャスクに収納され再処理施設に輸送された使用済燃料集合体の受入れ

及びキャスクからの使用済燃料集合体の取出しを行う設計とする。 

使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料集合体を再処理するまでの期間の貯蔵及びせん断処理施設への送

出しを行う設計とする。 

 

 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン及び燃料取出し装置を用いて

１日最大ＢＷＲ燃料 15.2ｔ・ＵＰｒ／ｄ，ＰＷＲ燃料 12.9ｔ・ＵＰｒ／ｄの使用済燃料集合体を受け入れ

ることができ，年間の最大受入れ量は，1,000ｔ･ＵＰｒとする設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】 

：既設工認に記載されている内容と同様 
  
：既設工認に記載されている内容と全く同じではないが、既設 
 工認の記載を詳細展開した内容であり、設計上実施していたもの 
  
：その他既設工認に記載されていないが、従前より設計上考慮して 
 実施していたもの 
 
：既認可等のエビデンス 

既設工認 本文（第２回及び第３回申請） 

既設工認 本文（第２回申請，第３回申請及び燃料輸送容器保守設備 設備工事） 

既設工認に記載はないが、既許可において記載があり，既設工認時から基本設計方針に変更がな

いため，変更前に記載。なお，既許可において，使用済燃料の受入れ施設における使用済燃料の

受入れ能力を記載している。 

 

既許可 本文及び添付書類六 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

貯蔵燃③-12 

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールは，最大再処理能力 800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対して受

け入れた燃料を３年間以上貯蔵することができる設計とする。 

貯蔵燃①-2,貯蔵燃②-1,2 

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保し，キ

ャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持す

る設計とする。 

貯蔵燃③-17, 貯蔵燃④-3,貯蔵燃③-16 

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに使用済燃料の貯蔵施設の燃

料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピ

ット（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）については，プール水をその他再処理設備の附属施

設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換することにより，１系統で使用済燃料からの崩壊

熱を適切に除去し，燃料貯蔵プール・ピット等の構造物の健全性を維持できるプール水冷却系を２系統

設ける設計とする。 

プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）については，第２

章 個別項目の「7.4 冷却水設備」に基づくものとする。 

貯蔵燃③-11 

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる設計とする。 

 

貯蔵燃③-4,13,18,貯蔵燃④-1,4 

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を内張りしたライニング構造

とし，下部に排水口を設けない構造とするとともに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破

損してもプール水が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。 

 

貯蔵燃③-6,15,貯蔵燃④-2 

さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集合体の落下時にもプール水

の保持機能を失うような著しい損傷を生じないようにする設計とする。 

 

貯蔵燃③-19,貯蔵燃④-5 

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及び

チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧

し，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及びチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設計とするとともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出

しピットから越流するプール水を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及

び燃料送出しピットへ戻す設計とする。 

 

使用済燃料の貯蔵施設の燃料貯蔵プールは，最大再処理能力 800ｔ・ＵＰｒ／ｙでの再処理に対して受

け入れた燃料を３年間以上貯蔵することができる設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設の使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，冷却空気の流路を確保し，

キャスクに収納された使用済燃料の崩壊熱を自然冷却により除去し，本保管庫の構造物の健全性を維持

する設計とする。 

 

使用済燃料の受入れ施設の燃料取出しピット及び燃料仮置きピット並びに使用済燃料の貯蔵施設の燃

料貯蔵プール，チャンネルボックス・バーナブル ポイズン取扱ピット，燃料移送水路及び燃料送出しピ

ット（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）については，プール水をその他再処理設備の附属施

設の安全冷却水系の冷却水と熱交換器を介して熱交換することにより，１系統で使用済燃料からの崩壊

熱を適切に除去し，燃料貯蔵プール・ピット等の構造物の健全性を維持できるプール水冷却系を２系統

設ける設計とする。 

プール水の冷却に必要な安全冷却水系（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用）については，第２

章 個別項目の「7.4 冷却水設備」に基づくものとする。 

 

使用済燃料の貯蔵施設の補給水設備は，プール水を適切に供給できる設計とする。 

 

 

燃料貯蔵プール・ピット等の内面は，漏水を防止するためステンレス鋼を内張りしたライニング構造

とし，下部に排水口を設けない構造とするとともに，燃料貯蔵プール・ピット等に接続された配管が破

損してもプール水が流出しないように逆止弁を設置する設計とする。 

 

 

さらに，燃料貯蔵プール・ピット等のライニングは，万一の使用済燃料集合体の落下時にもプール水

の保持機能を失うような著しい損傷を生じないようにする設計とする。 

 

 

プール水浄化系は，水の純度及び透明度を維持するため，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及び

チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットの越流せきから越流するプール水をポンプで昇圧

し，ろ過装置及び脱塩装置でろ過及び脱塩した後，燃料取出しピット，燃料仮置きピット及びチャンネ

ルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットへ戻す設計とするとともに、燃料貯蔵プール及び燃料送出

しピットから越流するプール水を，ポンプで昇圧し，一部を脱塩装置で脱塩した後，燃料貯蔵プール及

び燃料送出しピットへ戻す設計とする。 

既設工認 本文（第２回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第１回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

貯蔵燃③-5,14, 貯蔵燃④-6,貯蔵燃⑤-4, 貯蔵燃⑥-1 

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏えい検知装置を設けて漏え

いを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計

とする。 

貯蔵燃④-4, 貯蔵燃⑤-5,貯蔵燃⑥-1 

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計測制御系統施設の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発する設計とする。 

 

貯蔵燃①-1 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納

し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納する設計とする。 

 

貯蔵燃①-5, 貯蔵燃⑦-1 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上１階（一部地上３階，地下１階）の建物とする設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上３階，地下３階の建物とする設計とする。 

 

貯蔵燃③-1, 貯蔵燃⑧-1 

1.1 使用済燃料の受入れ施設 

 使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料受入れ設備２系列（一部１系列）で構成する。 

1.1.1 使用済燃料受入れ設備 

使用済燃料受入れ設備は，使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備，燃料取出し準備設備，燃料取出し

設備，使用済燃料輸送容器返却準備設備及び使用済燃料輸送容器保守設備で構成する。 

 

貯蔵燃①-3,貯蔵燃③-2,貯蔵燃③-3, 貯蔵燃①-4 

1.1.1.1 使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーン，使用済燃料輸

送容器移送台車，使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫及び空使用済燃料輸送容器保管庫で構成す

る。 

使用済燃料輸送容器受入れ・保管設備は，トレーラトラックで使用済燃料輸送容器管理建屋に搬入し

たキャスクを一時保管した後，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入する設計とする。 

使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，使用済燃料を収納したキャスクを保管するとともに，

保管を必要とする空のキャスクの基数が空使用済燃料輸送容器保管庫の容量を上回る場合に，その上回

った分の空のキャスクを一時保管する設計とする。 

空使用済燃料輸送容器保管庫は，空のキャスクを保管する設計とする。 

 

 

なお，万一のプール水の漏えいに対し，燃料貯蔵プール・ピット等には漏えい検知装置を設けて漏え

いを検知する設計とし，漏えい水を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計

とする。 

 

また，燃料貯蔵プールには水位警報装置及び温度警報装置を設け，計測制御系統施設の使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に警報を発する設計とする。 

 

 

使用済燃料の受入れ施設は，使用済燃料輸送容器管理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納

し，使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に収納する設計とする。 

 

 

使用済燃料輸送容器管理建屋は，地上１階（一部地上３階，地下１階）の建物とする設計とする。 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋は，地上３階，地下３階の建物とする設計とする。 

 

 

1.1 使用済燃料の受入れ施設 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回および第３回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回および第３回申請） 

既設工認 本文（第１回申請） 

既設工認 本文（第１回申請及び燃料輸送容器保守設備 増設） 

既設工認 本文（第１回，第２回申請及び燃料輸送容器保守設備 設備工事） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第１回及び第２回申請） 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

貯蔵燃③-22,貯蔵燃④-7,8 

使用済燃料輸送容器管理建屋天井クレーンは，使用済燃料輸送容器管理建屋に設置し，キャスクの落

下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへの脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロッ

クを設けるとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計とする。 

 

貯蔵燃③-23,貯蔵燃④-7 

使用済燃料輸送容器移送台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため逸走防止の

インターロックを設けるとともに，転倒し難い設計とする。 

 

貯蔵燃③-3 

1.1.1.2 燃料取出し準備設備 

燃料取出し準備設備は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に搬入したキャスクから緩衝体を取り外し，燃

料取出し準備室にキャスクを移送する設計とする。 

ここで，キャスク内部の浄化のため，キャスクの内部水の入替えを行った後，キャスクを移送し，燃

料取出しピットの防染バケットに収納する設計とする。 

キャスクからの排水は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系へ移送できる設計とする。 

 

貯蔵燃③-2, 貯蔵燃③-3 

1.1.1.3 燃料取出し設備 

燃料取出し設備は，燃料取出しピット，燃料仮置きピット，燃焼度計測前燃料仮置きラック，燃焼度

計測後燃料仮置きラック，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレ－ン，防染バケット，燃料取出し装置

で構成する。 

燃料取出し設備は，防染バケットに収納したキャスクを燃料取出しピット水中につり降ろし，水中で

キャスクの蓋を取り外し，使用済燃料集合体を一体ずつキャスクから取り出す設計とする。 

取り出した使用済燃料集合体は，燃料仮置きピットの燃焼度計測前燃料仮置きラックに仮置きし，計

測制御系統施設の燃焼度計測装置を用いて平均濃縮度を測定し，平均濃縮度が 3.5ｗｔ％以下であること

を確認した後，燃焼度計測後燃料仮置きラックに仮置きする設計とする。 

その後，使用済燃料集合体を燃料移送水中台車上のバスケットに収納する設計とする。 

なお，平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超える使用済燃料集合体及び著しい漏えいのある破損燃料を取り扱う

場合には，燃料収納缶に収納し，燃料取出し装置の補助ホイストで取り扱い，燃料移送水中台車に１体

ずつ積載する設計とする。 

貯蔵燃③-24,貯蔵燃④-9 

燃料仮置きラックは，適切なラック間隔を取ることにより，最大容量まで使用済燃料集合体を収納し

た場合でも，通常時及び燃料間距離がラック内で最小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定さ

れるいかなる場合でも未臨界を保つ設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 

既設工認 本文（第２回申請） 

既設工認 本文（第２回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

貯蔵燃③-25,貯蔵燃④-7,8,貯蔵燃③-26,貯蔵燃④-7,8 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，キャスクの落

下防止のため，つりワイヤの二重化，フックへの脱落防止金具取付けを施し，逸走防止のインターロッ

クを設けるとともに，電源喪失時にもつり荷を保持できるフェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーンは，脱輪防止装置を設け，地震時にも落下すること

のない設計とするとともに，燃料貯蔵プール上及び燃料仮置きピット上を通過しない配置とし，万一の

キャスクの落下の場合にも燃料貯蔵プ－ルの機能を喪失しないようにする設計とする。 

燃料取出し装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤを二重化し，フックに脱落

防止機構を施すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下

することのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，燃料取出し装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため使用済燃料集合体

のつり上げ高さを６ｍ以下とし，使用済燃料集合体のつかみ不良時及び荷重異常時のつり上げ防止，逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。 

貯蔵燃③-3 

1.1.1.4 使用済燃料輸送容器返却準備設備 

使用済燃料輸送容器返却準備設備は，使用済燃料取出し後の空のキャスクの返却に先立ち，キャスク

外面の除染，内部水の排水，キャスク内部の確認，気密漏えい検査及び汚染検査を行う設計とする。 

また，必要に応じて使用済燃料輸送容器返却準備設備にて保守を行うことができる設計とする。 

貯蔵燃⑧-2,貯蔵燃⑧-3 

1.1.1.5 使用済燃料輸送容器保守設備 

使用済燃料輸送容器保守設備は，保守室天井クレーン，除染移送台車及び除染室天井クレーンで構成

する。 

使用済燃料輸送容器保守設備では，空使用済燃料輸送容器保管庫又は使用済燃料収納使用済燃料輸送

容器保管庫から使用済燃料輸送容器管理建屋の保守エリアに空のキャスクを搬入し，空のキャスクを保

守する設計とする。 

保守に当たっては，放射線業務従事者の被ばくの低減を考慮し，必要に応じ，使用済燃料輸送容器管

理建屋の除染エリアでキャスク内面及び内部構造物の除染を行うことができる設計とする。 

 

貯蔵燃③-7,貯蔵燃⑤-1 

1.2 使用済燃料の貯蔵施設 

使用済燃料の貯蔵施設は，使用済燃料貯蔵設備１系列（一部２系列）で構成する。 

1.2.1 使用済燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水浄化・冷却設備及

び補給水設備で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 使用済燃料の貯蔵施設 

変更なし 

1.2.1 使用済燃料貯蔵設備 

使用済燃料貯蔵設備は，燃料移送設備，燃料貯蔵設備，燃料送出し設備，プール水浄化・冷却設備，

補給水設備，代替注水設備，スプレイ設備，漏えい抑制設備，臨界防止設備及び監視設備で構成する。 

 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 

既設工認 本文（第２回申請） 

既設工認 本文（燃料輸送容器保守設備 設備工事） 

既設工認 本文（第２回，第３回申請） 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

貯蔵燃③-8,貯蔵燃⑤-3,貯蔵燃③-9,貯蔵燃⑤-2 

1.2.1.1 燃料移送設備 

燃料移送設備は，燃料移送水路及び燃料移送水中台車で構成する。 

燃料移送設備は，バスケットに収納された使用済燃料集合体又は燃料収納缶に収納された使用済燃料

集合体の燃料取出し設備，燃料貯蔵設備間の移送及び燃料貯蔵設備，燃料送出し設備間の移送を行う設

計とする。 

貯蔵燃⑤-6, 貯蔵燃⑥-2 

燃料移送水中台車は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため逸走防止のインターロ

ックを設けるとともに，転倒し難い設計とする。 

貯蔵燃③-8,貯蔵燃③-9 

1.2.1.2 燃料貯蔵設備 

燃料貯蔵設備は，燃料貯蔵プール（ＢＷＲ燃料用，ＰＷＲ燃料用並びにＢＷＲ燃料及びＰＷＲ燃料

用），チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（チャンネルボックス（以下「ＣＢ」とい

う。）用，バーナブルポイズン（以下「ＢＰ」という。）用並びにチャンネルボックス及びバーナブル

ポイズン（以下「ＣＢ・ＢＰ」という。）用），低残留濃縮度燃料貯蔵ラック，高残留濃縮度燃料貯蔵

ラック，燃料取扱装置及び燃料収納缶で構成する。 

燃料貯蔵設備は，燃料取出し設備から移送した使用済燃料集合体を１体ずつ燃料取扱装置を用いてバ

スケットから取り出す設計とする。 

貯蔵燃③-9 

平均濃縮度が 2.0ｗｔ％以下のものは，燃料貯蔵プールの低残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵

する設計とする。 

平均濃縮度が 2.0ｗｔ％を超えるもの及び著しい漏えいのある破損燃料は，燃料収納缶に収納した状態

で移送し，燃料貯蔵プールの高残留濃縮度燃料貯蔵ラックに収納し，貯蔵する設計とする。 

貯蔵燃③-10,21 

ＢＷＲ使用済燃料集合体は，せん断前の処理のため１体ずつ燃料取扱装置を用いてチャンネルボック

ス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ用）又はチャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピッ

ト（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送し，ＣＢを取り外した後，燃料貯蔵ラックへ戻す設計とする。 

 ＰＷＲ使用済燃料集合体のＢＰは，せん断前の処理のために燃料貯蔵プ－ルで燃料取扱装置を用いて

取り外し，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピット（ＢＰ用）又はチャンネルボックス・

バーナブルポイズン取扱ピット（ＣＢ・ＢＰ用）へ移送する設計とする。 

 取り外したＣＢ・ＢＰは，チャンネルボックス・バーナブルポイズン取扱ピットにおいて固体廃棄物

の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）を用いて切断，減容した

後，容器に詰め，燃料取出しピットへ移送し，運搬容器に収納し，トレーラトラックで低レベル固体廃

棄物処理設備（チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋）へ移送する設計とする。 

 

 

1.2.1.1 燃料移送設備 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 燃料貯蔵設備 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文（第２回，第３回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第３回申請） 

既設工認 本文（第２回申請） 

既設工認 本文（第２回申請） 

既設工認 本文（第２回申請） 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

貯蔵燃③-27,貯蔵燃④-9 

燃料貯蔵ラックは，適切な燃料間隔をとることにより，最大容量まで使用済燃料集合体を収納した場

合に，通常時及び燃料間距離がラック内で最小となるような厳しい状態等，技術的に見て想定されるい

かなる場合でも未臨界に保つ設計とする。 

貯蔵燃③-28,貯蔵燃④-7,8 

燃料取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つりワイヤを二重化し，フックに脱落防

止機構を施すとともに，電源喪失時及びつかみ具駆動用の空気源喪失時にも使用済燃料集合体が落下す

ることのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，燃料取扱装置は遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため使用済燃料集合体のつ

り上げ高さを６ｍ以下とし，燃料のつかみ不良又は荷重異常時のつり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。 

貯蔵燃③-8, 貯蔵燃⑤-3,貯蔵燃③-9, 貯蔵燃⑤-2 

1.2.1.3 燃料送出し設備 

燃料送出し設備は，燃料送出しピット，バスケット（ＢＷＲ燃料用及びＰＷＲ燃料用），バスケット

仮置き架台（実入り用及び空用），バスケット取扱装置及びバスケット搬送機で構成する。 

 燃料送出し設備は，バスケットに収納され，燃料送出しピットに移送された使用済燃料集合体を，バ

スケット単位でバスケット仮置き架台に一時仮置きした後，せん断処理施設に送り出す設計とする。 

 

貯蔵燃⑤-7, 貯蔵燃⑥-4 

バスケット及びバスケット仮置き架台は，適切な燃料間隔をとることにより，最大容量まで使用済燃

料集合体を収納した場合に，通常時及び燃料間距離がラック内で最小となるような厳しい状態等，技術

的に見て想定されるいかなる場合でも未臨界に保つ設計とする。 

 

貯蔵燃⑤-8,9,貯蔵燃⑥-2,3 

 バスケット取扱装置は，使用済燃料集合体落下を防止するために，つり上げ機構を二重化し，フック

に脱落防止機構を施すとともに，電源喪失時又はつかみ具駆動用の空気源喪失時にもバスケットが落下

することのないフェイルセイフ機構を有する設計とする。 

また，バスケット取扱装置は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うためバスケットの

つり上げ高さを 0.35ｍ以下とし，バスケット落下防止のインターロックを設ける設計とする。 

バスケット搬送機は，つり上げ機構を二重化し，電源喪失時にもバスケットが下降しない設計とす

る。 

また，バスケット搬送機は，遠隔自動運転とし，運転を安全，かつ，確実に行うため転倒防止及び逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3 燃料送出し設備 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第２回申請） 

既設工認 本文（第２回及び第３回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第３回申請） 

既設工認 本文 添付書類Ⅵ（第３回申請） 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 

 

変 更 前 変 更 後 

貯蔵燃③-7,貯蔵燃③-8, 貯蔵燃③-8 

1.2.1.4 プール水浄化・冷却設備 

プール水浄化・冷却設備は，プール水冷却系及びプール水浄化系で構成する。 

プール水冷却系は，熱交換器及びポンプで構成する。 

プール水浄化系は，ろ過装置，脱塩装置及びポンプで構成する。 

 プール水浄化・冷却設備は，使用済燃料から発生する崩壊熱を熱交換器で除去し，燃料貯蔵プール・

ピット等の水を冷却するとともに，ろ過及び脱塩して，水の純度及び透明度を維持する設計とする。 

 

貯蔵燃③-8,貯蔵燃③-9,貯蔵燃③-20 

1.2.1.5 補給水設備 

 補給水設備は，補給水槽及びポンプで構成する。 

補給水設備は，補給水槽に貯蔵した水を燃料取出し準備設備，プール水浄化系，燃料貯蔵プール・ピ

ット等，燃焼度計測装置，液体廃棄物の廃棄施設（低レベル廃液処理設備の一部）及び固体廃棄物の廃

棄施設（廃樹脂貯蔵系の一部）に補給する設計とする。 

補給水槽には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系で処理した水を回収・貯蔵するとと

もに，その他再処理設備の附属施設の純水貯槽から純水を必要に応じ補給する設計とする。 

 

 

1.2.1.4 プール水浄化・冷却設備 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.5 補給水設備 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文（第２回申請） 

既設工認 本文（第２回申請） 
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第２章 個別項目 

3. 製品貯蔵施設

製品貯蔵施設の設計に係る共通的な設

計方針については，第１章 共通項目の

「1. 核燃料物質の臨界防止」，「2. 

地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉

じ込めの機能」，「5. 火災等による損

傷の防止」，「6. 再処理施設内におけ

る溢水による損傷の防止」，「7. 再処

理施設内における化学薬品の漏えいによ

る損傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 

設備に対する要求」に基づくものとす

る。 

 製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱

硝設備で処理したウラン酸化物（以下

「UO3」という。）粉末を受け入れ，貯

蔵するウラン酸化物貯蔵設備及び脱硝施

設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備

で処理したウラン・プルトニウム混合酸

化物（UO2・ PuO2，以下「MOX」とい

う。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で

構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラ

ン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に

収納する設計とする。製③-1

ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上2階，

地下2階の建物とする設計とする。製③-

2 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋は，地上1階，地下4階の建物とする

設計とする。製③-3 

製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するため

に必要な容量を有する設計とする。製① 

ロ．再処理施設の一般構造

(７)その他の主要な構造

(ⅰ)安全機能を有する施設

(ｉ)使用済燃料の貯蔵施設等

ウラン酸化物貯蔵建屋及びウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に収納さ

れる製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するた

めに必要な容量を有する設計とする。製

① 

1. 安全設計

1.9 再処理施設に関する「再処理施設の

位置，構造及び設備の基準に関する

規則」への適合性 

1.9.17 使用済燃料の貯蔵施設等 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十七条 再処理施設には、次に掲

げるところにより、使用済燃料の受

入れ施設（安全機能を有する施設に

属するものに限る。）及び貯蔵施設

（安全機能を有する施設に属するも

のに限る。）を設けなければならな

い。 

一 使用済燃料を受け入れ、又は貯

蔵するために必要な容量を有するも

のとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じ

られているものであること。 

２ 再処理施設には、次に掲げると

ころにより、製品貯蔵施設（安全機

能を有する施設に属するものに限

る。）を設けなければならない。 

一 製品を貯蔵するために必要な容

量を有するものとすること。 

二 冷却のための適切な措置が講じ

られているものであること。 

適合のための設計方針 

第２項について 

 ＵＯ３の貯蔵容量は，4,000ｔ・Ｕ

（ここでいうｔ・Ｕは金属ウラン質量換

算である。）のＵＯ３を貯蔵できる容量

を有する設計とする。【製◇1 】なお，

ＵＯ３については，崩壊熱量が少ないた

め常時冷却の必要はない。製◇2  

 ＭＯＸの貯蔵容量は，60ｔ・（Ｕ＋Ｐ

ｕ）（ここでいうｔ・（Ｕ＋Ｐｕ）は金

属ウラン及び金属プルトニウム質量換算

である。）のＭＯＸを貯蔵できる容量と

し，【製◇1 】混合酸化物貯蔵容器から

の崩壊熱による過度な温度上昇を防ぐた

め，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵建屋換気設備の多重化した排風機によ

り崩壊熱を除去する設計とする。製◇2  

2. 燃料貯蔵設備

（貯蔵容量に関係しない記載であるため
中略） 

新燃料貯蔵庫は，通常時の燃料取替を

考慮し，適切な貯蔵能力を有し，全炉心

燃料の約 30 ％を収納できる設計とす

る。 

使用済燃料プールは，約 290 ％炉心

分の燃料の貯蔵が可能であり，さらに放

射化された機器等の貯蔵及び取扱いがで

きるスペースを確保した設計とする。な

お，通常運転中，全炉心の燃料体等を貯

蔵できる容量を確保できる設計とする。 

使用済燃料乾式貯蔵設備は，使用済燃

料を全炉心燃料の約 190 ％相当分貯蔵

できる容量を有する設計とする。 

（以降は貯蔵容量に関係しない記載であ
るため省略） 

 

 

 

 

製③-1（P2から） 

製③-2（P2から） 

製③-3（P2から） 

【凡例】 
下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 

波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 

灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 

：発電炉との差異の理由 ：許可からの変更点等 

事業指定基準規則 

（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十七条 

２ 再処理施設には、次に

掲げるところにより、製品

貯蔵施設（安全機能を有す

る施設に属するものに限

る。）を設けなければなら

ない。  

一 製品を貯蔵するため

に必要な容量を有するもの

とすること。製① 

（発電炉の記載）

＜不一致の理由＞

発電炉の技術基準の解釈として，１炉

心分以上の容量確保に関する要求があ

るため。

【許可からの変更点】

基本設計方針は，設工認申

請書に適した記載とするた

め，原則として語尾を「設計と

する。」に統一する。また，語

尾の前の部分についても合わ

せて適正化する（以下同様）。

【許可からの変更点】

他の基本設計方針の記載と

横並びをとり、記載を適正化し

た。

【許可からの変更点】

基本設計方針の冒頭部分で設備構成

を示していることから、設備構成に関

する記載は省略する。（以下同様）
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（使用済燃料の貯蔵施設等） 

第十九条 

２ 製品貯蔵施設は、製品の

崩壊熱を安全に除去し得るよ

うに設置されていなければな

らない。製② 

 

 

 

ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去

のための常時冷却は不要であり，【製

④】ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備は，多重化された排風機で強制冷

却することにより，必要な崩壊熱除去を

行う設計とする。製②-1,2

 なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設

置する系統に関する設計方針について

は，第２章 個別項目の「5. 放射性廃

棄物の廃棄施設」の「5.1.4 換気設

備」に示す。 

また，製品の冷却のための適切な措置

を講ずる設計とする。製②-1 

製品貯蔵施設のうち，ウラン酸化物貯

蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却

は不要であり，【製④】ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重化さ

れた排風機で強制冷却することにより，

必要な崩壊熱除去を行う設計とする。製

②-2

ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備

(１)構造

製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱

硝設備で処理したＵＯ３を受け入れ貯蔵

するウラン酸化物貯蔵設備及び脱硝施設

のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で

処理したＭＯＸを受け入れ，貯蔵するウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウ

ラン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

に収納する。製③-1 

ウラン酸化物貯蔵建屋の主要構造【製

□1 】は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨

鉄筋コンクリート造）で，【製□1 】地上

２階，地下２階，建築面積約2,700ｍ２

【製□1 】の建物である。製③-2 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋の主要構造【製□1 】は，鉄筋コンク

リート造で，【製□1 】地上１階，地下４

階，建築面積約2,700ｍ２【製□1 】の建

物である。製③-3

ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図

を第110図から第114図に，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概

要図を第115図から第120図に示す。製□2

 

 

 

2.3.11  ウラン酸化物貯蔵建屋

ウラン酸化物貯蔵建屋は，製品貯蔵施

設のウラン酸化物貯蔵設備等を収納す

る。製◇2  

主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，【製

◇1 】地上２階【製◇3 】（地上高さ約13

ｍ），【製◇1 】地下２階【製◇3 】，平

面が約53ｍ（南北方向）×約53ｍ（東西

方向）の建物であり，堅固な基礎版上に

設置する。製◇3  

ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置図を第

2.3－64 図～第 2.3－68 図に示す。製◇4  

2.3.12  ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋は，製品貯蔵施設のウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵設備等を収納す

る。製◇2
主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

【製◇1 】地上１階【製◇3 】（地上高さ

約14ｍ）【製◇1 】，地下４階【製

◇3 】，平面が約56ｍ（南北方向）×約

52ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な

基礎版上に設置する。製◇1  

ＭＯＸ燃料加工施設へＭＯＸを収納す

る混合酸化物貯蔵容器を払い出すため，

地下４階において貯蔵容器搬送用洞道と

接続する。また，貯蔵容器搬送用洞道及

びＭＯＸ燃料加工施設の燃料加工建屋の

一部は，負圧管理の境界として共用す

る。製◇ 5  
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋機器配置図を第2.3－69図～第2.3－

74図に示す。製◇4  

（崩壊熱除去に関係しない記載であるた
め中略） 
使用済燃料乾式貯蔵設備は，自然冷却

によって使用済燃料からの崩壊熱を外部

に放出できる構造とし，適切に熱を除去

できる設計とする。 

（以降は崩壊熱除去に関係しない記載で
あるため省略） 

製③-1（P1へ） 

製③-2（P1へ） 

製③-3（P1へ） 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可本文の記載を受け，ウ

ラン酸化物の常時冷却は不

要であること示す。

（双方の記載）

＜不一致の理由＞

崩壊熱除去に関する要求は同じだが，使用済燃料乾式貯蔵設備は自然

冷却，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は換気設備により空冷を

することにより崩壊熱除去を行うことから，冷却の方法に差異があるため。

【許可からの変更点】

製品の冷却のための適切な措置を講

ずる設計を具体化した。
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ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界安

全管理を要する機器は，技術的に見て想

定されるいかなる場合でも，形状寸法管

理，質量管理及び同位体組成管理並びに

これらの組合せにより，単一ユニットと

して臨界を防止できる設計とする。製⑦

-1,3 

 ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニット

は，中性子吸収材管理を組み合わせて適

切に配置すること，また，ウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵設備の単一ユニ

ットは，適切に配置することにより，複

数ユニットとして臨界を防止できる設計

とする。製⑦-2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 製品貯蔵施設 

5.1 概要 

 製品貯蔵施設は，ウラン酸化物貯蔵設

備及びウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備で構成する。製◇3  

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設の

ウラン脱硝設備で生成したＵＯ３粉末の

製品を貯蔵する設備である。製◇3  

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備で生成したＭＯＸ粉末の

製品を貯蔵する設備である。製◇3  

 なお，製品貯蔵施設は，ウラン－235

濃縮度が全ウランの 1.6wt％以下のウラ

ンのＵＯ３粉末並びにウラン－235 濃縮

度が全ウランの 1.6wt％以下のウラン及

びプルトニウム－240 重量比が全プルト

ニウムの 1７wt％以上のプルトニウムの

ＭＯＸ粉末を受け入れる。製◇8  

 

5.2 ウラン酸化物貯蔵設備 

5.2.1 概要 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設の

ウラン脱硝設備で生成した製品であるＵ

Ｏ３粉末を充てんしたウラン酸化物貯蔵

容器を受け入れ，貯蔵し，払い出す設備

である。製◇3  

 

5.2.2 設計方針 

(１)臨界安全 

 ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理

を要する機器は，技術的に見て想定され

るいかなる場合でも，形状寸法管理，質

量管理及び同位体組成管理並びにこれら

の組合せにより，単一ユニットとして臨

界を防止できる設計とする。製⑦-1 

 

 

また，各単一ユニットは，中性子吸収

材管理を組み合わせて適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防

止できる設計とする。製⑦-2 

(２)落下防止 

 貯蔵室クレーン等の搬送機器は，電源

喪失時におけるつり荷の保持，又は逸走

防止を行い，移送物の落下及び転倒を防

止できる設計とする。製◇9  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑦-3（P7から） 

 

 

 

 

 

 

 

製⑦-4（P7から） 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 
ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨

界防止に関する設計方針をまとめ，記

載を適正化した。 
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ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3粉末を

ウラン酸化物貯蔵容器に封入することに

より，閉じ込め機能を確保できる設計と

する。製⑧-1 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，MOX粉末充てん済みの粉末缶を

混合酸化物貯蔵容器に封入することによ

り，閉じ込め機能を確保できる設計とす

る。製⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ウラン酸化物貯蔵設備 

ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設の

ウラン脱硝設備から UO3 粉末を封入した

ウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵

容器搬送台車及び昇降リフトで搬送し，

移載クレーンで貯蔵バスケットに収納

後，バスケット搬送台車及び昇降リフト

で搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に貯

蔵する設計とする。製⑤-1 

UO3 粉末を封入したウラン酸化物貯蔵

容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵室

クレーン，バスケット搬送台車及び昇降

リフトを用いてトラックヤードから払い

出す設計とする。製⑤-2 

ウラン脱硝設備から受け入れた一部の

UO3粉末及び貯蔵室に貯蔵した一部の UO3
粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保管した

後，脱硝塔内の流動層を形成するため，

又は UO3 溶解槽で溶解するため，脱硝施

設のウラン脱硝設備に移送する設計とす

る。製⑤-3 

貯蔵室に貯蔵した一部の UO3 粉末は，

保障措置検査のため貯蔵容器取扱室へ移

送した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計と

する。また，貯蔵室に貯蔵した空き容量

を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移

送し，UO3 粉末を封入したウラン酸化物

貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室に貯

蔵する設計とする。製⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)閉じ込め 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，ＵＯ３粉末

をウラン酸化物貯蔵容器に封入すること

により，閉じ込め機能を確保できる設計

とする。製⑧-1 

(４)貯蔵容量 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，適切な貯蔵

容量を有する設計とする。製◇3  

 

5.2.3 主要設備の仕様 

 ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の仕

様を第 5.2－1 表に示す。製◇4  

 なお，貯蔵バスケット概要図を第 5.2

－1 図に示す。製◇4  

 

5.2.4 系統構成及び主要設備 

 ウラン酸化物貯蔵設備の 大貯蔵能力

は，4,000t・Ｕである。製◇1  

(１)系統構成 

 ウラン酸化物貯蔵設備は, 脱硝施設の

ウラン脱硝設備からＵＯ３粉末を封入し

たウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯

蔵容器搬送台車及び昇降リフトで搬送

し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収

納後，バスケット搬送台車及び昇降リフ

トで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に

貯蔵する。製⑤-1 

ＵＯ３粉末を封入したウラン酸化物貯

蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵

室クレーン，バスケット搬送台車及び昇

降リフトを用いてトラックヤードから払

い出す。製⑤-2 

ウラン脱硝設備から受け入れた一部の

ＵＯ３粉末及び貯蔵室に貯蔵した一部の

ＵＯ３粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保

管した後，脱硝塔内の流動層を形成する

ため，又はＵＯ３溶解槽で溶解するた

め，脱硝施設のウラン脱硝設備に移送す

る。製⑤-3 

貯蔵室に貯蔵した一部のＵＯ３粉末

は，保障措置検査のため貯蔵容器取扱室

へ移送した後，再度貯蔵室に貯蔵する。

また，貯蔵室に貯蔵した空き容量を有す

る貯蔵バスケットは，搬送室へ移送し，

ＵＯ３粉末を封入したウラン酸化物貯蔵

容器を収納した後，再度貯蔵室に貯蔵す

る。製⑤-4 

(２)主要設備 

 ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理

を要する機器は，形状寸法管理，質量管

理及び同位体組成管理並びにこれらの組

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑧-2（P7から） 
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 貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯

蔵容器 1本を軌道上において取り扱い，

ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し

難い構造とするとともに，取り扱い時の

搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とす

る。製⑨-1,⑪-1 

 

 昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車 1台

又はバスケット搬送台車 1台を載せたま

ま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する

設備であり，コンクリート軀体内を昇降

する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも

荷を保持するフェイルセイフ機構を有す

る設計とするとともに，運転を安全かつ

確実に行うため，逸走防止のインターロ

ックを設ける設計とする。製⑨-2,⑪-2 

 

 移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容

器 1本をつり上げて取り扱い，ウラン酸

化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止

するため，つりワイヤの二重化を施すと

ともに，電源喪失時にもつり荷を保持す

るフェイルセイフ機構を有する設計とす

る。製⑨-3,⑪-3 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高

さを 5ｍ以下とし，つかみ不良時のつり

上げ防止及び逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。製⑨-4,⑪-4 

 

 バスケット搬送台車は，貯蔵バスケッ

ト 1基を軌道上において取り扱い，貯蔵

バスケットが転倒及び落下し難い構造と

するとともに，取り扱い時の搬送を安全

かつ確実に行うため，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。製⑨-5,

⑪-5 

 

 貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット 1

基を取り扱い，貯蔵バスケット取り扱い

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合せにより，単一ユニットとして臨界を

防止する設計とする。製◇3  

また，各単一ユニットは，中性子吸収

材管理を組み合わせて適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防

止する設計とする製◇3  

ウラン酸化物貯蔵設備の主要設備の臨

界安全管理表を第 5.2－２表に示す。製

◇4  

ａ．貯蔵容器搬送台車 

 貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯

蔵容器１本を軌道上において取り扱い，

ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し

難い構造とするとともに，取り扱い時の

搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とす

る。製⑨-1,⑪-1 

ｂ．昇降リフト 

 昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車１台

又はバスケット搬送台車１台を載せたま

ま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する

設備であり，コンクリート軀体内を昇降

する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも

荷を保持するフェイルセイフ機構を有す

る設計とするとともに，運転を安全かつ

確実に行うため，逸走防止のインターロ

ックを設ける設計とする。製⑨-2,⑪-2 

ｃ．移載クレーン 

 移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容

器１本をつり上げて取り扱い，ウラン酸

化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止

するため，つりワイヤの二重化を施すと

ともに，電源喪失時にもつり荷を保持す

るフェイルセイフ機構を有する設計とす

る。製⑨-3,⑪-3 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高

さを５ｍ以下とし，つかみ不良時のつり

上げ防止及び逸走防止のインターロック

を設ける設計とする。製⑨-4,⑪-4 

ｄ．バスケット搬送台車 

 バスケット搬送台車は，貯蔵バスケッ

ト１基を軌道上において取り扱い，貯蔵

バスケットが転倒及び落下し難い構造と

するとともに，取り扱い時の搬送を安全

かつ確実に行うため，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。製⑨-5,

⑪-5 

ｅ．貯蔵室クレーン 

 貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット１

基を取り扱い，貯蔵バスケット取り扱い
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時の落下を防止するため，つりワイヤの

二重化を施すとともに，電源喪失時にも

つり荷を保持するフェイルセイフ機構を

有する設計とする。製⑨-6,⑪-6 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，貯蔵バスケットのつり上げ高さを6

ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防

止及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。製⑨-7,⑪-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時の落下を防止するため，つりワイヤの
二重化を施すとともに，電源喪失時にも

つり荷を保持するフェイルセイフ機構を

有する設計とする。製⑨-8,⑪-6 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，貯蔵バスケットのつり上げ高さを６

ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防

止及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。製⑨-7,⑪-7 

 

5.2.5 試験・検査 

 ウラン酸化物貯蔵容器等の機器は，外

観検査等の品質保証活動のもとに製作を

行う。製◇8  

 貯蔵容器搬送台車等の搬送機器は，定

期的に作動試験及び検査を実施する。製

◇6  

 

 

5.2.6 評価 

(１)臨界安全 

 ウラン酸化物貯蔵設備の臨界安全管理

を要する機器は，技術的に見て想定され

るいかなる場合にも第 5.2－２表の臨界

安全管理表に示す形状寸法管理，質量管

理及び同位体組成管理並びにこれらの組

合せにより，単一ユニットとして臨界を

防止できる。製◇3  

 また，各単一ユニットは，中性子吸収

材管理を組合わせて適切に配置する設計

とするので，複数ユニットとして臨界を

防止できる。製◇3  

(２)落下防止 

 貯蔵室クレーン等の搬送機器は，つり

ワイヤの二重化，電源喪失時におけるつ

り荷の保持機構，及び逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とするので，移送

物の落下及び転倒を防止できる。製◇3  

(３)閉じ込め 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，ＵＯ３粉末

をウラン酸化物貯蔵容器に封入する設計

とするので，閉じ込め機能を確保でき

る。製◇3  

(４)貯蔵容量 

 ウラン酸化物貯蔵設備は，製品である

ＵＯ３粉末を 4,000ｔ・Ｕ貯蔵できる。

製◇1  

 

5.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備 

5.3.1 概要 
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ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，ウラン・プルトニウム混合脱硝

設備からＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶

を収納した混合酸化物貯蔵容器を受入

れ，貯蔵し，払い出す設備である。製

◇3  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備のうち，粉末缶及び混合酸化物貯蔵

容器は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する

とともに，【製⑨-10】ＭＯＸ燃料加工

施設の洞道搬送台車は再処理施設と共用

する。製◇5  

また，ＭＯＸ燃料加工施設から洞道搬

送台車でＭＯＸ粉末取出し後の粉末缶を

収納した混合酸化物貯蔵容器を受け入

れ，貯蔵ホールで一時保管した後，再使

用する。製◇5  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋とＭＯＸ燃料加工施設（洞道）を接

続する設計とする。接続部に対しては，

地震，火災及び溢水による影響を受けな

いよう，建屋間のエキスパンションジョ

イントによる接続，洞道境界への３時間

以上の耐火能力を有する扉の設置及び建

屋内での堰の設置を行う設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない設計とする。製◇5

5.3.2 設計方針 

(１)臨界安全

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備で臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合で

も，形状寸法管理，質量管理及び同位体

組成管理並びにこれらの組合せにより，

単一ユニットとして臨界を防止できる設

計とする。製⑦-3 

また，各単一ユニットは，適切に配置

することにより，複数ユニットとして臨

界を防止できる設計とする。製⑦-4 

(２)落下防止

昇降機等の搬送機器は，電源喪失時に

おけるつり荷の保持又は逸走防止を行

い，移送物の落下及び転倒を防止できる

設計とする。製◇9  

(３)閉じ込め

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，ＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶

を混合酸化物貯蔵容器に封入することに

より，閉じ込め機能を確保できる設計と

する。製⑧-2 

製⑩-10（P9へ） 

製⑦-3（P3へ） 

製⑦-4（P3へ） 

製⑧-2（P4へ） 

【許可からの変更点】

章立てより，粉末缶及び混合酸化物貯

蔵容器は，設備区分がウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵設備に該当する

ことが分かるため，当該記載は省略す

る。
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3.2 ウラン・プルトニウム混合酸化物

貯蔵設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備から MOX 粉末充てん済み

の粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容器

を受け入れ，貯蔵容器台車及び昇降機に

より搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯

蔵する設計とする。製⑥-1 

混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出

す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取

り出し，貯蔵容器台車，昇降機，移載

機，払出台車，運搬容器台車及び天井ク

レーンを用いてローディングドックから

払い出す設計とする。製⑥-2 

 

 

 

貯蔵ホールに貯蔵した一部の MOX 粉末

は，保障措置検査のため，脱硝施設のウ

ラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移送

した後，再度貯蔵ホールに貯蔵する設計

とする。製⑥-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)崩壊熱除去 

 貯蔵ホールは，崩壊熱による過度の温

度上昇を防止するため，適切な冷却機能

を有する設計とする。製◇3  

(５)貯蔵容量 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，適切な貯蔵容量を有する設計と

する。製◇3  

(６)共用 

 粉末缶，混合酸化物貯蔵容器及びＭＯ

Ｘ燃料加工施設の洞道搬送台車【製

◇4 】は，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。製⑨-11 

 

5.3.3 主要設備の仕様 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の主要設備の仕様を第 5.3－１表に

示す。また，共用するＭＯＸ燃料加工施

設の主要設備の仕様を第 5.3－２表に示

す。製◇4  

なお，貯蔵ホール概要図を第 5.3－１

図に示す。製◇4  

 

5.3.4 系統構成及び主要設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の 大貯蔵能力は，60ｔ・（Ｕ＋Ｐ

ｕ）である。製◇1  

(１)系統構成 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備からＭＯＸ粉末充てん済

みの粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容

器を受け入れ，貯蔵容器台車，昇降機等

により搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに

貯蔵する。【製⑥-1】混合酸化物貯蔵容

器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車

で貯蔵ホールから取り出し，貯蔵容器台

車，昇降機，移載機，払出台車，洞道搬

送台車【製◇5 】等を用いてローディン

グドック又は台車移動室【製◇5 】から

払い出す。【製⑥-2】また，ＭＯＸ燃料

加工施設から洞道搬送台車でＭＯＸ粉末

取り出し後の粉末缶を収納した混合酸化

物貯蔵容器を受け入れる。製◇5  

貯蔵ホールに貯蔵した一部のＭＯＸ粉

末は，保障措置検査のため，脱硝施設の

ウラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移

送した後，再度貯蔵ホールに貯蔵する。

製⑥-3 

(２)主要設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑩-11（P9へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点】 

「貯蔵容器台車，昇降機，移

載機，払出台車等」について

対象を明確にした。 

【許可からの変更点】 

「貯蔵容器台車，昇降機等」

について対象を明確にした。 
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粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，

MOX 燃料加工施設と共用し，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。製⑩-1,2,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器

1 本を軌道上において取り扱い，混合酸

化物貯蔵容器が転倒し難い構造とすると

ともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確

実に行うため，逸走防止のインターロッ

ク及び衝突防止のインターロックを設け

る設計とする。製⑨-8,⑪-8 

 

 

 

 

 

昇降機は，混合酸化物貯蔵容器 1本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。

製⑨-9,⑪-9 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋は，地下４階において貯蔵容器搬送

用洞道と接続し，ＭＯＸ粉末充てん済み

の粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器

をＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車を

用いて搬送し，ＭＯＸ燃料加工施設へ払

い出す。このため，【製□3 】粉末缶及び

混合酸化物貯蔵容器をＭＯＸ燃料加工施

設と共用【製⑨-1】するとともに，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設の洞道搬送台車を再処理

施設と共用する。製□3  

 貯蔵容器搬送用洞道との接続に伴い，

貯蔵容器搬送用洞道及びＭＯＸ燃料加工

施設の燃料加工建屋の一部は，負圧管理

の境界として共用する。製□3  

 共用の範囲には，再処理施設境界の扉

及びＭＯＸ燃料加工施設境界の扉を含

み，再処理施設境界の扉は，火災影響軽

減設備の防火戸とする。製□3  

 粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器並びに

ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車，貯

蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一

部【製□3 】は，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。製⑨

-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の臨界安全管理を要する機器は，形

状寸法管理，質量管理及び同位体組成管

理並びにこれらの組合せにより，単一ユ

ニットとして臨界を防止する設計とす

る。製◇3  

また，各単一ユニットは，適切に配置

することにより，複数ユニットとして臨

界を防止する設計とする。製◇3  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の主要設備の臨界安全管理表を第

5.3－３表に示す。製◇3  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶

は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。な

お，共用によって仕様（種類，容量及び

主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及

び臨界安全の方法に変更はない。製◇3  

ａ．貯蔵ホール 

 貯蔵ホールは，各ホールに混合酸化物

貯蔵容器１本を収納する設計とし，混合

酸化物貯蔵容器から崩壊熱を除去するた

め，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

により，貯蔵ホールの換気を適切に行い

混合酸化物貯蔵容器を空気で冷却すると

ともに，貯蔵室の構造物（コンクリー

ト）の温度を 65℃以下に維持する設計

とする。製◇2  

ｂ．貯蔵容器台車 

 貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器

１本を軌道上において取り扱い，混合酸

化物貯蔵容器が転倒し難い構造とすると

ともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確

実に行うため，逸走防止のインターロッ

ク及び衝突防止のインターロックを設け

る設計とする。製⑨-8,⑪-8 

また，衝突防止のインターロックに必

要となるＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送

台車からの信号は，再処理施設とＭＯＸ

燃料加工施設間で共用する。製◇5  

ｃ．昇降機   

昇降機は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。

製⑨-9,⑪-9 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製⑩-10（P7から） 

製⑩-11（P8から） 
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ロックを設ける設計とする。製⑨-10,⑪

-10 

 

貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器 1 本

を軌道上においてつり上げて取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を

防止するため，つりチェインの二重化を

施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する設

計とする。製⑨-11,⑪-11 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。製⑨-12,⑪

-12 

移載機は，混合酸化物貯蔵容器 1本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。

製⑨-13,⑪-13 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。製⑨-14,⑪

-14 

 

払出台車は，混合酸化物貯蔵容器 1 本

を軌道上において取り扱い，混合酸化物

貯蔵容器が転倒し難い構造とするととも

に，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に

行うため，逸走防止のインターロックを

設ける設計とする。製⑨-15,⑪-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロックを設ける設計とする。 

製⑨-10,⑪-10 

ｄ．貯蔵台車 

貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上においてつり上げて取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を

防止するため，つりチェインの二重化を

施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する設

計とする。【製⑨-11,⑪-11】また，運

転を安全かつ確実に行うため，混合酸化

物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防

止及び逸走防止のインターロックを設け

る設計とする。製⑨-12,⑪-12 

ｅ．移載機 

 移載機は，混合酸化物貯蔵容器１本を

軌道上においてつり上げて取り扱い，混

合酸化物貯蔵容器の落下を防止するた

め，つりチェインの二重化を施すととも

に，電源喪失時にもつり荷を保持するフ

ェイルセイフ機構を有する設計とする。

製⑨-13,⑪-13 

また，運転を安全かつ確実に行うた

め，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時

のつり上げ防止及び逸走防止のインター

ロックを設ける設計とする。製⑨-14,⑪

-14 

ｆ．払出台車 

 払出台車は，混合酸化物貯蔵容器１本

を軌道上において取り扱い，混合酸化物

貯蔵容器が転倒し難い構造とするととも

に，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に

行うため，逸走防止のインターロックを

設ける設計とする。製⑨-15,⑪-15 

ｇ．洞道搬送台車 

 ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車

は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上に

おいて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が

転倒し難い構造とするとともに，取り扱

い時の搬送を安全かつ確実に行うため，

衝突防止のインターロックを設ける設計

とする。製◇5  

また，洞道搬送台車及び衝突防止のイ

ンターロックに必要となる貯蔵容器台車

からの信号は，再処理施設とＭＯＸ燃料

加工施設間で共用する。製◇5  

 

5.3.5 試験・検査 

 貯蔵台車等の機器は，据付け検査，外

観検査等の品質保証活動のもとに製作を

行う。製◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

358



別紙１①

基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第十九条 （使用済燃料の貯蔵施設等） 第２項（11 / 16） 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
貯蔵容器台車等の搬送機器は，定期的

に作動試験及び検査を実施する。製◇8  

5.3.6 評価 

(１)臨界安全

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備の臨界安全管理を要する機器は，技

術的に見て想定されるいかなる場合にも

第 5.3－３表の臨界安全管理表に示す形

状寸法管理，質量管理及び同位体組成管

理並びにこれらの組合せにより，単一ユ

ニットとして臨界を防止できる。製◇3
また，各単一ユニットは，適切に配置

する設計とするので，複数ユニットとし

て臨界を防止できる。製◇3  

(２)落下防止

昇降機，貯蔵台車等の搬送機器は，つ

りチェインの二重化，電源喪失時におけ

るつり荷の保持機構及び逸走防止のイン

ターロックを設ける設計とするので，移

送物の落下及び転倒を防止できる。製

◇9

(３)閉じ込め

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，ＭＯＸ粉末を混合酸化物貯蔵容

器に封入する設計とするので，閉じ込め

機能を確保できる。製◇3  

(４)崩壊熱除去

貯蔵ホールは，気体廃棄物の廃棄施設

のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

建屋換気設備により，換気を適切に行う

設計とするので，崩壊熱を除去できる。

製◇3  

(５)貯蔵容量

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵

設備は，製品であるＭＯＸ粉末を 60

ｔ・(Ｕ＋Ｐｕ)貯蔵できる。製◇1  

(６)共用

粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，共

用によって仕様（種類，容量及び主要材

料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界

安全の方法に変更はないため，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない。

製◇3  

ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車

は，遮蔽体を設ける設計としており，再

処理施設の遮蔽設計区分に変更はないこ

と，１台当たり混合酸化物貯蔵容器を一

時に１本ずつ取り扱うことで臨界安全設

計を担保する設計とすること及び衝突防

止のインターロックを設ける設計とする
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ことで，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない。製◇5  

なお，本節の記述に関しては，以下の

混合酸化物貯蔵容器の落下試験がある。

製◇10  
ａ．建屋内での想定される落下事象 

 混合酸化物貯蔵容器を取り扱うウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋内及びウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

内での搬送において想定されるつり上げ

高さを第 5.3－２図に示す。これから，

直接，建屋床面への落下が想定される昇

降位置での建屋床面からの 大つり上げ

高さは４ｍ以下であることから，落下高

さ 4.0ｍの任意姿勢での落下事象を想定

した。製◇10  
なお，建屋床面からのつり上げ高さが

約４ｍを超える昇降位置には，緩衝体を

備えたシャッタが設けられている。製

◇10  
したがって，直接，建屋床面への落下

は想定されないが，混合酸化物貯蔵容器

の落下事象に対する裕度を確認する観点

から，つり上げた時のシャッタまでの

大つり上げ高さが 9.8ｍとなる昇降位置

での緩衝体を備えたシャッタ上への落下

事象を想定するとともに，万一，シャッ

タが開の状態を想定し， 大つり上げ高

さが 12.2ｍでの建屋床面への落下事象

についても考慮することとした。製◇10  
ｂ．落下試験 

 実際に使用する混合酸化物貯蔵容器及

び粉末缶と同一仕様の容器を製作した。 

粉末缶には，12ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)に相

当する模擬粉末（酸化鉄粉及び鉛粒）を

充てんし，混合酸化物貯蔵容器内には当

該粉末缶を３缶（36ｋｇ・(Ｕ＋Ｐｕ)相

当）収納した。製◇10  
混合酸化物貯蔵容器の想定される建屋

床面への落下高さを考慮して 4.0ｍから

の垂直，水平，コーナー姿勢での落下試

験を行うこととした。製◇10  
混合酸化物貯蔵容器を所定の条件（姿

勢，高さ）でつり上げた後切離し，鋼板

（厚さ 32ｍｍ）敷鉄筋コンクリート造

の落下試験台（厚さ 1.38ｍ）上へ落下

させた。製◇10  
また，高揚程の落下事象に対しては，

緩衝体を備えたシャッタ上への想定され

る落下高さを考慮して 10ｍから混合酸

化物貯蔵容器を緩衝体上へ落下させた。
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(２)主要な設備及び機器の種類 

(ⅰ)ウラン酸化物貯蔵設備 

ウラン酸化物貯蔵容器 １式 

  材料 ステンレス鋼 

  容量 約１ｔ･Ｕ／貯蔵容器製□1  

 

 貯蔵バスケット １式 

  容量 ウラン酸化物貯蔵容器 

４本／基製□1  

 

 貯蔵バスケット貯蔵エリア 

  貯蔵容量 貯蔵バスケット  

1,000基製□1  

 

貯蔵容器搬送台車 １台製□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに， 大つり上げ高さを考慮して

13ｍからの垂直姿勢で混合酸化物貯蔵容

器を落下試験台上へ落下させた。製◇10  
ｃ．試験結果 

 試験結果を第 5.3－４表に示す。 

いずれの落下姿勢においても混合酸化

物貯蔵容器には，き裂や開口は発生しな

かった。製◇10  
落下試験直後に，本体フランジ部と外

ふた部及び溶接部に対して，ヘリウムリ

ーク試験を実施した結果，本体フランジ

部と外ふた部では，落下影響の大きな

13ｍからの落下試験の結果でも 10－６Ｐ

ａ・ｍ３／ｓ程度の密封性を維持してい

ることが確認できた。また，溶接部につ

いてはいずれの落下試験姿勢においても

漏えいは検出されなかった。製◇10  
混合酸化物貯蔵容器内部の粉末缶につ

いては，き裂，破損及びふた部のゆるみ

もなく，粉末缶内部の模擬粉末の漏えい

も認められなかった。製◇10  
 

第 5.2－１表 ウラン酸化物貯蔵設備の 

主要設備の仕様 

(１)貯蔵バスケット貯蔵エリア 

 容量 貯蔵バスケット 1,000 基製◇1  

 

(２)ウラン酸化物貯蔵容器 

 種類 たて置円筒形 

 本数 １式 

 容量 約 1,000ｋｇ・Ｕ／貯蔵容器 

 主要材料 ステンレス鋼製◇1  

 

(３)貯蔵バスケット 

 種類 たて置式 

 基数 １式 

 容量 ウラン酸化物貯蔵容器 

４本／貯蔵バスケット製◇1  

 

(４)貯蔵容器搬送台車 

 種類 床面軌道走行式 

 台数 １ 

 容量 ウラン酸化物貯蔵容器１本 

製◇1  

 

(５)昇降リフト 

 種類 油圧駆動方式 

 基数 １ 

 容量 貯蔵容器搬送台車１台又は 

バスケット搬送台車１台製◇1  
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(ⅱ)ウラン・プルトニウム混合酸化物貯 

蔵設備 

 混合酸化物貯蔵容器 １式 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

  材料 ステンレス鋼 

  容量 粉末缶３缶／貯蔵容器 

（粉末缶容量は約12ｋｇ･（Ｕ＋

Ｐｕ））製□1  

 

 貯蔵ホール 

  構成 ホール 1,680本 

   （混合酸化物貯蔵容器 

１本／ホール）製□1  

 

貯蔵台車 ４台製□1  

 

(６)移載クレーン 

 種類 天井走行形 

 台数 １ 

 容量 ウラン酸化物貯蔵容器１本 

製◇1  

 

(７)バスケット搬送台車 

 種類 床面軌道走行形（親子台車） 

 台数 １ 

 容量 貯蔵バスケット１基製◇1  

 

(８)貯蔵室クレーン 

 種類 床上走行橋形 

 台数 ２ 

容量 貯蔵バスケット１基／台製◇1  

 

第 5.2－2 表 ウラン酸化物貯蔵設備の主 

要設備の臨界安全管理表製◇8  

 

第 5.3－１表 ウラン・プルトニウム混

合酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様 

(１)粉末缶（ＭＯＸ燃料加工施設と 

共用） 

 種類 たて置円筒形 

 缶数 １式 

 容量 約 12ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／缶 

 主要材料 アルミニウム合金製◇1  

 

(２)混合酸化物貯蔵容器（ＭＯＸ燃料加 

工施設と共用） 

 種類 たて置円筒形 

 本数 １式 

 容量 粉末缶３缶／貯蔵容器 

 主要材料 ステンレス鋼製◇1  

 

(３)貯蔵ホール 

 種類 換気空冷・たて置円筒管貯蔵 

方式 

 構成 ホール 1,680 本 
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    （混合酸化物貯蔵容器１本／ 

ホール） 

 容量 混合酸化物貯蔵容器 1,680 本 

製◇1  

(４)昇降機  

 種類 軌道走行形 

 台数 ２ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇1  

 

(５)貯蔵台車 

 種類 床面走行橋形 

 台数 ４ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇1  

(６)貯蔵容器台車 

 種類 床面軌道走行形（親子台車） 

 台数 ２ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇1  

 

(７)移載機  

 種類 軌道走行形 

 台数 ４ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇1  

 

(８)払出台車 

 種類 床面軌道走行形 

 台数 １ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇1  

 

第 5.3－２表 ＭＯＸ燃料加工施設の主

要設備の仕様（再処理施設と共用）  

(１)洞道搬送台車 

 種類 床面軌道走行形 

 台数 １ 

 容量 混合酸化物貯蔵容器１本／台 

製◇5  
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第5.3－３表 ウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管

理表製◇8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第5.3－４表 試験結果のまとめ製◇10  
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

別紙１② 

第十九条 使用済燃料の貯蔵施設等 第２項 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 添付書類 

製① 製品の貯蔵容量 事業指定基準規則（第 17 条第２

項）の要求を受けている内容。 
－ － a,b 

製② 製品（MOX 粉末）の崩壊熱除去 
技術基準規則（第 19 条第２項）の

要求を受けている内容。 

２項 

（10 条１項） 
－ a 

製③ 製品（UO3粉末）の崩壊熱除去 許可事項の展開。 － － a 

製④ 
製品貯蔵施設に係る設備の収

納場所 
許可事項の展開。 a,c 

製⑤ 
ウラン酸化物貯蔵設備の系統

構成及び主要機器の設計方針 
許可事項の展開。 － － a,c 

製⑥ 

ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵設備の系統構成及び主

要機器の設計方針 

許可事項の展開。 － － a,c 

製⑦ 
臨界防止に関する記載 

（核燃料物質の臨界防止） 

第４条「核燃料物質の臨界防止」

に係る要求を受けている内容。 

（４条１項） 

（４条２項） 
－ d 

製⑧ 
閉じ込めに関する記載 

（閉じ込めの機能） 

第 10 条「閉じ込めの機能」に係る

要求を受けている内容。 

－ 

（10 条１項） 
－ e 

製⑨ 

運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故への対処に関す

る記載（安全機能を有する施

設） 

第 16 条「安全機能を有する施設」

に係る要求を受けている内容。 

－ 

（16 条１項） 
－ f 

製⑩ 
共用に関する記載 

（安全機能を有する施設） 

第 16 条「安全機能を有する施設」

に係る要求を受けている内容。 

－ 

（16 条５項） 
－ f 

製⑩ 
搬送設備に関する記載 

（搬送設備） 

第 18 条「搬送設備」に係る要求を

受けている内容。 

－ 

（18 条１項） 
g

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

製□1  設備仕様 仕様表にて記載する。 b 

製□2  図表の呼び込みの記載 図面の呼び込みであるため，記載しない － 

製□3  
再処理施設しゅん工後に申請

する設備に関する記載 

再処理施設しゅん工後に申請する設備及び当該設備の設

計方針に関する記載のため，記載しない。 
－ 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

 
 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

製◇1  設備仕様 仕様表にて記載する。 b 

製◇2  添付書類記載事項 
設工認申請書 添付書類に記載する事項のため，記載し

ない。 
a 

製◇3  
仕様を特定する必要がない建

屋 

仕様を特定する必要がない建屋であるため，基本設計方

針に記載しない。 
 

製◇4  重複記載 
事業変更許可申請書本文の記載又は添付書類六のその他

の記載と内容が重複するため，記載しない。 
－ 

製◇5  図表の呼び込みの記載 
図表の呼び込みの記載は設計方針に関係しない記載であ

るため，記載しない。 
－ 

製◇6  
再処理施設しゅん工後に申請

する設備に関する記載 

再処理施設しゅん工後に申請する設備及び当該設備の設

計方針に関する記載のため，記載しない。 
－ 

製◇7  品質保証活動に関する記載 
別添Ⅳ「設計及び工事に係る品質マネジメントシステ

ム」に関する設計方針であるため，記載しない。 
h 

製◇8  
他条文で展開する事項（第４

条） 

第４条「核燃料物質の臨界防止」にて，説明する内容の

ため，記載しない。 
d 

製◇9  
他条文で展開する事項（第 16

条） 

第 16 条「安全機能を有する施設」にて，説明する内容

のため，記載しない。 
f 

製◇10  
他条文で展開する事項（第 18

条） 

第 18 条「搬送設備」にて，説明する内容のため，記載

しない。 
g 

製◇11  落下試験に関する記載 

混合酸化物貯蔵容器の落下試験に関する内容であり，設

計方針の妥当性を示すものであることから，記載しな

い。 

－ 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ－１－３ 製品貯蔵施設に関する説明書 

b 別添Ⅱ（仕様表） 

c 

Ⅵ－２－３ 系統図 

Ⅵ－２－４ 配置図 

Ⅵ－２－５ 構造図 

d I 核燃料物質の臨界防止に関する説明書 

e Ⅵ－１－１－２ 閉じ込めの機能に関する説明書 

f 
Ⅵ－１－１－４ 安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全

性に関する説明書 

g Ⅵ－1－1－10 搬送設備に関する説明書 

h （２） 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条 貯蔵施設等 第2項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

第２章　個別項目
3.　製品貯蔵施設
　製品貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通
項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.　地盤」，「3.　自然現象
等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6.
再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再処理施設内にお
ける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8.　遮蔽」及び「9.　設備
に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － － － － － － － － －

2

　製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したウラン酸化物
（以下「UO3」という。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラン酸化物貯蔵設

備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で処理したウラン・
プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末 を受

け入れ，貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で構成し，ウ
ラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・プルト
ニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
に収納する設計とする。

設置要求

・ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

基本方針
Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

－ － － － －

3
　ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上2階，地下2階の建物とする設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地上1階，地下4階の建物
とする設計とする。

設置要求
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

基本方針
Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

－ － － － －

4
　製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計とす
る。

機能要求②

・ウラン酸化物貯蔵設備のうちウラン酸化物貯蔵
容器，貯蔵バスケット，貯蔵バスケット貯蔵エリ
ア
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のう
ち貯蔵ホール，混合酸化物貯蔵容器，粉末缶

設計方針（容量）
Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

－ － － － －

5

　ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却は不要であり，
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重化された排風機で強制
冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計とする。
　なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統に関する設計方針につ
いては，第２章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4
換気設備」に示す。

機能要求②
評価要求

換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋排気系の貯蔵室からの排気系）

設計方針（崩壊熱除
去）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価(崩壊熱除去)

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設の基本方針
2.1.1　崩壊熱除去

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.1　崩壊熱除去】
・製品貯蔵施設の崩壊熱除去に関する設計につい
て説明する。
・製品貯蔵容器の崩壊熱除去の評価については，
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）から変更な
し。

－ － － － －

6

　ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の
臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で
も，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せに
より，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。
　ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わ
せて適切に配置すること，また，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨
界を防止できる設計とする。

機能要求②

以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

基本方針
設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
（第４条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

- - - - - -

7

　ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封入する

ことにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，MOX粉末充てん済みの粉
末缶を混合酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を確保で
きる設計とする。

機能要求②
ウラン酸化物貯蔵容器
混合酸化物貯蔵容器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

Ⅵ－１－１－２　閉じ込めの機能に関する説明書
（第10条「閉じ込めの機能」の添付書類で記載す
る。）

－ － － － － －

8

3.1　ウラン酸化物貯蔵設備
　ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備からUO3粉末を封

入したウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及び昇降リフ
トで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，バスケット搬送台
車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に貯蔵する設計とす
る。
　UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，

貯蔵室クレーン，バスケット搬送台車及び昇降リフトを用いてトラック
ヤードから払い出す設計とする。

設置要求
ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）

基本方針

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説
明する。

－ － － － －

9

　ウラン脱硝設備から受け入れた一部のUO3粉末及び貯蔵室に貯蔵した一

部のUO3粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保管した後，脱硝塔内の流動層を

形成するため，又はUO3溶解槽で溶解するため，脱硝施設のウラン脱硝設

備に移送する設計とする。
　貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，保障措置検査のため貯蔵容器取扱

室へ移送した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計とする。また，貯蔵室に貯蔵
した空き容量を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移送し，UO3粉末を封

入したウラン酸化物貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計と
する。

設置要求
ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）

基本方針

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説
明する。

－ － － － －

11

3.2　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・プル
トニウム混合脱硝設備からMOX粉末充てん済みの粉末缶を封入した混合酸
化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車及び昇降機により搬送し，貯蔵台
車で貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。
　混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホール
から取り出し，貯蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車，運搬容器台車
及び天井クレーンを用いてローディングドックから払い出す設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）

基本方針

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な
系統構成について説明する。

－ － － － －

－－－

　貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器1本を軌道上において取り
扱い，ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し難い構造とするとともに，
取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック
を設ける設計とする。
　昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車1台又はバスケット搬送台車1台を載せ
たまま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する設備であり，コンクリート軀
体内を昇降する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも荷を保持するフェイル
セイフ機構を有する設計とするとともに，運転を安全かつ確実に行うた
め，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器1本をつり上げて取り扱い，ウ
ラン酸化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二
重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機
構を有する設計とする。
また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ
高さを5ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイン
ターロックを設ける設計とする。
　バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット1基を軌道上において取り扱
い，貯蔵バスケットが転倒及び落下し難い構造とするとともに，取り扱い
時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける
設計とする。
　貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット1基を取り扱い，貯蔵バスケット取
り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二重化を施すとともに，電
源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵バスケットのつり上げ高さ
を6ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインター
ロックを設ける設計とする。

－－－
Ⅵ－１－１－10
搬送設備に関する説明書
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

基本方針
設計方針（容量）

貯蔵容器搬送台車
昇降リフト
移載クレーン
バスケット搬送台車
貯蔵室クレーン

機能要求①
機能要求②

10

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条 貯蔵施設等 第2項）

別紙２

1

第２章　個別項目
3. 製品貯蔵施設

製品貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通
項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.　地盤」，「3.　自然現象
等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6.
再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7.　再処理施設内にお
ける化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8.　遮蔽」及び「9.　設備
に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － －

2

　製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したウラン酸化物
（以下「UO3」という。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラン酸化物貯蔵設

備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で処理したウラン・
プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末 を受

け入れ，貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で構成し，ウ
ラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・プルト
ニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
に収納する設計とする。

設置要求

・ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

基本方針

3
ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上2階，地下2階の建物とする設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地上1階，地下4階の建物

とする設計とする。
設置要求

・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

基本方針

4
　製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計とす
る。

機能要求②

・ウラン酸化物貯蔵設備のうちウラン酸化物貯蔵
容器，貯蔵バスケット，貯蔵バスケット貯蔵エリ
ア
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のう
ち貯蔵ホール，混合酸化物貯蔵容器，粉末缶

設計方針（容量）

5

ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却は不要であり，
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重化された排風機で強制
冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計とする。

なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統に関する設計方針につ
いては，第２章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4
換気設備」に示す。

機能要求②
評価要求

換気設備（ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋排気系の貯蔵室からの排気系）

設計方針（崩壊熱除
去）
評価条件（崩壊熱除
去）
評価方法（崩壊熱除
去）
評価(崩壊熱除去)

6

ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の
臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合で
も，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せに
より，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。

ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わ
せて適切に配置すること，また，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨
界を防止できる設計とする。

機能要求②

以下の設備の臨界安全管理表に記載されている機
器
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

基本方針
設計方針（単一ユニッ
トの臨界安全設計）
設計方針（複数ユニッ
トの臨界安全設計）

7

ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封入する

ことにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，MOX粉末充てん済みの粉

末缶を混合酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を確保で
きる設計とする。

機能要求②
ウラン酸化物貯蔵容器
混合酸化物貯蔵容器

基本方針
設計方針（閉じ込め）

8

3.1　ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備からUO3粉末を封

入したウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及び昇降リフ
トで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，バスケット搬送台
車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に貯蔵する設計とす
る。

UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，

貯蔵室クレーン，バスケット搬送台車及び昇降リフトを用いてトラック
ヤードから払い出す設計とする。

設置要求
ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）

基本方針

9

ウラン脱硝設備から受け入れた一部のUO3粉末及び貯蔵室に貯蔵した一

部のUO3粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保管した後，脱硝塔内の流動層を

形成するため，又はUO3溶解槽で溶解するため，脱硝施設のウラン脱硝設

備に移送する設計とする。
貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，保障措置検査のため貯蔵容器取扱

室へ移送した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計とする。また，貯蔵室に貯蔵
した空き容量を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移送し，UO3粉末を封

入したウラン酸化物貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計と
する。

設置要求
ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）

基本方針

11

3.2　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・プル

トニウム混合脱硝設備からMOX粉末充てん済みの粉末缶を封入した混合酸
化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車及び昇降機により搬送し，貯蔵台
車で貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。

混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホール
から取り出し，貯蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車，運搬容器台車
及び天井クレーンを用いてローディングドックから払い出す設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）

基本方針

　貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器1本を軌道上において取り
扱い，ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し難い構造とするとともに，
取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック
を設ける設計とする。
　昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車1台又はバスケット搬送台車1台を載せ
たまま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する設備であり，コンクリート軀
体内を昇降する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも荷を保持するフェイル
セイフ機構を有する設計とするとともに，運転を安全かつ確実に行うた
め，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器1本をつり上げて取り扱い，ウ
ラン酸化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二
重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機
構を有する設計とする。
また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ
高さを5ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイン
ターロックを設ける設計とする。

バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット1基を軌道上において取り扱
い，貯蔵バスケットが転倒及び落下し難い構造とするとともに，取り扱い
時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける
設計とする。

貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット1基を取り扱い，貯蔵バスケット取
り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二重化を施すとともに，電
源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。

また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵バスケットのつり上げ高さ
を6ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインター
ロックを設ける設計とする。

基本方針
設計方針（容量）

貯蔵容器搬送台車
昇降リフト
移載クレーン
バスケット搬送台車
貯蔵室クレーン

機能要求①
機能要求②

10

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項
説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

○ － － － － － － －

△ － 基本方針 － － －
Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

△ － 基本方針 － ー ー
Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

△ － 基本方針 － －

<建物・構築物
等>
・容量

<運搬・製品容
器>
・容量

<ラック/ピット
/棚>
・容量

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

△ － 基本方針 － －

<ファン>
・容量
・原動機

<主配管>
・主要寸法
・主要材料

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設の基本方針
2.1.1　崩壊熱除去

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.1　崩壊熱除去】
・製品貯蔵施設の崩壊熱除去に関する設計につい
て説明する。
・製品貯蔵容器の崩壊熱除去の評価については，
既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）から変更な
し

△ - 基本方針 - - -
Ⅰ　核燃料物質の臨界防止に関する説明書
（第４条「核燃料物質の臨界防止」の添付書類で
記載する。）

-

△ － 基本方針 － － －
Ⅵ－１－１－２　閉じ込めの機能に関する説明書
（第10条「閉じ込めの機能」の添付書類で記載す
る。）

－

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説
明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説
明する。

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な
系統構成について説明する。

－
Ⅵ－１－１－10
搬送設備に関する説明書
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

－－－基本方針－△

第２回
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条 貯蔵施設等 第2項）

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

添付書類　構成 添付書類　説明内容
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

第１回

12
　貯蔵ホールに貯蔵した一部のMOX粉末は，保障措置検査のため，脱硝施
設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移送した後，再度貯蔵ホールに
貯蔵する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）

基本方針

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な
系統構成について説明する。

－ － － － －

13
　粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，MOX燃料加工施設と共用し，共用に
よって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のうち
混合酸化物貯蔵容器，粉末缶

設計方針（共用）

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－ － － － － －

－ － － － －

　貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上において取り扱い，
混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送
を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック及び衝突防止のイ
ンターロックを設ける設計とする。

昇降機は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上においてつり上げて取り扱
い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を
施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有
する設計とする。

また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上においてつり上げて取り
扱い，混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を防止するため，つりチェイ
ンの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセ
イフ機構を有する設計とする。

また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

移載機は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上においてつり上げて取り扱
い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を
施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有
する設計とする。

また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

払出台車は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上において取り扱い，混合
酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安
全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

14
機能要求①
機能要求②

貯蔵容器台車
昇降機
貯蔵台車
移載機
払出台車

基本方針
設計方針（容量）

Ⅵ－１－１－10
搬送設備に関する説明書
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

－
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第19条 貯蔵施設等 第2項）

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

12
　貯蔵ホールに貯蔵した一部のMOX粉末は，保障措置検査のため，脱硝施
設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移送した後，再度貯蔵ホールに
貯蔵する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）

基本方針

13
　粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，MOX燃料加工施設と共用し，共用に
よって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。

機能要求①
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のうち
混合酸化物貯蔵容器，粉末缶

設計方針（共用）

　貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上において取り扱い，
混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送
を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック及び衝突防止のイ
ンターロックを設ける設計とする。

昇降機は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上においてつり上げて取り扱
い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を
施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有
する設計とする。

また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上においてつり上げて取り
扱い，混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を防止するため，つりチェイ
ンの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセ
イフ機構を有する設計とする。

また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

移載機は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上においてつり上げて取り扱
い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの二重化を
施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有
する設計とする。

また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不
良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

払出台車は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上において取り扱い，混合
酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安
全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

14
機能要求①
機能要求②

貯蔵容器台車
昇降機
貯蔵台車
移載機
払出台車

基本方針
設計方針（容量）

説明対象
申請対象設備

（１項変更①）
申請対象設備

（２項変更②）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第２回

△ － 基本方針 － － －

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書
2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設
備の基本方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な
系統構成について説明する。

○ － ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 － － －

Ⅵ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重大
事故等対処設備が使用される条件の下における健
全性に関する説明書
（第15条「安全上重要な施設」，第16条「安全機
能を有する施設」の添付書類で記載する。）

－

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

－
Ⅵ－１－１－10
搬送設備に関する説明書
（第18条「搬送設備」の添付書類で記載する。）

－△ － 基本方針 － －
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基本設計方針の添付書類への展開
（第19条 貯蔵施設等 第2項）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

2

　製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したウラン酸化物（以下「UO3」という。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラン酸化物
貯蔵設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で処理したウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」とい
う。）粉末 を受け入れ，貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋
に収納し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に収納する設計とする。

設置要求

・ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）
・ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋

基本方針

補足すべき対象はない。

3
ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上2階，地下2階の建物とする設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地上1階，地下4階の建物とする設計とする。

設置要求
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵建屋

基本方針

補足すべき対象はない。

4 　製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計とする。 機能要求②

・ウラン酸化物貯蔵設備の
うちウラン酸化物貯蔵容
器，貯蔵バスケット，貯蔵
バスケット貯蔵エリア
・ウラン・プルトニウム混
合酸化物貯蔵設備のうち貯
蔵ホール，混合酸化物貯蔵
容器，粉末缶

設計方針（容量）

補足すべき対象はない。

5

ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却は不要であり，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重化された排
風機で強制冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計とする。
　なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統に関する設計方針については，第２章　個別項目の「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」
の「5.1.4　換気設備」に示す。

機能要求②
評価要求

換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合酸化物貯蔵建屋
排気系の貯蔵室からの排気
系）

設計方針（崩壊熱
除去）
評価条件（崩壊熱
除去）
評価方法（崩壊熱
除去）
評価(崩壊熱除去)

2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.1　崩壊熱除去

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.1　崩壊熱除去】
・製品貯蔵施設の崩壊熱除去に関する設計について説明する。
・製品貯蔵容器の崩壊熱除去の評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技術基準への適合
に関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

6

ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかな
る場合でも，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とす
る。

ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わせて適切に配置すること，また，ウラン・プルトニウム混合酸
化物貯蔵設備の単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニットとして臨界を防止できる設計とする。

機能要求②

以下の設備の臨界安全管理
表に記載されている機器
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵設備

基本方針
設計方針（単一ユ
ニットの臨界安全
設計）
設計方針（複数ユ
ニットの臨界安全
設計）

Ⅰ　核燃料物質
の臨界防止に関
する説明書
（第４条「核燃
料物質の臨界防
止」の添付書類
で記載する。）

－ － －

7
ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，MOX粉末充てん済みの粉末缶を混合酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能

を確保できる設計とする。
機能要求②

ウラン酸化物貯蔵容器
混合酸化物貯蔵容器

基本方針
設計方針（閉じ込
め）

Ⅵ－１－１－２
閉じ込めの機能
に関する説明書
（第10条「閉じ
込めの機能」の
添付書類で記載
する。）

－ － －

8

3.1　ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備からUO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及び

昇降リフトで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，バスケット搬送台車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室
に貯蔵する設計とする。
　UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵室クレーン，バスケット搬送台車及び昇降リフトを用いてト
ラックヤードから払い出す設計とする。

設置要求
ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）

基本方針

補足すべき対象はない。

9

ウラン脱硝設備から受け入れた一部のUO3粉末及び貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保管した後，脱硝塔内の流
動層を形成するため，又はUO3溶解槽で溶解するため，脱硝施設のウラン脱硝設備に移送する設計とする。
　貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，保障措置検査のため貯蔵容器取扱室へ移送した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計とする。また，貯蔵
室に貯蔵した空き容量を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移送し，UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室
に貯蔵する設計とする。

設置要求
ウラン酸化物貯蔵設備
(許可文中，第5.2-1表）

基本方針

補足すべき対象はない。

10

　貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器1本を軌道上において取り扱い，ウラン酸化物貯蔵容器が転倒及び落下し難い構造とすると
ともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車1台又はバスケット搬送台車1台を載せたまま，ウラン酸化物貯蔵建屋内を昇降する設備であり，コン
クリート軀体内を昇降する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とするとともに，運転を安
全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器1本をつり上げて取り扱い，ウラン酸化物貯蔵容器の取り扱い時の落下を防止するため，つりワ
イヤの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。
また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さを5ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止
のインターロックを設ける設計とする。
　バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット1基を軌道上において取り扱い，貯蔵バスケットが転倒及び落下し難い構造とするとともに，取
り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。
　貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット1基を取り扱い，貯蔵バスケット取り扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二重化を施すとと
もに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵バスケットのつり上げ高さを6ｍ以下とし，つかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のイ
ンターロックを設ける設計とする。

機能要求①
機能要求②

貯蔵容器搬送台車
昇降リフト
移載クレーン
バスケット搬送台車
貯蔵室クレーン

基本方針
設計方針（容量）

Ⅵ－１－１－10
搬送設備に関す
る説明書
（第18条「搬送
設備」の添付書
類で記載す
る。）

－ － －

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

展開先（小項目）

2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備の基本
方針

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説明する。

2. 基本方針
2.1　製品貯蔵施設

Ⅵ－１－３　製
品貯蔵施設に関
する説明書

Ⅵ－１ー３　製
品貯蔵施設に関
する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第19条 貯蔵施設等 第2項）

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

11

3.2　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備からMOX粉末充てん済みの粉末缶を封入し
た混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車及び昇降機により搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。
　混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，貯蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車，運
搬容器台車及び天井クレーンを用いてローディングドックから払い出す設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）

基本方針

補足すべき対象はない。

12
　貯蔵ホールに貯蔵した一部のMOX粉末は，保障措置検査のため，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移送した後，再度貯蔵
ホールに貯蔵する設計とする。

設置要求
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵設備
（許可文中，第5.3-1表）

基本方針

補足すべき対象はない。

13 　粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，MOX燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 機能要求②

以下の設備の臨界安全管理
表に記載されている機器
ウラン酸化物貯蔵設備
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵設備

基本方針
設計方針（単一ユ
ニットの臨界安全
設計）
設計方針（複数ユ
ニットの臨界安全
設計）

Ⅵ－１－１－４
安全機能を有す
る施設及び重大
事故等対処設備
が使用される条
件の下における
健全性に関する
説明書
（第15条「安全
上重要な施
設」，第16条
「安全機能を有
する施設」の添
付書類で記載す
る。）

－ － －

14

　貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い
時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック及び衝突防止のインターロックを設ける設計とする。
　昇降機は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの
二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設
計とする。
　貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器の取扱い時の落下を防止するため，つ
りチェインの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設
計とする。
　移載機は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器の落下を防止するため，つりチェインの
二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。
　また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設
計とする。
　払出台車は，混合酸化物貯蔵容器1本を軌道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の
搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを設ける設計とする。

機能要求①
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵設備のうち混合
酸化物貯蔵容器，粉末缶

設計方針（共用）

Ⅵ－１－１－10
搬送設備に関す
る説明書
（第18条「搬送
設備」の添付書
類で記載す
る。）

－ － －

1

第２章　個別項目
3.　製品貯蔵施設
　製品貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章　共通項目の「1.　核燃料物質の臨界防止」，「2.　地盤」，「3.
自然現象等」，「4.　閉じ込めの機能」，「5.　火災等による損傷の防止」，「6.　再処理施設内における溢水による損傷の防止」，
「7.　再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損傷の防止」，「8.　遮蔽」及び「9.　設備に対する要求」に基づくものとする。

冒頭宣言 － －

－ － － －

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説明する。

2.　基本方針
2.1　製品貯蔵施設
2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸
化物貯蔵設備の基本方針

Ⅵ－１－３　製
品貯蔵施設に関
する説明書
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基本設計方針の添付書類への展開
（第19条 2項 貯蔵施設等）

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 １回 第１回　記載概要 ２回 第２回　記載概要

1 概要 添付書類の概要を説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △ 添付書類の概要を説明する。

2 基本方針

2.1 製品貯蔵施設

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。
・製品貯蔵容器の崩壊熱除去の評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）から変更がないことを説明する。

－ 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △
【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

補足すべき対象はない。

2.1.1 崩壊熱除去

【2.1.1　崩壊熱除去】
・製品貯蔵施設の崩壊熱除去に関する設計について説明する。
・製品貯蔵容器の崩壊熱除去の評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

－ 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △

【2.1.1　崩壊熱除去】
・製品貯蔵施設の崩壊熱除去に関する設計について説明する。
・製品貯蔵容器の崩壊熱除去の評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の
技術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

2.1.2 ウラン酸化物貯蔵設備
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △

【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説明する。

補足すべき対象はない。

2.2.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説明する。 － 対象となる設備がないため、記載事項なし。 △

【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説明する。

補足すべき対象はない。

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目

Ⅵ－１－３　製品貯蔵施設に関する説明書

再処理目次
再処理添付書類構成案 補足説明資料記載概要

申請回次
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別紙４ 

添付書類の発電炉との比較
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【Ⅵ－１－３ 製品貯蔵施設に関する説明書】( 1 / 4 )                     別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－３ 備 考 

 Ⅵ－１－３ 製品貯蔵施設に関する説明書 

1. 概要 

2. 基本方針 

2.1 製品貯蔵施設の基本方針 

2.1.1 崩壊熱除去 

2.1.2 ウラン酸化物貯蔵設備 

2.1.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

 

 

 １．概要 

本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」第十九条第２

項に適合する設計とするため，再処理施設の製品貯蔵施設の基本

方針を説明するものである。 

 

 

第２章 個別項目 

3. 製品貯蔵施設 

製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したウラン酸

化物（以下「UO3」という。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラン酸化物

貯蔵設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で処理

したウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」とい

う。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋

に収納し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に収納する設計とする。 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上2階，地下2階の建物とする設計と

する。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地上1階，地下4階

の建物とする設計とする。 

2. 基本方針 

2.1 製品貯蔵施設 

製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したウラン酸

化物（以下「UO3」という。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラン酸化物

貯蔵設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で処理

したウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」とい

う。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラン・プルトニウム混合酸化物貯

蔵設備で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋

に収納し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に収納する設計とする。 

ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上2階，地下2階の建物とする設計と

する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地上1階，地下4階

の建物とする設計とする。 
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【Ⅵ－１－３ 製品貯蔵施設に関する説明書】( 2 / 4 ) 別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－３ 備 考 

製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計

とする。 

ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却は不要で

あり，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重化された

排風機で強制冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計と

する。 

 なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統に関する設計方

針については，第２章 個別項目の「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」

の「5.1.4 換気設備」に示す。 

製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計

とする。 

ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却は不要で

あり，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，多重化された

排風機で強制冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計と

する。 

2.1.1 崩壊熱除去

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，貯蔵ホールに混合

酸化物貯蔵容器を１本収納する設計とし，混合酸化物貯蔵容器から

崩壊熱を除去するため，気体廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の多重化された排風機により，貯

蔵ホールの換気を適切に行い，混合酸化物貯蔵容器を空気で強制冷

却するとともに，貯蔵室の構造物（コンクリート）の温度を65℃以

下に維持する設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の崩壊熱除去に必要な

排風機を設置する系統の系統構成及び構成機器の冷却能力に関する

設計を以下に示す。 

(1) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の主な系統

構成

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備に関する設計

の具体については，「Ⅵ－１－６ 放射性廃棄物の廃棄施設に関す

る説明書」にて説明する。 
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【Ⅵ－１－３ 製品貯蔵施設に関する説明書】( 3 / 4 )                     別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－３ 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ウラン酸化物貯蔵設備 

ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備からUO3粉末

を封入したウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及

び昇降リフトで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，

バスケット搬送台車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯

蔵室に貯蔵する設計とする。 

UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場

合は，貯蔵室クレーン，バスケット搬送台車及び昇降リフトを用い

てトラックヤードから払い出す設計とする。 

ウラン脱硝設備から受け入れた一部のUO3粉末及び貯蔵室に貯蔵

した一部のUO3粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保管した後，脱硝塔内

の流動層を形成するため，又はUO3溶解槽で溶解するため，脱硝施設

のウラン脱硝設備に移送する設計とする。 

貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，保障措置検査のため貯蔵容器

取扱室へ移送した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計とする。また，貯

蔵室に貯蔵した空き容量を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移送

し，UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を収納した後，再度貯

(2) 冷却能力 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の冷却能力に

関する設計について，当該換気設備及び当該換気設備により冷却す

る設備に認可を受けたものから構造等に変更はないことから，以下

の認可を受けたもの及び届け出たものに同じである。 

・平成11年１月29日付け10安（核規）第538号にて認可を受けた第

7回の設工認申請書の添付書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基

準への適合に関する説明書」の「添付－11 崩壊熱除去に関す

る説明書」に同じである。 

 

2.1.2 ウラン酸化物貯蔵設備 

ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備からUO3粉末

を封入したウラン酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及

び昇降リフトで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，

バスケット搬送台車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯

蔵室に貯蔵する設計とする。 

UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場

合は，貯蔵室クレーン，バスケット搬送台車及び昇降リフトを用い

てトラックヤードから払い出す設計とする。 

ウラン脱硝設備から受け入れた一部のUO3粉末及び貯蔵室に貯蔵

した一部のUO3粉末は，貯蔵容器取扱室で一時保管した後，脱硝塔内

の流動層を形成するため，又はUO3溶解槽で溶解するため，脱硝施設

のウラン脱硝設備に移送する設計とする。 

貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，保障措置検査のため貯蔵容器

取扱室へ移送した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計とする。また，貯

蔵室に貯蔵した空き容量を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移送

し，UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を収納した後，再度貯

 

ウラン・プルトニウム

混合酸化物貯蔵建屋換

気設備の冷却能力に関

する設計を「参考１ 

崩壊熱除去に関する説

明書（抜粋）」に示す。 
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【Ⅵ－１－３ 製品貯蔵施設に関する説明書】( 4 / 4 ) 別紙４ 

基本設計方針 添付書類Ⅵ－１－３ 備 考 

蔵室に貯蔵する設計とする。 

3.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・

プルトニウム混合脱硝設備からMOX粉末充てん済みの粉末缶を封入

した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車及び昇降機によ

り搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。 

混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵

ホールから取り出し，貯蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車，

運搬容器台車及び天井クレーンを用いてローディングドックから払

い出す設計とする。 

貯蔵ホールに貯蔵した一部のMOX粉末は，保障措置検査のため，脱

硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移送した後，再度貯

蔵ホールに貯蔵する設計とする。 

蔵室に貯蔵する設計とする。 

2.1.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・

プルトニウム混合脱硝設備からMOX粉末充てん済みの粉末缶を封入

した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車及び昇降機によ

り搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。 

混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵

ホールから取り出し，貯蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車，

運搬容器台車及び天井クレーンを用いてローディングドックから払

い出す設計とする。 

貯蔵ホールに貯蔵した一部のMOX粉末は，保障措置検査のため，脱

硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備へ移送した後，再度貯

蔵ホールに貯蔵する設計とする。 

3. 準拠規格

なし 
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参考１ 
 

 

 

崩壊熱除去に関する説明書 

 

 

（崩壊熱除去に関する説明書） 

平成 11 年１月 29 日付け 10 安（核規）第 538 号にて認可を受けた第７

回設工認申請書の添付書類Ⅵ「設計及び工事の方法の技術基準への適

合に関する説明書」の「添付－11 崩壊熱除去に関する説明書」（抜粋） 
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1. 概要

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽等の機器は，その機器が内包する

溶解液等から発生する崩壊熱を安全に除去するために冷却コイルあるいは冷却ジャケッ

トを設け，安全冷却水系の安全冷却水により崩壊熱を除去している。

また，崩壊熱除去用の冷却水は，安全冷却水系の冷却塔により除熱され，各建屋の中

間熱交換器を経由して，循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル，冷却ジャケッ

トに冷却水を供給する。

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，各ホールに混合酸化物貯

蔵容器 1本を収納する設計とし，混合酸化物貯蔵容器から崩壊熱を除去するため，気体

廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備により，貯蔵ホ

ールの換気を適切に行い混合酸化物貯蔵容器を冷却するとともに，貯蔵室の構造物（コ

ンクリート）の温度を ℃以下に維持する。

以下に，これらの冷却コイル，あるいは冷却ジャケットを有する機器並びに安全冷却

水系の中間熱交換器が十分な冷却能力を持つことを示す。

2. 設計方針

(1) 沸騰までの時間的余裕が小さい高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽

等の機器は，冷却コイルあるいは冷却ジャケットを多重化し，独立した 2系列の安全

冷却水系による冷却を行う。

これらの機器は， 1系列の安全冷却水系による冷却においても，内包液が沸点等に

至ることを防止する設計とする。また，独立した 2系列の安全冷却水系の中間熱交換

器についても 1系列で十分な冷却能力を有する設計とする。

(2) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，換気設備により混合酸

化物貯蔵容器を冷却することで，構造物の温度を適切に維持する設計としている。

3. 評価

(1) 内包液が沸点に至ることを防止するために，各機器が計算上必要な伝熱面積は，

式で示される。

A=Q/  (UX△ td 

下

A

Q

U

L

 

’
 

t
 

△
 

でここ
：計算上必要な伝熱面積

：崩壊熱量

：総括伝熱係数

：対数平均温度差

ヽ
0
9

ミ

内包液が沸点に至ることを防止するために計算上必要な伝熱面積と各機器の実際の

伝熱面積との関係を，第 1表～第 4表に示す。

すべての機器について，実際の伝熱面積が計算上必要な伝熱面積を上回っており，

内包液の沸騰等を防止することが可能である。

-1-
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(2) 混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱を除去するために必要な風量は，

れる。

以下の式より求めら

Q=  
p•Cp• △ t 

q
 

Q

q

 

，
 

でここ

p

t

 

P

C
△
 

：風量 (m町h)

：発熱量 ( W/kg•Pu X kcal/h/W X kg・Pu =; kcal/h 

：混合酸化物貯蔵容器 1本当たりの発熱量）

：空気の比重 (=l.25 kg/mり
：空気の比熱 (=O.24kcal/kg・ ℃) 

：温度差(=;: ℃，排気温度 ℃ー入気温度 28℃)

(>
-、:... 

／ 

貯蔵ホールでの混合酸化物貯蔵容器の貯蔵本数，最大 1,680本からの総発熱量 qは，

q = 1, 680 (kcal/h) 

従って，崩壊熱を除去するのに必要な風量Qは

Q (m 3 /h) となる。

て
＼
ミ
h
も

従って，貯蔵ホールの換気風量は約 m勺hであるので，

熱を除去できる。

貯蔵ホールでの崩壊

C 

: ¥ 
I '  
＼ 

N
0
9
0
ヽ
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補足 2 混合酸化物貯蔵容器が内包するウラン・プルトニウム混合酸化物の燃料仕様

内包するウラン・プルトニウム混合酸化物

混合酸化物貯蔵容器が内包するウラン，

熱の銀点から最も厳しいものを選定する。

混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱除去の設計に用いる混合酸化物貯蔵容器は，混合酸化物

貯蔵容器 1本当たりウラン・プルトニウム混合酸化物粉末を充てんした粉末缶を 3缶収

納する。

粉末缶に充てんするウラン・プルトニウム混合酸化物粉末の条件を第 2.1表に示す。

プルトニウム混合酸化物の崩壊熱量は，崩壊

洛
＼
4
た
愁

i : 
•.、.. ／ 

ヽヽ
9
0
ヽ

- 1 1-
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第 2.1表 混合酸化物貯蔵容器が内包するウラン・プルトニウム混合酸化物の仕様条件

区分 適用範囲 燃料仕様 取扱物 主な核種目 崩壊熱

ウラン・プルトニウム 燃焼度 : 45, OOOMWd/t・Upr ウラン・プルトニウム Pu 

年 混合酸化物貯蔵建屋 初期濃縮度 : 4. Owt% 混合酸化物粉末

悶 換気設備 燃料形式 : BWR 

旦
比出力 : 26MW/t・Upr 

冷却期間 :4年

1
 

2
 

387



令和５年１月５日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙５ 
 
 
 

補足説明すべき項目の抽出 
 

 

  

388



補足説明すべき項目の抽出
（第19条 2項 貯蔵施設等）

別紙５①

補足すべき事項

2

　製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したウラン酸化物（以下「UO3」という。）粉末

を受け入れ，貯蔵するウラン酸化物貯蔵設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で処理
したウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末 を受け入れ，貯蔵す

るウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建
屋に収納し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋
に収納する設計とする。

補足すべき対象はない。

3
　ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上2階，地下2階の建物とする設計とする。
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地上1階，地下4階の建物とする設計とする。

補足すべき対象はない。

4 　製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計とする。

補足すべき対象はない。

5

　ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却は不要であり，ウラン・プルトニウム混合酸
化物貯蔵設備は，多重化された排風機で強制冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計とす
る。
　なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統に関する設計方針については，第２章　個別項目の
「5.　放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4　換気設備」に示す。

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.1　崩壊熱除去】
・製品貯蔵施設の崩壊熱除去に関する設計について説明する。
・製品貯蔵容器の崩壊熱除去の評価については，既設工認（添付書類「Ⅵ　設計及び工事の方法の技
術基準への適合に関する説明書」）から変更なし。

補足すべき対象はない。

8

3.1　ウラン酸化物貯蔵設備
　ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備からUO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器

を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及び昇降リフトで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，バ
スケット搬送台車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に貯蔵する設計とする。
　UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵室クレーン，バスケット

搬送台車及び昇降リフトを用いてトラックヤードから払い出す設計とする。

補足すべき対象はない。

9

　ウラン脱硝設備から受け入れた一部のUO3粉末及び貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，貯蔵容器取扱

室で一時保管した後，脱硝塔内の流動層を形成するため，又はUO3溶解槽で溶解するため，脱硝施設の

ウラン脱硝設備に移送する設計とする。
　貯蔵室に貯蔵した一部のUO3粉末は，保障措置検査のため貯蔵容器取扱室へ移送した後，再度貯蔵室

に貯蔵する設計とする。また，貯蔵室に貯蔵した空き容量を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移送
し，UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計とする。

補足すべき対象はない。

11

3.2　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備
　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備から
MOX粉末充てん済みの粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車及び昇降機によ
り搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。
　混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，貯蔵容器台
車，昇降機，移載機，払出台車，運搬容器台車及び天井クレーンを用いてローディングドックから払い
出す設計とする。

補足すべき対象はない。

12
　貯蔵ホールに貯蔵した一部のMOX粉末は，保障措置検査のため，脱硝施設のウラン・プルトニウム混
合脱硝設備へ移送した後，再度貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。

補足すべき対象はない。

基本設計方針 添付書類
Ⅵ-1-3　製品貯蔵施設
に関する説明書

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
製品貯蔵施設の構成及び設計について説明する。

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.2　ウラン酸化物貯蔵設備】
ウラン酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説明する。

【2.　基本方針】
【2.1　製品貯蔵施設】
【2.1.3　ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備】
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主な系統構成について説明する。

389



補足説明すべき項目の抽出
（第19条 2項 貯蔵施設等）

別紙５②

展開要否 理由

発電炉の補足説明資料には，本条文に該当する内容の資料はない。

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

基本設計方針からの展開では，補足すべき事項はない。

基本設計⽅針からの展開では補⾜すべき事項がなく，また，発電炉の補⾜説明資料には本条⽂
に該当する内容の資料がないことから，確認の結果として追加で補⾜すべき事項はない。
なお，補⾜説明事項がないため別紙５③は作成しない。
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第２回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

3. 製品貯蔵施設 

  製品貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章 共通項目の「1. 核燃料物質の臨

界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の

防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。 

 

 

  製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したウラン酸化物（以下「UO3」という。）粉末を

受け入れ，貯蔵するウラン酸化物貯蔵設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で処理し

たウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋に収

納し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に収納

する設計とする。 

  ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上 2階，地下 2階の建物とする設計とする。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地上 1階，地下 4階の建物とする設計とする。 

 

 

  製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計とする。 

 

 

 

ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却は不要であり，ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵設備は，多重化された排風機で強制冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計とする。 

なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統に関する設計方針については，第２章 個別項目の

「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4 換気設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 製品貯蔵施設 

  製品貯蔵施設の設計に係る共通的な設計方針については，第１章 共通項目の「1. 核燃料物質の臨

界防止」，「2. 地盤」，「3. 自然現象等」，「4. 閉じ込めの機能」，「5. 火災等による損傷の防止」，「6. 

再処理施設内における溢水による損傷の防止」，「7. 再処理施設内における化学薬品の漏えいによる損

傷の防止」，「8. 遮蔽」及び「9. 設備に対する要求」に基づくものとする。 

 

  製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したウラン酸化物（以下「UO3」という。）粉末を

受け入れ，貯蔵するウラン酸化物貯蔵設備及び脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備で処理し

たウラン・プルトニウム混合酸化物（UO2・PuO2，以下「MOX」という。）粉末を受け入れ，貯蔵するウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で構成し，ウラン酸化物貯蔵設備は，ウラン酸化物貯蔵建屋に収

納し，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に収納

する設計とする。 

  ウラン酸化物貯蔵建屋は，地上 2階，地下 2階の建物とする設計とする。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地上 1階，地下 4階の建物とする設計とする。 

 

 

  製品貯蔵施設は，製品を貯蔵するために必要な容量を有する設計とする。 

 

 

 

  ウラン酸化物貯蔵設備は，崩壊熱除去のための常時冷却は不要であり，ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵設備は，多重化された排風機で強制冷却することにより，必要な崩壊熱除去を行う設計とする。 

  なお，崩壊熱除去に必要な排風機を設置する系統に関する設計方針については，第２章 個別項目の

「5. 放射性廃棄物の廃棄施設」の「5.1.4 換気設備」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文（第 2,7 回申請） 

既設工認に記載していないが，設計上考慮する必要のない記載であるから，変更前

に記載した。 

【凡例】 

：既設工認に記載されている内容と同様 

：その他既設工認に記載されていないが，従前より設計上考慮して 

 実施していたもの 

：既認可等のエビデンス 

既設工認 本文（第 2,7,9 回申請） 

既設工認 本文，添付書類Ⅵ（第 7回申請） 

貯蔵製①-1 

貯蔵製③-1～9 

貯蔵製④-1～6 

貯蔵製②-4 

貯蔵製①-2 

貯蔵製②-1,3 

貯蔵製②-3 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第２回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

  ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機器

は，技術的に見て想定されるいかなる場合でも，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこ

れらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。 

  ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わせて適切に配置すること，ま

た，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユ

ニットとして臨界を防止できる設計とする。 

 

 

ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を確

保できる設計とする。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，MOX粉末充てん済みの粉末缶を混合酸化物貯蔵容器に

封入することにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

 

 

 3.1 ウラン酸化物貯蔵設備 

   ウラン酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備から UO3 粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容

器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車及び昇降リフトで搬送し，移載クレーンで貯蔵バスケットに収納後，

バスケット搬送台車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室クレーンで貯蔵室に貯蔵する設計とする。 

   UO3 粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵室クレーン，バスケッ

ト搬送台車及び昇降リフトを用いてトラックヤードから払い出す設計とする。 

 

 

   ウラン脱硝設備から受け入れた一部の UO3 粉末及び貯蔵室に貯蔵した一部の UO3 粉末は，貯蔵容器

取扱室で一時保管した後，脱硝塔内の流動層を形成するため，又は UO3 溶解槽で溶解するため，脱硝

施設のウラン脱硝設備に移送する設計とする。 

   貯蔵室に貯蔵した一部の UO3 粉末は，保障措置検査のため貯蔵容器取扱室へ移送した後，再度貯蔵

室に貯蔵する設計とする。また，貯蔵室に貯蔵した空き容量を有する貯蔵バスケットは，搬送室へ移

送し，UO3粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を収納した後，再度貯蔵室に貯蔵する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

  ウラン酸化物貯蔵設備及びウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機器

は，技術的に見て想定されるいかなる場合でも，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこ

れらの組合せにより，単一ユニットとして臨界を防止できる設計とする。 

  ウラン酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わせて適切に配置すること，ま

た，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユ

ニットとして臨界を防止できる設計とする。 

 

 

  ウラン酸化物貯蔵設備は，UO3 粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を

確保できる設計とする。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，MOX 粉末充てん済みの粉末缶を混合酸化物貯蔵容器に

封入することにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。 

 

 

 3.1 ウラン酸化物貯蔵設備 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設工認 本文（第 7回申請） 

製品の移動経路の明確化を目的として新規制基準開始後の既許可で追加した記載である

ことから既設工認に記載はないが，設計上考慮しているため，変更前に記載した。 

貯蔵製⑦ 

既設工認 本文（第 9回申請） 

貯蔵製⑤-1 

貯蔵製⑤-2 

貯蔵製⑥-1 

貯蔵製⑥-2 

既設工認 本文（第 9回申請） 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第２回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

   貯蔵容器搬送台車は，ウラン酸化物貯蔵容器 1本を軌道上において取り扱い，ウラン酸化物貯蔵容

器が転倒及び落下し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防

止のインターロックを設ける設計とする。 

   昇降リフトは，貯蔵容器搬送台車 1台又はバスケット搬送台車 1台を載せたまま，ウラン酸化物貯

蔵建屋内を昇降する設備であり，コンクリート軀体内を昇降する油圧駆動方式とし，電源喪失時にも

荷を保持するフェイルセイフ機構を有する設計とするとともに，運転を安全かつ確実に行うため，逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。 

   移載クレーンは，ウラン酸化物貯蔵容器 1本をつり上げて取り扱い，ウラン酸化物貯蔵容器の取り

扱い時の落下を防止するため，つりワイヤの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持す

るフェイルセイフ機構を有する設計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，ウラン酸化物貯蔵容器のつり上げ高さを 5ｍ以下とし，つ

かみ不良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。 

   バスケット搬送台車は，貯蔵バスケット 1基を軌道上において取り扱い，貯蔵バスケットが転倒及

び落下し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインタ

ーロックを設ける設計とする。 

   貯蔵室クレーンは，貯蔵バスケット 1基を取り扱い，貯蔵バスケット取り扱い時の落下を防止する

ため，つりワイヤの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェイルセイフ機構を

有する設計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，貯蔵バスケットのつり上げ高さを 6ｍ以下とし，つかみ不

良時のつり上げ防止及び逸走防止のインターロックを設ける設計とする。 

 

 

 3.2 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備から

MOX 粉末充てん済みの粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車及び昇降機に

より搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。 

   混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，貯蔵容器台

車，昇降機，移載機，払出台車，運搬容器台車及び天井クレーンを用いてローディングドックから払

い出す設計とする。 

 

   貯蔵ホールに貯蔵した一部の MOX 粉末は，保障措置検査のため，脱硝施設のウラン・プルトニウム

混合脱硝設備へ移送した後，再度貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備から

MOX 粉末充てん済みの粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器台車及び昇降機に

より搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。 

   混合酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，貯蔵容器台

車，昇降機，移載機，払出台車，運搬容器台車及び天井クレーンを用いてローディングドックから払

い出す設計とする。 

 

   貯蔵ホールに貯蔵した一部の MOX 粉末は，保障措置検査のため，脱硝施設のウラン・プルトニウム

混合脱硝設備へ移送した後，再度貯蔵ホールに貯蔵する設計とする。 

 

 

 

既設工認 本文（第 7回申請） 

製品の移動経路の明確化を目的として新規制基準開始後の既許可で追加した記載である

ことから既設工認に記載はないが，設計上考慮しているため，変更前に記載した。 

貯蔵製⑧-2 

貯蔵製⑧-4,5 

貯蔵製⑧-3 

貯蔵製⑨ 

貯蔵製⑧-5 

既設工認 本文（第 7回申請） 

貯蔵製⑧-1 
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別紙６ 
変更前記載事項の既設⼯認等との紐づけ（第２回申請） 

 

変 更 前 変 更 後 

 

 

 

 

   貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器 1本を軌道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が転倒

し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロッ

ク及び衝突防止のインターロックを設ける設計とする。 

   昇降機は，混合酸化物貯蔵容器 1本を軌道上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器の

落下を防止するため，つりチェインの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。 

   貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器 1本を軌道上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器

の取扱い時の落下を防止するため，つりチェインの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。 

   移載機は，混合酸化物貯蔵容器 1本を軌道上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器の

落下を防止するため，つりチェインの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。 

   払出台車は，混合酸化物貯蔵容器 1本を軌道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が転倒し難

い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを

設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，MOX 燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。 

 

   貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器 1本を軌道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が転倒

し難い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロッ

ク及び衝突防止のインターロックを設ける設計とする。 

   昇降機は，混合酸化物貯蔵容器 1本を軌道上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器の

落下を防止するため，つりチェインの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。 

   貯蔵台車は，混合酸化物貯蔵容器 1本を軌道上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器

の取扱い時の落下を防止するため，つりチェインの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を

保持するフェイルセイフ機構を有する設計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。 

   移載機は，混合酸化物貯蔵容器 1本を軌道上においてつり上げて取り扱い，混合酸化物貯蔵容器の

落下を防止するため，つりチェインの二重化を施すとともに，電源喪失時にもつり荷を保持するフェ

イルセイフ機構を有する設計とする。 

   また，運転を安全かつ確実に行うため，混合酸化物貯蔵容器のつかみ不良時のつり上げ防止及び逸

走防止のインターロックを設ける設計とする。 

   払出台車は，混合酸化物貯蔵容器 1本を軌道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が転倒し難

い構造とするとともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロックを

設ける設計とする。 

 

 

 

貯蔵製⑩-1 

貯蔵製⑩-2 

貯蔵製⑩-3 

貯蔵製⑩-4 

貯蔵製⑩-5 

既設工認 本文（第 7回申請） 
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VI 設計及び工事の方法の技術基準への

適合に関する説明書
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再処理施設のうち，今回申請に係る施設における「再処理施設の設計及び工事の方法

の技術基準に関する総理府令」との適合性について以下に示す。
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適用の区分

技術基準の 条項 適合性

有・無 項・号

第一条 定 義

第二条 特殊な方法による施設 無

第三条 核燃料物質の臨界防止 有 1項 別添ー 1による

第四条 火災等による損傷の防止 有 1. 2. 3. 4. 7. 別添ー 2による

10. 11. 12項

第五条 耐震性 有 全 別添ー 3による

第六条 材料及び構造 有 全 別添ー 4による

第七条 閉じ込めの機能 有 全 別添ー 5による

第八条 しゃへい 有 全 別添ー 6による

第九条 換 気 有 二～四号 別添ー 7による

第十条 使用済燃料等による汚染の防止 有 全 別添ー 8による

第t—条 安全上重要な施設 有 全 別添ー 9による

第tこ条 搬送設備 有 全 別添ー10による

第十三条 使用済燃料の受入れ施設及び 無

貯蔵施設

第t日条 計測制御系統施設 有 1項ー．四号 別添ー 11による

2. 3項

第十五条 制御室 有 全 別添ー12による

第t穴条 廃棄物処理設備 有 全 別添ー13による

第tt条 保管廃棄設備 有 全 別添ー 14による

第十J¥条 放射線管理施設 無

第十九条 非常用電源設備 有 全 別添ー 15による

ー
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別添ー 9

（安全上重要な施設）

第十一条 非常用電源設備その他の安全上重要な施設は，次に掲げるところにより施

設しなければならない。

ー ニ以上の原子力施設（加工施設，原子炉施設，再処理施設，廃棄物埋設施設，

廃棄物管理施設及び使用施設等をいう。）において共用する場合には，共用する

ことによって再処理施設の安全を確保する機能が損なわれるおそれがないように

すること。

二 再処理施設の安全を確保する機能を維持するために必要がある場合には，当該

施設自体又は当該施設が属する系統として多重性を有すること。

三 再処理施設の安全を確保する機能を確認するための検査又は試験及びこれらの

機能を健全に維持するための保守又は修理ができること。
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［適合性の説明］

添付ー 10 「第 7回申請に係る安全上重要な施設に関する説明書」に第 7回申請に係

る安全上重要な施設を示す。

また，使用済燃料等を内包する容器等の崩壊熱の除去に関する詳細は，添付ー 11 

「崩壊熱除去に関する説明書」に，漏えい液の回収に関する詳細は，添付ー 12「漏え

い液の回収に関する説明書」に示す。

さらに，安全上重要な施設のうち，凍結防止対策が必要な部分は，安全冷却水系の屋

外設置設備であり，この部分の凍結防止対策に関する詳細を添付ー 13「安全冷却水系

の屋外設置設備の凍結防止に関する説明書」に，安全冷却水系冷却塔の雪荷重に関する

評価の詳細を添付ー 5「冷却塔の雪荷重に関する強度計算書」に示す。

ー 第 7回申請に係る安全上重要な施設は，再処理事業所の廃棄物管理施設等他の原子

カ施設との共用はない。

r
へ、ヽ゚

二 第 7回申請に係る施設のうち，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備等の安全上重要な施設については，排風機等の動的機器

を多重化する設計とし，動的機器の単一故障を仮定しても所定の安全機能を確保でき

る設計としている。

計測制御系統施設のうち，安全上重要な施設である計測制御系は，多重性又は多様

性を有するとともに，電気的・物理的な独立性を有する設計とし，動的機器の単一故

障を仮定しても所定の安全機能を確保できる設計としている。

その他再処理設備の附属施設のうち，安全上重要な施設である非常用電気設備は，

系統全体を 2系列とする設計とし，動的機器の単一故障を仮定しても所定の安全機能

を確保できる設計としている。

1 6 
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三 第 7回申請に係る施設のうち，気体廃棄物の廃棄施設の塔槽類廃ガス処理設備の精

製建屋塔槽類廃ガス処理設備等の安全上重要な施設の排風機等の動的機器並びに安全

上重要な施設である計測制御系及び電気設備は，多重化する設計とし，安全機能を損

なうことなく，定期的な試験及び検査ができる設計としている。

脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備の硝酸プルトニウム貯槽等の安全上

重要な施設は，製作あるいは据付工事の段階で寸法検査，据付・外観検査等により安

全機能が確認できる。

また，運転員の接近が困難な区域に設置している機器は，収納するセルの壁に設置

された貫通口等によりその健全性が確認できる設計としている。なお，これらの安全

上重要な施設においては，運転員が接近可能な区域に設置している機器は，その周囲

に空間を確保することで，保守等を行うことが可能な設計としている。

ハル・エンドピース貯蔵建屋等の建物及び構築物については，工事の段階における

外観検査等により健全性が確認できる設計としている。
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添付ー 11

（．．＼ 崩壊熱除去に関する説明書
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1. 概要

高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽等の機器は，その機器が内包する

溶解液等から発生する崩壊熱を安全に除去するために冷却コイルあるいは冷却ジャケッ

トを設け，安全冷却水系の安全冷却水により崩壊熱を除去している。

また，崩壊熱除去用の冷却水は，安全冷却水系の冷却塔により除熱され，各建屋の中

間熱交換器を経由して，循環ポンプで各施設の機器に設ける冷却コイル，冷却ジャケッ

トに冷却水を供給する。

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，各ホールに混合酸化物貯

蔵容器 1本を収納する設計とし，混合酸化物貯蔵容器から崩壊熱を除去するため，気体

廃棄物の廃棄施設のウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備により，貯蔵ホ

ールの換気を適切に行い混合酸化物貯蔵容器を冷却するとともに，貯蔵室の構造物（コ

ンクリート）の温度を 65℃以下に維持する。

以下に，これらの冷却コイル，あるいは冷却ジャケットを有する機器並びに安全冷却

水系の中間熱交換器が十分な冷却能力を持つことを示す。

2. 設計方針

(1) 沸騰までの時間的余裕が小さい高レベル廃液ガラス固化設備の高レベル廃液混合槽

等の機器は，冷却コイルあるいは冷却ジャケットを多重化し，独立した 2系列の安全

冷却水系による冷却を行う。

これらの機器は， 1系列の安全冷却水系による冷却においても，内包液が沸点等に

至ることを防止する設計とする。また，独立した 2系列の安全冷却水系の中間熱交換

器についても 1系列で十分な冷却能力を有する設計とする。

(2) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホールは，換気設備により混合酸

化物貯蔵容器を冷却することで，構造物の温度を適切に維持する設計としている。

3. 評価

(1) 内包液が沸点に至ることを防止するために，各機器が計算上必要な伝熱面積は，

式で示される。

A=Q/  (UX△ td 

下

A

Q

U

L

 

’
 

t
 

△
 

でここ
：計算上必要な伝熱面積

：崩壊熱量

：総括伝熱係数

：対数平均温度差

ヽ
0
9

ミ

内包液が沸点に至ることを防止するために計算上必要な伝熱面積と各機器の実際の

伝熱面積との関係を，第 1表～第 4表に示す。

すべての機器について，実際の伝熱面積が計算上必要な伝熱面積を上回っており，

内包液の沸騰等を防止することが可能である。

-1-
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(2) 混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱を除去するために必要な風量は，

れる。

以下の式より求めら

Q=  
p•Cp• △ t 

q
 

Q

q

 

，
 

でここ

p

t

 

P

C
△
 

：風量 (m町h)

：発熱量 ( W/kg•Pu X kcal/h/W X kg・Pu =; kcal/h 

：混合酸化物貯蔵容器 1本当たりの発熱量）

：空気の比重 (=l.25 kg/mり
：空気の比熱 (=O.24kcal/kg・ ℃) 

：温度差(=;: ℃，排気温度 ℃ー入気温度 28℃)

(>
-、:... 

／ 

貯蔵ホールでの混合酸化物貯蔵容器の貯蔵本数，最大 1,680本からの総発熱量 qは，

q = 1, 680 (kcal/h) 

従って，崩壊熱を除去するのに必要な風量Qは

Q (m 3 /h) となる。

て
＼
ミ
h
も

従って，貯蔵ホールの換気風量は約 m勺hであるので，

熱を除去できる。

貯蔵ホールでの崩壊

C 

: ¥ 
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N
0
9
0
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補足 2 混合酸化物貯蔵容器が内包するウラン・プルトニウム混合酸化物の燃料仕様

内包するウラン・プルトニウム混合酸化物

混合酸化物貯蔵容器が内包するウラン，

熱の銀点から最も厳しいものを選定する。

混合酸化物貯蔵容器の崩壊熱除去の設計に用いる混合酸化物貯蔵容器は，混合酸化物

貯蔵容器 1本当たりウラン・プルトニウム混合酸化物粉末を充てんした粉末缶を 3缶収

納する。

粉末缶に充てんするウラン・プルトニウム混合酸化物粉末の条件を第 2.1表に示す。

プルトニウム混合酸化物の崩壊熱量は，崩壊
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/06/Z ＠霞ノ,.....4-、

第 2.1表 混合酸化物貯蔵容器が内包するウラン・プルトニウム混合酸化物の仕様条件

区分 適用範囲 燃料仕様 取扱物 主な核種目 崩壊熱

ウラン・プルトニウム 燃焼度 : 45, OOOMWd/t・Upr ウラン・プルトニウム Pu 

年 混合酸化物貯蔵建屋 初期濃縮度 : 4. Owt% 混合酸化物粉末

悶 換気設備 燃料形式 : BWR 

旦
比出力 : 26MW/t・Upr 

冷却期間 :4年
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2. 再処理設備本体等に係る「製品貯蔵施設」

2. 1 ウラン酸化物貯蔵設備（その 2)

a. 設置の概要

本設備は，脱硝施設のウラン脱硝設備からウラン酸化物粉末を封入したウラン酸

化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵容器搬送台車，昇降リフトで搬送し，移載クレーン

で貯蔵バスケットに収納後，バスケット搬送台車及び昇降リフトで搬送し，貯蔵室

クレーンで貯蔵室に貯蔵する。

ウラン酸化物粉末を封入したウラン酸化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，

貯蔵室クレーン，バスケット搬送台車，昇降リフト等を用いてトラックヤードから

払い出す。

なお，第 9回申請範囲は，

び貯蔵バスケットである。

ウラン酸化物貯蔵設備のうちウラン酸化物貯蔵容器及

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を「イ．建物」の第2.20. 1-1表に

示す。

l
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C. 設計の基本方針

(a)本設備の臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合

でも形状寸法管理により，単ーユニットとして臨界を防止できる設計とする。

また，各単一ユニットは，中性子吸収材管理を組み合わせて適切に配置するこ

とにより，複数ユニットとして臨界を防止できる設計とする。

(b)本設備は，ウラン酸化物粉末をウラン酸化物貯蔵容器に封入することにより，

閉じ込め機能を確保できる設計とする。

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を「再処理施設に関する設計及び工事の方法の認可

申請書 第 7回申請」 （以下第 7回申請という）に記載した第1.2. 1 -1図及び

第1.2. 1 -2図に示す。'

今回の申請設備は図中に後次回申請としているウラン酸化物貯蔵容器及び貯蔵

バスケットである。

(b)申請設備に係る機器の配置を第 7回申請に記載した第2.2. 6 -1図～第2.2. 6 

-6図に示す。

今回の申請設備は図中に後次回申請としているウラン酸化物貯蔵容器及び貯蔵

バスケットである。

(c) 申請設備に係る設計条件，仕様及び構造を以下に示す。

ニー 1-1 
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2.2 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備（その 2)

c.・・ 

a. 設置の概要

本設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備からウラン・プルトニ

ウム混合酸化物粉末充てん済みの粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，

貯蔵容器台車，昇降機等により搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する。混合酸

化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，貯

蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車等を用いてローディングドックから払い出

す。

なお，第 9回申請範囲は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のうち粉末

缶及び混合酸化物貯蔵容器である。

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を「イ．建物」の第2.20. 1-1表に

示す。

G
,
3

＇ゞ◎

C. 設計の基本方針

(a)本設備で臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合

でも，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，

単ーユニットとして臨界を防止できる設計とする。

(b)本設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物粉末充てん済みの粉末缶を混合酸

化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。

〖ー・—.•'
ぶ

＼へ

0̀

d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を「再処理施設に関する設計及び工事の方法の認可

申請書 第7回申請」 （以下第 7回申請という）に記載した第1.2. 2 -1図～第

1. 2. 2 -3図に示す。

今回の申請設備は図中に後次回申請としている粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器

である。

(b)申請設備に係る機器の配置を第 7回申請に記載した第2.2. 7 -1図～第2.2. 7 

-7図に示す。 ・

今回の申請設備は図中に後次回申請としている粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器

である。

(c) 申請設備に係る設計条件，仕様及び構造を以下に示す。
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2.2 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備（その 2)

c.・・ 

a. 設置の概要

本設備は，脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備からウラン・プルトニ

ウム混合酸化物粉末充てん済みの粉末缶を封入した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，

貯蔵容器台車，昇降機等により搬送し，貯蔵台車で貯蔵ホールに貯蔵する。混合酸

化物貯蔵容器を他施設へ払い出す場合は，貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し，貯

蔵容器台車，昇降機，移載機，払出台車等を用いてローディングドックから払い出

す。

なお，第 9回申請範囲は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のうち粉末

缶及び混合酸化物貯蔵容器である。

b. 準拠すべき主な法令，規格及び基準

本設備の準拠すべき主な法令，規格及び基準を「イ．建物」の第2.20. 1-1表に

示す。

G
,
3

＇ゞ◎

C. 設計の基本方針

(a)本設備で臨界安全管理を要する機器は，技術的に見て想定されるいかなる場合

でも，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組合せにより，

単ーユニットとして臨界を防止できる設計とする。

(b)本設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物粉末充てん済みの粉末缶を混合酸

化物貯蔵容器に封入することにより，閉じ込め機能を確保できる設計とする。
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d. 設計条件及び仕様

(a) 申請設備に係る系統の構成を「再処理施設に関する設計及び工事の方法の認可

申請書 第7回申請」 （以下第 7回申請という）に記載した第1.2. 2 -1図～第

1. 2. 2 -3図に示す。

今回の申請設備は図中に後次回申請としている粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器

である。

(b)申請設備に係る機器の配置を第 7回申請に記載した第2.2. 7 -1図～第2.2. 7 

-7図に示す。 ・

今回の申請設備は図中に後次回申請としている粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器

である。

(c) 申請設備に係る設計条件，仕様及び構造を以下に示す。

ニー 2-1 

436

j2160024
長方形

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵⑥-2



437

j2170008
テキストボックス
貯蔵⑦



438

j2160024
長方形

j2170008
テキストボックス
貯蔵⑦



439

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑧



440

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑧-4

j2160024
線

j2160024
線

j2160024
線



441

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑧-3

j2160024
線

j2160024
線

j2160024
線

j2160024
線



442

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑧-4

j2160024
線

j2160024
線

j2160024
線



443

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑧-5

j2160024
線

j2160024
線

j2160024
線



444

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
長方形

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑧-1

j2160024
線

j2160024
線

j2160024
線



445

j2170008
テキストボックス
貯蔵⑨



446

j2170008
テキストボックス
貯蔵⑨

j2170008
長方形



447

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵⑩



448

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑩-1

j2160024
線

j2160024
線



449

j2160024
長方形

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑩-2

j2160024
線



450

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑩-4

j2160024
線

j2160024
長方形



451

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑩-3



452

j2160024
タイプライターテキスト
貯蔵製⑩-3




